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本日の委員会に付された案件は次のとおりである。  

 

令和７年豊能町議会３月定例会議付託案件について 

 

１．第20号議案 令和７年度豊能町一般会計予算の件 

２．第21号議案 令和７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定予算

の件 

３．第22号議案 令和７年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘

定予算の件 

４．第23号議案 令和７年度豊能町後期高齢者医療特別会計予算の件 

５．第24号議案 令和７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定予算の件  

６．第25号議案 令和７年度豊能町下水道事業会計予算の件  
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    午前９時 30分 開会 

 

○委員長（中川敦司君） 

皆様おはようございます。 

本日もですね、小学校の子どもの見守り

をしてね、今日来たわけでございますが、

空模様がね、ものすごく曇ってましてね、

どんよりとしたね、すっきりしないような

ね、そのような空模様で、今日ここね寄せ

てもらったわけでございますが、今日から

この予算特別委員会が始まりますけども、

どうかいろいろねしっかりと質問をしてい

ってですね、もうすっきりとした形でね、

このを予算委員会ね、終えることができれ

ばとこのように思ってますのでね、どうか

よろしくお願いしたいと思います。 

さて３月の７日におきましての本会議に

おきまして、予算特別委員会が設置されま

して、委員にはこのね、６名が選任されて

おります。 

また、私中川が委員長に、そして、寺脇

委員が副委員長に選任されてございます。 

審査を円滑に進めてまいりたいと思って

おりますので、どうか皆様の御協力をよろ

しくお願いしたいと思います。 

さて、理事者におかれましては、非常に

厳しい財政状況の中で、令和７年度の当初

予算案を提案されたものとこのように思っ

ております。 

したがいまして、議会といたしましても

十分に審査を行いまして、住民の皆様に御

了解をいただける、予算としなければなら

ないとこのように思います。 

したがいまして限られた審査期間ではご

ざいますので、効率的に運営していけるよ

う、委員各位の御理解と御協力をお願いし

たいと思います。 

それでは座って議事を進めていきたいと

思います。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

定足数に達しておりますので、予算特別

委員会を開会いたします。 

委員会の開会に当たりまして町長より挨

拶がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

皆さんおはようございます。 

本日はお忙しい中、御参集を賜りまして

誠にありがとうございます。 

本日の予算特別委員会では、令和７年度

の予算につきまして御提案をさせていただ

いております。 

令和７年度の予算編成につきましてはで

すね、町政運営方針で述べさせていただい

ておりますとおりでございますが、先ほど、

委員長がおっしゃいましたように、厳しい

財政状況の中、将来を見据え、限られた財

源を効果的かつ実効性のある施策に重点的

に配分をする編成とさせていただいており

ます。 

つきましては、詳細に御審査をいただき

まして、議員の皆様方に御理解を賜りたく

存じますので、どうかよろしくお願い申し

上げます。 

簡単ではございますが、開会に当たりま

しての御挨拶とさせていただきます。 

本日は何とぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ありがとうございました。 

それではここで私の委員長のほうから皆

様にお願いがございます。 

発言の際には、最初に挙手をしていただ

きたいと思います。 

また昨年度と同様、理事者は、主に課長

補佐が説明、答弁されると伺っております

ので、指名がスムーズにできますよう、課

長補佐の方は挙手の際、所属と名前ですね、

これを言っていただきたく思います。 
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委員は委員長ですね、のほうから指名が

ありましてから、起立し、質疑と答弁をお

願いしたいと思います。 

また、理事者は所属と名前を言ってから

答弁をお願いいたします。 

審査は第 20 号議案から第 25 号議案まで、

議案番号順に１議事１処理で質疑、討論、

採決をしてまいります。 

委員会の進め方でありますが、予算説明

資料のページ番号順、所属順に進めて、歳

入についても各事業と併せて審査をしてま

いりますので、歳入の説明も併せてお願い

をいたします。 

理事者の説明につきましては、事前に当

初予算説明資料が配付されておりますので、

新規事業や町政運営方針で述べられている

もので特に説明が必要と思われるところを

順次、挙手をいただき、説明をしていただ

ければ結構でございます。 

説明がなければ質疑から始めます。 

また委員の皆様は教えてくださいとか、

要望や予算に関係のない質疑、また一般質

問のような内容いうかね質疑はしないよう

にしていただきたく思います。 

理事者の答弁も簡潔明快にお願いしたい

と思います。 

委員会は本日と明日 13 日に開催し、３月

の 14日が予備日となります。 

委員長といたしましては、第 20 号議案か

ら第 25 号議案までの審査を繰り返しになり

ますが、円滑に進めていきたいと思ってま

すので、皆様御協力をよろしくお願いをい

たします。 

初めに、第 20 号議案から審査を行い、暫

時休憩を入れながら、担当部署を交代して

いただきますので、担当部署以外の方はそ

れまで自席で待機をお願いいたします。 

以上のように進めたいと思いますが、御

意見、御質問はございますか。 

ありませんか。 

    （「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

はい。ないようですので、円滑な議事進

行に御協力をよろしくお願いを申し上げま

す。 

それでは、第 20 号議案、一般会計予算か

ら始めます。 

初めに議会事務局、総務部、出納室、吉

川支所が所管する事業予算について審査し

ますので、その所属職員以外の方は、退席

していただいて、自席で待機をお願いした

いと思います。 

では退席をお願いいたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

本日の審査日程は御手元に配付のとおり

でございます。 

令和７年３月定例会議付託案件について。 

第 20 号議案、令和７年度豊能町一般会計

予算の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

最初に、予算説明資料の 11 ページから 15

ページまでの議会事務局、そして 16 ページ

から 66 ページまでの総務部、そして 166 ペ

ージの出納室、そして 167・168 ページの吉

川支所が所管する事業予算について御説明

をお願いしたいと思います。 

広報職員課は、特別会計を含む各会計の

人件費事業全般の説明についてもお願いし

たいと思います。 

はい、よろしくお願いいたします。 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

おはようございます。総合政策課の黒田

です。よろしくお願いいたします。 

それでは総合政策課所管分の予算につき

まして御説明をさせていただきます。 

予算書は 63 ページから 64 ページ、あと

67 ページから 69 ページ、飛びまして 113 ペ
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ージ、当初予算説明資料は 16 ページから 26

ページになります。 

着座にて御説明させていただきます。 

説明事業につきましては、新規事業、投

資的臨時事業を中心に御説明させていただ

きます。 

まず最初に款２．総務費、項１．総務管

理費、目６．企画費、予算書は 67 ページ、

当初予算説明資料は 18 ページから 19 ペー

ジになります。こちら政策推進事業でござ

います。 

こちらの事業は、小事業として７事業を

記載しております。 

主なものの概要を御説明させていただき

ます。 

２のスマートシティ推進事業につきまし

ては、高齢者にやさしいまちづくりや子育

てしやすいまちづくりに向けた課題解決の

ために、公民連携の取組としましてコンパ

クトスマートシティプラットフォームの実

証を行ってまいりました。令和４年度に構

築したサービスについて、令和５年度、令

和６年度と検証を行ってまいりました。 

令和７年度につきましては、ＩＣタグを

用いて児童や高齢者を見守るための見守り

サービスを実施する予定としており、維持

管理費と受信機の追加設置に係る費用でご

ざいます。 

次に、５の万博推進事業でございます。 

いのち輝く未来社会のデザインをテーマ

に、令和７年４月 13 日日曜日から 10 月 13

日月曜日まで開催されます、大阪・関西万

博に関する事業でございます。 

令和６年度より実施しております４歳か

ら 17 歳の子どもの無料招待に係る費用と、

５月に実施されます大阪の魅力を発信する

イベント、大阪ウィークに参加するための

費用でございます。 

続きまして、６の学校施設等跡地利活用

検討事業でございます。 

この事業は、令和８年４月からの義務教

育学校開校に伴いまして、町内西地区の３

小学校が廃校となることから、学校跡地利

活用について検討を行う検討委員会開催に

係る費用でございます。 

続きまして、７の公共施設再編整備事業

でございます。 

令和５年６月に策定しました豊能町公共

施設再編に関する基本方針に基づき、東西

それぞれの特性を踏まえながら、豊能町公

共施設再編整備基本計画の策定に係る費用

でございます。 

続きまして、予算書 67 ページ、当初予算

説明資料は 20ページをお開きください。 

１のとよのんＰＲ活動事業につきまして

は、イメージキャラクターとよのんのＰＲ

活動を通じて、町の様々な魅力等を発信す

るための事業でございます。 

こちらは令和６年度に在庫が不足してい

るグッズを作成するために増額予算となっ

ておりましたが、来年度におきましては、

例年と同程度のグッズ作成となることから

124万 4,000円の減額となっております。 

続きまして、予算書 67 ページ、当初予算

説明資料は 21 ページになります。地域活性

化事業でございます。 

１、住宅流通・多様化促進事業でござい

ます。 

この事業は、総合戦略に基づく地域ぐる

みの定住促進のため、住まいの相談窓口を

設置してＮＰＯと連携し取組を行うととも

に、空き家の流通促進を図るために家財道

具処分やリフォーム工事などに対する補助

金を交付する事業となっております。 

昨年度と比べ 175 万 3,000 円の増となっ

ておりますが、主な理由といたしましては、

新婚世帯に対する住宅取得費やリフォーム

に関する費用などを支援するため、結婚新
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生活支援補助金を新たに行うことによるも

のでございます。 

続きまして、２、協働による魅力発信事

業でございます。 

こちらは、豊能町シティプロモーション

プランの基本方針である、豊能町に真剣な

人を増やしていく、豊能町のファンを増や

していくことを推進するために、トヨノノ

レポーターの活動を支援し、トヨノノ

PORTAL やインスタグラムを活用して町の魅

力を発信するための事業となります。 

33 万円の減につきましては、委託料の減

によるものでございます。 

次に、３、地域の魅力創出事業でござい

ます。 

こちらにおきましては、110 万円の増とな

っております。 

主な理由といたしましては、地域の活性

化を図るため、民間の企業と連携し、その

専門知識等を活かしながら、町独自の魅力

向上や地域の課題解決に取り組むための負

担金及び来町者を多数呼び込むことにより、

地域のにぎわいを創出し、地域の活性化を

図るための豊能町にぎわい事業補助金の増

によるものでございます。 

続きまして、４、移住就職応援事業でご

ざいます。 

町への移住定住の促進を図るとともに、

町内の企業等における人手不足の解消を図

るため、大阪府外からの移住者を対象とし

た移住就職応援支援金を令和６年度に引き

続き実施するとともに、新規事業としまし

て、豊能町出身者のＵターン転入者に対し

て支援金を支給するものでございます。 

支給内容でございますが、出生から 18 歳

までに豊能町に住民登録があった方で、満

18 歳以上 50 歳未満かつ町外へ転出し２年以

上経過した方が、豊能町へＵターン転入し

た場合に一人当たり５万円を支給する予定

でございます。 

次に予算書 68 ページ、当初予算説明書 23

ページでございます。地域公共交通促進事

業でございます。 

１、地域公共交通基本構想推進事業につ

きましては、地域公共交通会議の開催に要

する報酬等の経費及び路線バスや豊能西線

及びデマンドタクシーの運行に係る補助金

に係る経費でございます。 

次に２、コミュニティ・カーシェアリン

グ導入検討事業でございます。こちらは新

規事業でございます。 

地域における移動手段の確保が困難とな

っているため、地域公共交通を補完する地

域主体の交通であるコミュニティ・カーシ

ェアリングの導入の検討に係る費用でござ

います。 

続きまして、３、運転免許証自主返納者

移動支援事業でございます。こちらも新規

事業でございます。 

運転免許証を自主返納した高齢者に対し

て、バス運賃の補助を行うことにより、移

動手段の確保と利用促進を図るものでござ

います。 

具体的には hanica グランドパスの購入に

対しては上限１万円、hanica カードのチャ

ージに対しては上限 6,000 円として助成を

行う予定でございます。 

続きまして、予算書 69 ページ、当初予算

説明資料 25 ページ、１、ふるさと寄附促進

事業でございます。 

こちらにつきましては、ふるさと寄附制

度の周知や返礼品のＰＲを図るために実施

する事業でございます。 

減の主な理由といたしましては、令和６

年度にふるさと寄附制度の周知を行うため

のチラシ作成に要した経費の減によるもの

でございます。 

次に、当初予算説明資料 26 ページ、予算
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書 113ページでございます。 

１、余野地区商業施設開設事業でござい

ます。 

こちらは地域の活性化を図るために、株

式会社コメリを誘致したところですが、誘

致した土地の賃借料でございます。 

増の理由としましては、令和６年度につ

いては賃借期間を９か月分として計上して

おりましたが、令和７年度につきましては

12 か月分を計上したことによるものでござ

います。 

歳出の説明は以上でございます。 

続いて歳入について御説明申し上げます。 

予算書 42ページでございます。 

款 15．国庫支出金、項２．国庫補助金、

目１．総務費国庫補助金、節１．企画費国

庫補助金の１．地域少子化対策重点推進交

付金でございますが、歳出のところで御説

明申し上げました新婚世帯に対する住宅取

得費やリフォームに関する費用などを支援

するための結婚新生活支援補助金事業に係

る国庫補助金でございます。 

総合政策課に係る予算の説明は以上でご

ざいます。 

○委員長（中川敦司君） 

福本広報職員課課長補佐、よろしくお願

いします。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

おはようございます。広報職員課の福本

です。よろしくお願いいたします。 

それでは初めに、一般会計予算の人件費

につきましてその概要を御説明させていた

だきます。 

予算書の 148 ページ以降に給与費明細書

を付けてございますので併せて御覧くださ

い。 

着座にて失礼させていただきます。 

まず、人件費のうち、特別職につきまし

ては約１億 4,900 万円で対前年比約 414 万

円の増、会計年度任用職員を含む一般職は

約 17 億 5,400 万円で対前年比約 32 万円の

減となり、特別職と一般職の合計で申し上

げますと、約 19 億 300 万円で前年度と比べ

約 400万円の増となっております。 

増加と減少の主な要因を申し上げます。 

まず、増加の主な要因でございますが、

給料改定で約 1,500 万円の増、定期昇給に

より約 350 万円の増、時間外勤務手当は約

830 万円の増、管理職手当により 300 万円の

増、地域手当の改定により約 2,570 万円の

増、期末手当が約 690 万円、勤勉手当が約

650 万円の増、管理職特別勤務手当が 185 万

円の増、児童手当が 250 万円の増、共済費

が約 220 万円の増、会計年度任用職員の報

酬改定により約 1,500 万円の増となってお

ります。 

次に減少の主な要因でございますが、給

料で約 2,260 万円の減、退職手当で約 7,930

万円の減となっております。 

なお退職手当でございますが、令和７年

度は、定年退職者及び任期付職員で任期満

了する者がいないことから、当初予算とし

ての退職手当は計上しておりません。 

また、特別会計等を含む人件費の総額か

ら特別職と会計年度任用職員の人件費を除

きました一般職の人件費につきましては、

約 14 億 1,760 万円で、前年度に比べますと

約 6,200万円の増となっております。 

増加の主な要因といたしましては、先ほ

ど一般会計において御説明をさせていただ

きましたとおり、給与改定や地域手当率の

引上げ、期末勤勉手当率の引上げなどによ

るものでございます。 

人件費の概要につきましては、以上でご

ざいます。 

続きまして、広報職員課において所管し

ています事業分の主なものについて御説明

をさせていただきます。 
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予算書 61 ページ、当初予算説明資料の 27

ページを御覧ください。大事業名、人事給

与管理事業でございます。 

増減の主な理由としましては、現在使用

しています人事給与管理システムの５年契

約が本年８月末をもって満了することから、

臨時事業といたしまして、小事業名に人事

給与管理システム更新事業において、更新

後の経費であります９月以降の物件使用料

を計上しております。 

また、同様の理由によりまして小事業名

１、人事給与管理事業には、４月から８月

までの５か月分の物件使用料のみ計上して

いることから、昨年度より約 180 万円減少

しているものでございます。 

なお、本更新事業につきましては、令和

７年度から令和 12 年度までの債務負担行為

を新たに設定させていただき、本年９月か

らの５年契約を予定しております。 

次に予算書 65 ページ、当初予算説明資料

の 33ページを御覧ください。 

大事業名、連絡メール配信事業の小事業

名２、連絡メール配信連携事業でございま

す。 

こちらは大阪府警が配信しています、安

まちメールをたんぽぽメールへ連携しまし

て、子ども・防犯・その他緊急情報のカテ

ゴリーを登録されている方へ自動配信する

オプション契約を行うものでございます。 

内訳としましては、初期費用 11 万円、月

額使用料が一月当たり１万 1,000 円となっ

ております。 

広報職員課の所管分につきましては、以

上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

それでは、総務課が計上しております予

算について御説明いたします。 

説明は前年度から内容に大きな変更のあ

った事業や新規事業を中心に御説明いたし

ます。 

着座にて御説明いたします。 

予算説明資料 41 ページ、予算書 63 ペー

ジの１、行政管理事業ですが、この事業は

全庁的な一般管理事業のうち、法制、文書

等に関する事務の執行を行う事業です。 

通信運搬費を 480 万円ほど増額しており

ますが、増額の要因としましては、昨年 10

月１日からの郵便料金の改定に伴い、町が

発送する郵便料の増加を見込んだものにな

っております。 

次に、予算説明資料 44 ページ、予算書 69

ページの１、指定管理者選定事業ですが、

この事業は、公共施設の指定管理者を選定

するための委員会を運営する事業です。 

予算内容につきましては、令和７年度は

シートス、生き生きデイサービス、たんぽ

ぽの家の３施設の指定管理者の選定を予定

しているため、委員報酬などの予算を計上

しております。 

次に、予算説明資料 46 ページ、予算書 71

ページの住民情報化推進事業の２、基幹系

システム標準化対応事業ですが、この事業

は、令和３年９月１日に施行された地方公

共団体情報システムの標準化に関する法律、

いわゆる標準化法を根拠とした基幹系シス

テムの標準化を行う事業です。 

標準化に向け、令和５年度から取組を進

めておりますが、令和７年度は移行フェー

ズの段階になります。テスト環境での運用

から順次本番環境へ移行して運用していき

ます。 

予算内容としましては、標準化対応の業

務委託料になります。 

次に、３、住基ネット接続用ＣＳサーバ

更新事業ですが、この事業は、専用回線で
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結ばれた住基ネットシステムの異動情報を

連携するためのＣＳサーバの保守期間が終

了したため、サーバを更新しセキュリティ

の確保を図るものです。 

予算内容につきましては、サーバ及びク

ライアントパソコン等の使用料を計上して

おりまして、契約に関しては既に終わって

おり、令和６年度から令和 11 年度までの債

務負担の設定をしているものです。 

次に４、基幹系システム標準化対応機器

等導入事業ですが、この事業は基幹系シス

テムの現行機器をセキュリティ対応など、

標準化システムの仕様に準拠した機器に入

れ替えるための事業でございます。 

予算内容につきましては、機器の使用料

を計上しておりまして、令和６年度から令

和 11 年度までの債務負担の設定をしている

ものです。 

次に５、ガバメントクラウド運用管理事

業ですが、この事業は、令和７年度から標

準化システムに移行していくに当たり、国

が指定するクラウドサービスであるガバメ

ントクラウドへ接続利用するための事業と

なります。 

主な予算内容につきましては、ガバメン

トクラウドの利用料を計上しております。 

次に、予算説明資料 47 ページ、予算書 71

ページの総合行政ネットワーク推進事業の

２、第５次ＬＧＷＡＮ導入事業ですが、こ

の事業は、第４次ＬＧＷＡＮが第５次ＬＧ

ＷＡＮに更新されるに当たり、現行と同じ

く大阪府による共同調達に参加して更新を

行う事業です。 

更新時期は、令和７年 12 月を予定してお

ります。 

予算内容につきましては、機器入替のた

めの委託料や保守管理料等を計上しており

ます。 

次に、予算説明資料 48 ページ、予算書 71

ページの防災対策事業の５、大阪府衛星無

線（第３世代）等再整備事業ですが、この

事業は現在運用している衛星無線、第２世

代は平成 27 年より運用を開始しておりまし

て、その運用が終期を迎えるということで、

第３世代システムに全国統一で入れ替える

ことになりますので、大阪府内一斉に緊防

債を活用して更新整備を行う事業です。 

予算内容につきましては、大阪府への負

担金として、設備の整備費用の２分の１を

負担するものです。 

続きまして、予算説明資料 49 ページ、予

算書 73 ページの防犯等事務事業の２、自動

録音電話機等購入費補助事業ですが、この

事業は、特殊詐欺等対策機能を有する機器

を購入設置する高齢者等に対し、購入に要

する費用の一部を補助することにより、高

齢者の特殊詐欺被害及び消費者被害を未然

に防止する事業です。 

予算内容につきましては、購入設置補助

金として 4,000 円を上限に 50 件分の予算を

計上しております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課、田村です。 

引き続き総務課消防担当が計上しており

ます予算について御説明いたします。説明

は、前年度から内容に大きな変更のあった

事業や、新規事業を中心に御説明いたしま

す。 

着座にて失礼いたします。 

予算説明資料 54 ページ、予算書 122 ペー

ジの１、消防広域化事業でございます。 

この事業は、平成 28 年度から箕面市への

消防事務委託により、消防広域化を図り、

更なる消防力・救急力の強化と本部機能を

一つにすることによる効率的な運営を目指

すものです。 
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令和７年度は整備後 10 年以上が経過して

いる消防デジタル無線の更新を予定してお

り、負担金が増額しております。 

更新費用につきましては１億 5,093 万

9,000円を見込んでおります。 

次に、予算説明資料 55 ページ、予算書

122 ページの消防団活動事業の２、木代分団

消防ポンプ車整備事業ですが、この事業は

初年度登録後 26 年が経過しており、老朽化

が加速している木代分団消防ポンプ車につ

いて、地方債を活用して更新整備を実施す

る事業です。なお、今回の木代分団の車両

更新により更新が一巡するものでございま

す。 

次に３、中継用資機材整備事業ですが、

この事業は林野火災発生時に必要な消防小

型ポンプの過大圧力による破損防止用の消

防資機材を購入する事業です。 

主な予算内容は器具の購入費となってお

ります。 

総務課所管事業の説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、江崎課長補佐。 

○行財政課課長補佐（江崎純史君） 

行財政課の江崎です。 

ここからは行財政課で計上させていただ

いております予算について御説明させてい

ただきます。主に増減の要因についての御

説明になります。 

着座にて失礼いたします。 

予算書の 63 ページを御覧ください。当初

予算説明資料は 58ページとなります。 

７．基金管理事業のふるさとづくり基金

積立金ですが、こちらは 2,500 万 2,000 円

と前年度と比べまして 500 万円の減でござ

います。 

こちらは令和６年度のふるさと寄附金の

歳入予算の減に伴うものでございます。 

続きまして予算書の 66 ページを御覧くだ

さい。当初予算説明資料は 60 ページ、60 ペ

ージとなります。 

町内施設ＡＥＤパッド更新事業につきま

しては、町内 24 施設に設置しているＡＥＤ

につきまして、２年間の使用期限を迎える

電極パッドの更新を行うものでございます。 

続きましてページが飛びますが、予算書

の 147 ページ、当初予算説明資料は 62 ペー

ジを御覧ください。 

公債費の償還事業になりますけれども、

こちらの元金につきましては、５億 3,958

万 8,000 円で前年度と比べまして 1,958 万

3,000円の減となっております。 

主な要因は、過去に借入れをした公債費

の償還完了に伴う減でございます。 

続きまして、当初予算説明資料の 63 ペー

ジになりますけれども、こちら、公債費償

還事業の利子になります。 

利子につきましては 3,280 万 6,000 円で

前年度と比べまして、こちらは 1,007 万

2,000円の増となっております。 

主な要因は、令和６年度に新たに借入れ

を行う地方債に係る利子の償還が始まるこ

とによる増によるものでございます。 

続きまして、地方債の現在高について御

説明申し上げます。 

予算書、また少し飛びますけれども 161

ページを御覧ください。 

161 ページの表のうち、一番下の行が地方

債の現在高の合計の欄となります。 

左から２番目の前年度末現在高見込とい

うふうになっている欄が令和６年度末の現

在高見込みとなり、63 億 5,220 万 6,000 円

でございます。 

そして、一番右の欄が、令和７年度末の

現在高見込額で 71 億 3,051 万 8,000 円と、

前年度より７億 7,831 万 2,000 円の増とな

る見込みでございます。 
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なお、現在高見込みのうち約 62 億 6,000

万円は、普通交付税、地方交付税として措

置される見込みでありますので、残りの約

８億 7,000 万円が実質的な町の負担額とい

うことになります。 

続きまして予算書の 147 ページにお戻り

ください。予備費でございます。 

予備費につきましては、1,394 万 3,000 円

で前年度より 92 万 2,000 円の増額となって

おります。 

これは予算額の調整に伴うものでござい

ます。 

歳出についての説明は以上でございます。 

続きまして歳入について御説明申し上げ

ます。 

予算書の 30ページを御覧ください。 

30 ページの款２の地方譲与税から引き続

き 34 ページまでの款 10．地方特例交付金、

及び 35 ページの交通安全対策特別交付金で

ございますが、これらは国の地方財政計画

ですとか、大阪府の交付金見込率を参考に

予算を計上しております。 

その中でですね、34 ページになりますが、

こちらの款 10．地方特例交付金につきまし

ては、令和６年度の定額減税に係る減収補

填の終了となりますので、こちらは減とな

っております。 

同じく予算書の 34 ページ、款 11．地方交

付税でございますが、１．普通交付税につ

きましては、基準財政需要額が増となると

いうことで、前年度よりも増額を見込んで

いるものでございます。 

続きまして、ページ飛びまして予算書の

52ページを御覧ください。 

款 19．繰入金、項１．基金繰入金でござ

いますが、こちらの内容につきましては、

当初予算説明資料の８ページに各繰入金の

充当先を記載しております。 

令和７年度は、退職手当の基金の繰入金

及び森林環境譲与税基金繰入金が充当見込

みがないということで廃止科目というふう

になっております。 

続きまして予算書の 57、58 ページを御覧

ください。 

款 22．町債でございますが、こちら、当

初予算説明資料の９ページに充当率ですと

か交付税の措置率を記載しております。 

なお、58 ページ、予算書の 58 ページ、臨

時財政対策債につきましては、国の地方財

政計画において、臨時財政対策債を発行し

ないとされましたので廃止科目となってお

ります。 

歳入の説明は以上となります。 

行財政課からの説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、清水税務課長。 

○税務課長（清水義和君） 

税務課、清水です。 

税務課が所管します予算につきまして御

説明いたします。 

着座の上説明させていただきます。 

予算書 75 ページ、予算説明資料 65 ペー

ジを御覧ください。大事業名は税務管理事

業でございます。 

本事業では、税務事務全般に係る事業と

いたしまして、主に一般事務費及び負担金

等の予算を計上しております。 

昨年との比較で 50 万 2,000 円の増となっ

ている主な要因としましては、地方税共同

機構に対する負担金の増によるものです。 

次に、予算書 75 ページ、予算説明資料 65

ページを御覧ください。大事業名は町税課

税事業でございます。 

本事業では、税金を納めていただくため

の通知書や納付書の印刷に係る費用や、還

付金に充てる償還金を主な経費として計上

しております。 
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昨年との比較で 29 万 2,000 円の減となっ

ています主な要因といたしましては、償還

金を例年実績により減額したことによるも

のです。 

また、小事業名２の固定資産税評価シス

テム構築事業の 2,911 万 2,000 円につきま

しては、システムの標準化によりまして義

務付けられました基幹系システムの標準化

に向けての事業でございます。 

小事業名３の固定資産税評価替えに伴う

標準宅地鑑定事業の 470 万 7,000 円は、令

和９年度固定資産評価替えを行うに当たり

まして、不動産鑑定士へ標準宅地の鑑定評

価を委託するものでございます。 

歳出のほうの説明は以上でございます。 

引き続きまして、歳入のほうの予算につ

いて御説明いたします。 

予算書は 11 ページ、予算説明資料は７ペ

ージを御覧ください。 

町税全体の予算額は、予算書 11 ページに

記載のとおり 15 億 5,992 万 5,000 円で、前

年度より 5,137 万 6,000 円、率にして約

3.4％の増となっております。 

それでは各税目につきまして御説明いた

しますので、予算説明資料の７ページを御

覧ください。 

町税のうち町民税につきましては約 4,000

万円の増で、対前年増減率 4.8％の増となっ

ております。 

なお前年度は約 7,500 万円を定額減税分

として減額しておりましたが、今年度は定

額減税による減を見込んでおりませんので、

定額減税分を除きますと、差引き約 3,500

万円の減となっております。 

その要因といたしましては、近年の決算

状況や近年の傾向であります定年退職や人

口の減少による就業者の減少を考慮し、減

としております。 

また、法人町民税に関しましては、昨年

度の実績を考慮し、均等割は増を見込んで

おりますが、法人税割は減を見込んでおり

まして、トータルでは減としております。 

次に、固定資産税でございますが、前年

度より 2.1％の増としております。 

要因といたしましては、土地につきまし

ては地価の下落によりまして約 160 万円の

減を見込んでおりますが、家屋につきまし

ては新築家屋の建築や新築軽減の満了によ

り約 1,150 万円の増、また償却資産につき

ましては減価償却の増としまして約 285 万

円を見込んでおりまして、全体として増と

しております。 

続きまして、軽自動車の種別割につきま

しては、前年度より 2.1％の増としておりま

して、これは前年度の実績を考慮し、増と

しておるものでございます。 

最後に町たばこ税ですが、前年度より

5.7％の減としております。 

町たばこ税につきましては、健康志向の

高まりや、喫煙者の減少等を考慮いたしま

して減と見込んでおります。 

また町民税、固定資産税、軽自動車税の

各滞納繰越分につきましては、過去の徴収

実績等を踏まえまして計上をいたしました。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき御決定賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

説明が終わりましたので、ここから質疑

を行いたいと思います。 

質疑どうですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

おはようございます。管野です。 

説明資料の 18 ページの政策推進事業、ス

マートシティ推進事業ですけども、先ほど、

追加設置とおっしゃいましたが、今 80 箇所

付いているということでさらに増やすとい
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うことですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課の黒田です。 

はい。議員おっしゃいますとおり追加設

置としまして５箇所のほうを予定しており

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ルーターを設置はいいんですけども、タ

グを子ども全部 250 個配れてないですよね。 

高齢者に配るということをしていたと思

うんですけど、ルーター付けるばっかりで

っていう思いがあるんですけど、それは進

んでるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課黒田です。 

はい。現在の取組状況としましては、小

中学生のほうにも定期的にですね、案内の

チラシを配布したりですね、またこの７年

度から新入生で入ってこられる子どもの御

家庭のほうにも案内を配らせていただいて、

加入の促進を行っています。 

あと高齢者のほうにも、まだ配布はちょ

っとできているかわからないんですけども

配布をする予定にしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

それは福祉課と連携してやらなきゃいけ

ないと思うんですね。 

高齢化率が 50％超えている、認知症の方

も増えている中で、さっさと配らないと、

山の中でいらっしゃらなくなった人もいる

わけで、そのスケジュールとか、やってい

ただきたいなと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。健康増進課のほうとですね、高齢

者に対しての配布のほうは調整をしており

まして、21 名に対してですね一応配布をす

る予定にしておりまして、今月中に配布を

する予定ということで聞いております。 

ちょっと今、実際配る案内とかのほうで

すね、ちょっと高齢者向けの案内のほうを

ちょっと事業者と調整をしておりますので、

それが出来上がり次第、配布のほう進めた

いと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

いいですか私のほうから、関連事項で。 

先ほどルーターの設置を５箇所っておっ

しゃってたと思いますけどそれ場所っても

う決まってるんですか。 

何かこことこことここみたいな、その辺

りどうなんでしょうか。 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課の黒田です。 

現在ですね予定しておりますのが、例え

ば子どもさんや高齢者の方、認知症の方と

かがですね町外に出ていったりとかですね、

子どもさんがですね、どこかに連れ去られ

たりとか有事の際の対策としまして、５箇

所を予定しておるんですけども、大体町と

他市町、市境とかですね、豊能町と亀岡市

の県境、府境ですかね府境のほうとかを予

定をしておりまして、具体的に申し上げま

すと、例えば野間口のほうから妙見山のほ

うに上がる道があると思うんですけどもそ

このトンネルの手前辺りですね。 
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あそこが豊能町の町境になりますのでそ

こに設置をするですとか、あとは西地区で

したら新光風台のほうから一庫に抜ける道

ですね、そちらのＳ字カーブのほうがある

と思うんですけども、その手前のほうにち

ょっと付けて、追加設置をそういう辺りに

そういうところに５箇所設置をしようとい

うことで予定をしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

その設置ですけれど、スマートシティ特

別委員会で地図をもらえるんですね。 

確認です。 

○委員長（中川敦司君） 

いけますか。 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。ちょっと御案内できる範囲でちょ

っと、はいちょっと準備をさせていただけ

たらと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

この 88万はその５台の分ですね。 

それだけですね。 

だからそうすると一箇所当たり 17 万ぐら

いかな。計算間違えてる。 

その内訳をお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課、黒田です。 

こちら 88 万円の内訳としましては、うち

33 万円が現在設置してるルーターの維持管

理費用でございます。 

残りの 55 万円が追加設置に、５台分の追

加設置に係る費用でございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ということは今後もこの維持管理費って

のがかかっていくんですね、当然。 

一台当たり幾らぐらいなんですか、維持

管理っていうのは。 

ちょっとすぐ計算できないものでお願い

します。 

○委員長（中川敦司君） 

いけますか。 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

ここは事業者に確認しましたところ一台

当たりとかいう一台当たり幾らというちょ

っと計算ではなくて、今の現在 80 箇所、計

上しておるんですけれども、80 箇所全体で

33万円ということで聞いております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

才脇です。 

同じページなんですけど、７番公共施設

再編整備事業。 

これ基本計画の 4,600 万ですけど、令和

５年の 11 月１日の全協では 4,200 万ぐらい

やったと思うんですけど、これ内訳ですね

東地区が 3,200 万、そして西地区が 1,000

万で 4,200 万と聞いているんですけど、400

万ほど上がってますね。 

このちょっと説明をお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

答弁いけますか。 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 
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はい。当初のですねこの 4,083 万 2,000

円に関しましては、東地区と西地区の公共

施設再編の整備の基本計画等の策定業務に

関するものでございます。 

その後ですね令和６年度に変更契約を実

施しまして、こちらのほうは、東地区ので

すね公共施設再編につきまして、中央公民

館ですとか、国保診療所ですとか旧双葉保

育所、こちらのほうのですね、除却を前に

ですね、アスベスト調査ですとか除却に係

る設計業務をちょっと行う必要がありまし

たので、こちらのほうで変更契約を行いま

して増額分が 521 万 8,400 円という形にな

っております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

ほかいいですか。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

今の説明の上の欄の５番です。万博推進

事業の件でちょっと聞きます。 

この件についてはいろいろ話題があんま

り良くない話題が、テレビや、それから、

ニュース私どもに入ってくるいろいろお知

らせがあるんですけれども、問題だらけに

なっておりますね。 

今回はリングの外側の侵食されてコンク

リートが崩れてきてるいうような話があっ

て、それにまたお金がかかってきてるいう

最悪の状態ですので、あと１か月後といい

ながら、これが本当に完全に安全な万博会

場になるのかいうところでいろいろ心配さ

れております。それはそれで対応していた

だいてると思うんですけれども、万博協会

のほうでね。  

この豊能町におきましては、この万博の

関係で、ちょっといろいろ聞きますけど、

職員を派遣されてるというような要請は、

ないのかどうかお聞きしたいと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。万博推進局といいますかそういう

のが設置されるときには恐らくそういう、

派遣の希望なんかもあったのかもしれない

ですけれども、それ以降につきましては特

に派遣の希望ということで、そういう話が

あったことはございません。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

各自治体では、大きな市がそういう要請

を受けて出ておられるいうところは聞いて

おりますけれども、そのことに関しまして、

職員はここはなかなか遠いですし、派遣は

難しいとは思うんですけれども、ただここ

に次代を担う子どもたちに最先端の技術っ

ていうんかね、それを勉強してもらうとい

う、それはとてもいいことだと思っていま

す。しかし、安全宣言されていない部分に

ついては、本当に問題の多い万博遠足にな

るんじゃないかと思っておるんですけれど

も、この点、豊能町ではまだ決めかねてい

るいう、各学校のほうのお考えがまだ決め

られてないということだと思うんですけれ

ども。 

もうあと１か月、いうようなことにもな

ってきてるし、これがまた、４歳からの招

待の事業も始まっていくいうことですが、

その点については、どのようにお考えなの

か聞きます。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 
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すいません。こちらですねこちら総合政

策課で所管してる分につきまして子どもの

無料招待ということで学校行事とか別で、

各御家庭とかですね、行っていただくため

に招待をちょっと行っているものなんです

けども、こちら希望制ということですので

もちろん安全性のほうはですね、万博協会

からいろいろ情報とかも、ある際にはちゃ

んと周知してやっていきたいなと思ってお

るんですけれども、こちらのほうは各家庭

で御希望される方が行かれたりとか御希望

されない方は申請されなかったりというこ

とでそれぞれの御判断でちょっとしていた

だけるのかなと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

万博からは、要請があったというふうに

捉えていいのかどうか。 

253 万 3,000 円が予算されていますけれど

も、この点については、全額予算としての

何か、決められたものがあるのか。 

要請で行かなければならない人数とか、

そういうようなものは別に指定はされてい

ないのですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課、黒田です。 

こちらはですね特に要請されてというも

のはございませんで、子どもの無料招待も、

大阪ウィークへの出演も含めてですね、各

市町村のほうへ希望があって、それに対し

て各市町村が希望するという形で実施して

いるものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今の万博の予算ですけれど、チケットが

取りにくいんですね。チケット取れたら取

れましたっていって補助金をもらえるのか。 

そのシステム、どういうふうなシステム

になっているのかというのと、その金額と、

それから大阪ウィークで出る、その内訳を

教えていただけますか。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

まずチケットの申込みに関してですけど

も、チケットのほうは、こちらは基本的に

は、Ｗｅｂの申請Ｗｅｂの申込みであった

り、あとはコンビニとかからですね、コン

ビニの端末ですね、を使って申込みをして

いただくという形になっております。 

予算のほうはですね、大阪ウィークのほ

うに関しましては一応団体さんへの出演者

団体さんの負担金としまして、大体４団体

さんで 60 万円、15 万円掛ける４団体さん分

で 60万円を計上しております。 

残りのものに関しては、無料招待のチケ

ット代ですとか、無料招待の申請に係る審

査料の業務委託料であるとか、あとは旅費

等の事務費になっております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

町が負担してくださるんでしたら、コン

ビニで自分で買いに行って、それを見せた

ら、お金いただけるということですか。 

システムを教えてください。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい、すいません。私の説明がすいませ
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ん悪かったんですけども、すいません。 

コンビニ等に行って購入するというのは

一般の方が申し込まれる分になりまして、

この子どもの無料招待に関しましては、各

今学校を通じてですね各御家庭に無料招待

の案内のチラシというのが配布しておりま

す。 

そちらの配布している案内、案内してい

るチラシのほうに記載のＱＲのほうから子

どもの無料招待専用のサイトのほうで申込

みをしていただいて、申請をしていただく

という形になっております。 

あとはそれを審査のほう業務委託してお

りますので、審査のほうをしていただいて、

その審査を通って、実際に交付したチケッ

トを発行したものに対して、町が後からチ

ケット代を支払うという形になっておりま

す。 

はい。以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

もうその時点でやめとこかと思ったりも

しますけども。 

そしたら、これは大阪府から補助金とか

はないんですか。 

これは豊能町が子どもたちのためにやっ

てあげようかという事業ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい、総合政策課の黒田です。 

委員おっしゃるとおりですね、豊能町と

してですね４歳から 17 歳の子どもたちに、

万博のほうの無料チケットを交付するとい

うもので、４歳から 14 歳に関しましては入

場料が 1,000 円、15 歳から 17 歳に関しまし

ては入場料 2,400 円となっておりますので、

この金額をそれぞれのチケットとして発行

するという形になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今学校から団体で行こうとしている、あ

れは大阪府の事業ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

学校行事で行くほうに関しましては、教

育委員会のちょっと所管になっております

のでちょっと詳しくはあれなんすけど、一

応大阪府のそちらのほうは大阪府の事業と

いうことで聞いております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

万博ですか。 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

教育委員会のほうには、校長なり皆さん

のほうには説明会とかいうのが、あったの

かどうかお聞きします。 

○委員長（中川敦司君） 

暫時休憩しましょうか。 

   （午前 10時 32分 休憩） 

   （午前 10時 36分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

ちょっと議長のほう。 

はい、議長。 

○議長（永並 啓君） 

ちょっと理事者のほうにお願いしたいの

は、今回の、今止まったのは、万博の予算

とか総務で出てますけども、教育委員会で

も無料招待をしているっていうような状況

がありますよね。 

そうすると、教育委員会でしてるのにじ
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ゃ総務のほうは何でするんやみたいな議論

になるわけですよ。 

それでどういうふうな扱いをするんだ、

教育委員会のほうはどういう対応で子ども

たちに案内を出したり安心持って行っても

らうんだっていう状況を知った上でこっち

も聞かないと駄目なんですよね。 

ですから、一応関連するものがあったら、

所管は違ったとしてもいてください。 

 それは見守りも同じです。スマートシテ

ィなんていうのは、総務のほうがほぼ全部

まとめてやってますけど、実際に実施して

いるのは、見守りであったら高齢者のほう

に配りますよとか、教育委員会のほうに配

りますよっていうふうに分かれてますよね。 

そしたらそこの配布の状況であったり保

護者の利用状況であったり保護者の関心度

であったり高齢者の関心度であったりとい

うものは、その部署がいないとわからない

ですよね。 

だからそういった事業というものは、い

てください。いるようにしてください。 

よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

そしたら答弁、いけるのかな。 

そしたらもう一度。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

すいません。万博への招待いうことなん

ですけれども、やはり、これは豊能町が主

催してやるというふうにおっしゃってるん

ですけども、全体像として万博いうところ

の会場というところを、安全か安全でない

かという今もう大きな問題で、ずっと毎日

でも万博のことを言うてますねニュースで

もね。 

危険な箇所も隠されてる部分もあったり、

そういうところへ行くいうこと自身が何か

不安があるわけですけれども、そういうこ

とについての全体の万博の安全状態という

か、状況を説明受けておられるのかどうか

その点をお聞きしたいと思いました。 

それで聞いております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

教育長、板倉です。御質問ありがとうご

ざいます。 

私たちは一応、町村教育長会であるとか、

校長先生方の校長会であるところから、今、

高尾議員のおっしゃられた安全性とか、会

場での子どもたちの何ていうかな、見学に

ついての配慮等について申入れを行いまし

て、それにつきまして、府の教育委員会は

万博協議会と協議をして、それの回答を一

定いただいております。 

今議員の言われている一番危険なあのガ

スですかね。発生による爆発事故があった

という昨年度の事故に対しましては、その

ガス抜きをする、新たな装置というんです

かね、設備を設置したというふうに府の教

育委員会から聞いておりまして、その安全

性については確保したというふうに聞いて

おりますので、教育委員会としては、府の

教育委員会の言ってることで動いておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

ありがとうございます。少し安全、安心

したいうところもあるんですけれども、し

かし大阪市のほうでは、学校長のほうに、

全体に説明会されて、23 校がもう行かない

と。参加しないというふうに決めてるんで

すね。 

ここをどう捉えるかいうのは豊能町にも

出てくると思うんですけども。そういうと
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ころで問題がまだ残ってるんかなと思うん

ですね。 

その危険性については、校長さん方も、

どんな本当に子どもたちにとって危険があ

るのかというところを全て話はされてない

いうようなことも何か言われている部分を

ちょっと聞きます。 

これはちょっと確実に調査しないといけ

ないんですけど、そういうこともちょっと

言われているので、皆さんにあからさまに

説明を完了したいうことではないという話

がありますので、その点私たちは、安全な

ところにやっぱり子どもたちを招待すると

いうことと、遠足はそんな危険なところが

あるという場所には行くわけがないと思い

ますね。遠足はやはり、今までは山であっ

たり、校外学習的なところなんですけども。 

これも万博は、学習になると思いますよ、

国際的な感覚は身に付けたり、いろんな幅

広い知識を身に付ける場所ではあるんです

けれども、しかし、あえて、今まだ安全宣

言されてない、しっかりと、私たちに周知

されてない部分があるので、そこんところ

をよく考えていただかないと、これ問題は

ちょっと、不安が残るだけですのでね。 

そこんところ、いろいろ私どもチラシが

常に入ってきます。 

万博は危険ですよっていうような問題が

いろいろありますんで、その点でしっかり

と、考えていただきたいというふうに、こ

れは要望ですけどね、強制するわけじゃな

いです。 

子どもたちの勉強のために大事なことで

はありますので、その辺よく精査していた

だきたいと思います。 

ただこれは要望になりますけどね。 

はい、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

すいませんちょっとね、休憩に入る前の

高尾委員の質問って、この子どもの招待の

何か費用の話をやったっけ。 

教育委員会の方呼ぶというふうな、理由

のところの質問のあれは、もともと、その

予算の子どもの招待のお金の話の部分だっ

たのかな。違うかな。 

    （発言する者あり） 

○委員長（中川敦司君） 

 そしたらちょっと一遍ちょっと休憩、暫

時休憩させてもらいます。 

   （午前 10時 43分 休憩） 

   （午前 10時 48分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

先ほどのチケットの予約の仕方で、子ど

もは予約ができても親がその日に予約でき

ない可能性はあるじゃないですか、今のこ

のシステムだったらね。 

そこのところ間に入ってあげるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。子どもの無料招待に関しましては

委員おっしゃるとおりですね、まず保護者

の方が子どもさんの分をまずシステムを使

って申請をして、チケットの交付を受けま

す。ただそのときには、まだ日付が決まっ

ているわけでもなくてですね、単にチケッ

トのＩＤが一つ交付されますので、その交

付された後に、保護者の方は保護者の方で

すいません別にはなるんですけれども、ち

ょっとコンビニとかインターネット等で御

購入いただいて、チケットＩＤを取得して

いただいて、御家族で行かれる場合は御家

族分揃った時点で、行かれる日を申し込ん

だりとかですね、そういうパビリオンの予
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約をしたりをしていただくという形になっ

ております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

保護者はお金払いますけど、子どもの分

はどうやってお金を、お金払って後で返っ

てくるいう形ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。子どもの無料招待に関しましては、

役場がですね配布しているチラシで申し込

んでいただくと、特に子どもさんの分に関

しては費用はかかりません、はい。 

費用かかった分は、町が負担しますので、

万博が終わった終了後に、実際にチケット

を交付した方のみの分のチケット代を町が

支払うという形になっております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

21 ページの説明書ね。予算説明書 21 ペー

ジの３の地域の魅力創出事業。事業的に大

きく二つあるように思います。補助金を交

付するっていうのと、ノウハウを活かした

っていう。多分この二つだと思うんです。 

それぞれの予算の内訳をお願いします。 

補助金を交付するときは何団体で幾らか

というとこまでお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。こちら補助金のほうですけれども

補助金は、町のにぎわいをですね創出する

ようなですね地域住民さんとか団体が主体

となってそういう取組に対して補助金を交

付しておるんですけれども、こちらに関し

ましては、１団体、一件当たり５万円で 20

件分、合計 100 万円が補助金の金額になっ

ております。 

負担金に関しましては、地域活性化起業

人制度を活用してですね、民間企業の社員

を一定期間受入れ、民間のノウハウなどを

活かしてですね、町独自の魅力や価値の向

上等につながる業務に従事していただくの

負担金が 790 万円。そしてまた民間事業者

と連携して、妙見口駅前を含めた吉川地区

の活性化に向けて検討を行う、こちらのほ

うに対する負担金が 630 万円という形にな

っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

っていうことは、予算の中で事業が三つ

あるってことですね、はい。 

前回同じようにして民間のノウハウ云々

という同じような文面で予算とってますけ

れども、それと今回の違いは何ですか。同

じものですか。前回と去年、事業の中身は。 

○委員長（中川敦司君） 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

起業人制度の分につきましては、今回３

月補正予算で減額をさせていただいている

部分になります。 

その制度と同じ制度を利用しまして、減

額してる分については妙見口の活性化とい

うところでエイチ・ツー・オー入っていた

だいてという御説明をさせていただいてお

ったんですけれども、今回、令和７年度の

当初予算で上げさせていただいてる分につ
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きましては、まだちょっと事業者とは調整

中なんですが、ふるさと寄附の関係で何か

取組ができないかというところで今、企業

と調整をしておりまして、その分に係る起

業人制度の負担金となっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

前回はたしか２人かな。定期的に来ても

らって 1,300何万だったね、予算とって。 

そのやり方は駄目だったと。駄目だから

今度考え直しましたと、いうのかな。 

よくわからない、わからないということ

はこの事業の目的やシステムがちょっとわ

からないんですね。 

その説明をお願いします。 

二つありますね、790 万と 630 万。どれが

どう違うのかも併せてお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

630 万のほうにつきましては、委員会のほ

うの補正予算でも御説明させていただきま

したエイチ・ツー・オーとの取組に係るも

のでございまして、妙見口の活性化に係る

分になります。 

790 万のほうにつきましては、起業人制度

を利用して国の特別交付金の制度を利用し

まして、１名の方来ていただいて、事務費

と合わせて 790 万ということでやっており

ます。 

その事業の内容としましては、ふるさと

寄附の返礼品の開発であるとか、ホームペ

ージとの見え方とか、チラシ作成とかＰＲ

に使っていくような形で、業者と何か取組

ができないかということで、業者と調整を

しているところでございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

今の企業人のほうですね、国の制度。言

ってましたね、企業人の制度で妙見口の活

性かな。１名採用して、ふるさと寄附の開

発、云々かんぬんと。 

いうのは聞いたときに個人が頭に浮かん

で、最後に企業、業者って話が出てきたも

んだから、どういうなってんの。 

これ業者に委託する話じゃないわね。誰

か来てもらうでしょこれ。 

要するに、その説明をお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

地域活性化起業人制度につきましては、

三大都市圏にある民間の会社がある職員を

派遣してもらいまして、豊能町のほうで、

その活動というか、取り組んでいただく形

になります。 

今お話させていただいてる企業につきま

しては、千早赤阪村でも同じような取組を

されていたりとか、あと全国でも 11 地域に

12 名の職員派遣してるような企業でござい

まして、一応この企業人制度を使ったノウ

ハウもあるというところで、今、ふるさと

寄附に関して何か豊能町で取組できないか

というところで調整をさせていただいてい

るところでございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

似たようなもんで前回ここのところは地

域おこしの協力隊の予算が入ってましたね。 

それも何かはっきり訳わからなかった。議
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会のほうでは申し訳ないけど、カットさせ

ていただいてる。 

 今も説明聞くとやっぱり同じように思う

んですよね。何か非常に相手に期待ばかり

して、町としての方針がはっきり見えない。 

何か頼んだら、来てもらったら何とかなる

んじゃないだろうかというイメージがちょ

っと出てきたもんですから、まずしっかり

していただきたい。 

まずそれ答弁お願いします。 

もう１個の阪急阪神かな、エイチ・ツ

ー・オーっていうことは。これも前回来て

いただく形になったけど、来られなかった

と。予算上げたけど返しましたみたいな話

なんだけど。 

この話どうなってますか。どういう方針

で町、630 万を使おうとしているのか。使い

方をお聞きします。 

○委員長（中川敦司君） 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

起業人制度のほうから御説明させていた

だきます。 

こちら今年度の予算を計上して結局不用

額で３月補正上げさせていただけるような

ことになりましたので、事前に派遣してい

る業者のほうと、豊能町としては、ふるさ

と寄附が毎年ちょっと減ってきているとい

うところと、あとふるさとなんですかね農

家の方とか、あと飲食店とかっていうとこ

ろもちょっと町としても地域活性化してい

きたいっていうところもありまして、そう

いった関係で食材のマッチングであるとか、

農家の生産者と飲食店とのマッチングとか、

あと、ホームページとかＳＮＳを活動して、

ふるさと寄附とか地元の特産品のＰＲがで

きないかというようなことで事前に事業者

のほうと打合せをさせていただいて、今、

地域で取り組んでいるような、活動が何か

できないかというところで企業のほうも今

やってる取組を説明されながら、何かでき

るかなっていうところでお答えをいただい

ているところになりますので、何か取組が

できるかなと思っております。 

妙見口のほうに関してはお願いしていい

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、浅海理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

はい。総務部、浅海でございます。 

今課長のほうから説明をしておりました

のが先に地域活性化起業人制度、こちらの

ほうの説明を今、課長のほうからしており

ました。 

それとですね、妙見口のにぎわいに係る、

エイチ・ツー・オーさんと、今取組をして

いるものにつきましては全く別物として考

えていただいたら、わかりやすいかなと思

っております。 

ですので、そのにぎわい事業につきまし

ては、エイチ・ツー・オーさんと現在取組

をしているものを次年度、予算化をしてい

るということでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

違うと思ってから聞いてんです。 

でね、前回は 1,000 何百万取ってますね、 

エイチ・ツー・オーに関して。 

 それはどうも駄目だったと。今回 790 万

なりましたわいな、いやいや 630万か。 

何を一体目指してるのか、前回何で駄目

だったのか。 

もう１個聞きたい。それだけのこんだけ

をかけるね、期待感が持てない。そこのと

ころを説明していただきたい。 

例えばですね、さっき説明ありましたよ
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うに 790 万かけて、食材のマッチングやら

特産品のＰＲやらというのもあるけども、

これ、その成果をどうやってみるんですか、 

この予算の成果は。 

 だったらいくらとか倍とかね。そういう

ふうな前提のもとですか。 

単に来ていただきました何かになるんじ

ゃないだろうかみたいなね、いうふうにし

か見えなくはないんでね。 

ちょっと詳しくお知らせください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、浅海理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海でございます。 

まず、もともとですね、６年度、令和６

年度のこちらの予算につきましては、当初、

この地域活性化起業人制度を活用して、エ

イチ・ツー・オー・リテイリングさんとで

すねこちらのほうにお越しいただいて、こ

の制度を活用した中で、事業、業務をです

ね、行っていけないかというふうに考えて

いたところです。 

ただ、こちらのほうにつきましては、先

方さんのほうでですね、一定期間、こちら

のほうに来ていただいてということが、会

社のほうでのちょっと制度としてなかなか

難しいということで、こちらの制度ではな

くて、事務費として、こちらと連携の協定

を行いまして、妙見口の駅前のにぎわいづ

くりをやろうというふうに、途中から変わ

ったものでございます。 

ですから、先ほど課長のほうからも申し

上げました、630 万円の予算組んでいるもの

につきましては、次年度ですね、妙見口の

駅前のにぎわいづくりに関する予算として

計上しているということでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

今の説明だと、予算そういう組み方でい

いんですか。話合いの中では、予算の説明

の中では、阪急のほうからエイチ・ツーの

ほうから２名派遣していただいてっていう

説明されましたよね、昨年度。 

それで、蓋をあけてみると、事務的に難

しい。いやそれは、予算上げるときには押

さえておくことではないんですか。 

それがそうしないとそれ通ってたら、ど

うするつもりだったの。執行できないじゃ

ないですか。 

ちょっと予算の組み方として、それがあ

るのかどうか、そこの反省をまずしないと、

もう何も進みませんよ。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

はい。副町長の高木でございます。 

ちょっと整理させていただいてお答えさ

せていただきたいと思います。 

この件に関しましては月曜日の常任委員

会のほうでも、減額の予算がございました

ので私のほうから御説明をさせていただい

たかと思います。 

今議長おっしゃっておられるように、地

域活性化制度ですかね、これ国の制度でご

ざいまして、我々も過疎地域に指定されま

すと、三大都市圏であっても、適用される

制度であるということがございましたので、

今回令和６年度に１度取り組んでみようか

ということで予算を上げさせていただきま

した。 

その際にはそれまでにですねエイチ・ツ

ー・オー側と、豊能町のほうでいろいろ地

域活性化に取り組んでいきたいという意向

がございましたので、であれば、この制度

を使って、２名来ていただいて、我々の目

指すところと一緒になって取り組んでいた

だこうということで予算を上げさせいただ
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きました。 

ただ企業のほうのですね、人事上の仕組

みですかね、派遣をするというところにつ

いて、企業側のほうで十分調整がつかなか

ったというのもあるんですけども我々もそ

こは、企業側と十分そこは調整した上で確

認取った上で予算のほうを上げておったの

かというと、そこはそういうことではなか

ったというところは、議長おっしゃるよう

に反省すべき点だったのかなというふうに

思います。 

その結果、結局、月曜日の委員会で御説

明したように予算を減額させていただくと

いうことになりました。 

ただ取り組んでいる内容につきましては

エイチ・ツー・オー側とすれば、以前から

豊能町の、特に妙見口の駅前辺りについて

はですね何とか我々として一緒になって活

性化していきたいという思いがお持ちいた

だいておりまして、それは府内の関係する

自治体のほうでもそういう取組をやってら

っしゃいましたので、我々もそれであれば

豊能町の妙見口の駅前について何らかのお

手伝いいただけないかなということで、令

和６年度のほうに予算上げさせていただい

たということでございます。 

これも前から申し上げておりますけども、

ただ単に単年度で何かやって終わりってい

うわけじゃございませんでして、特に吉川

小学校のほうも今後廃校になっていく、閉

まっていくということもございますので、

そこらも含めてですね、何か全体で活性化

することについて一緒にエイチ・ツー・オ

ー側のほうの企業のほうの知見を活かしな

がらですね取り組んでいきたいということ

がございましたので、令和６年度について

は取り組んでいただいているところでござ

いますし、令和７年度についても引き続き

取組を進めていただきたいということで予

算のほう上げさせていただいております。 

ただ、エイチ・ツー・オー側とやってる

事業の取組については、起業人制度という

ところにはちょっとならないということで

ございますので、先ほどから御説明してお

りますように別の仕組みっていうんですか

ねその制度じゃないところで我々エイチ・

ツー・オーと協定を結びながらやらしてい

ただきたいということで、令和７年度につ

いては予算のほうを上げさせていただいた

ということでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

この 630 万、エイチ・ツー・オー関係は、

縮小して継続するという認識でいいですか。 

今の話だったら。 

 前回のときは人件費みたいなお話だった

んですが、今回の 630 万の積算根拠は何に

なるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

浅海理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海でございます。 

こちらの積算の根拠と申しますかですね、

こちらの経費につきましては、予算ですね、

につきましては、来年度、特に妙見口の駅

前、吉川地域ですね、のにぎわいづくりの

ための計画を策定していきたいなというふ

うに考えております。 

そのために計上している予算ということ

でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

副町長の説明で阪急側のちょっと早とち

り、我々そちらにですね、そちらもちょっ

とそういう感じでちょっと、確認まで行っ
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てもうね担当者がそういうふうに言われた

らできると思いますよね。 

それであればもうある意味仕方ないのか

なという部分もあります。 

ただあと、この事業に関して地域の住民

の皆さんは協力的に賛同されてるという理

解でいいですか。やはりこう、今、小学校

の言われましたけど、初谷川のほう行くと

ころ、もうすごい観光としては妙見山に上

がる、小学校から上がる方向と初谷川から

上がる方向というのが、やはりそこら辺一

体的に考えたほうがすぐ活性化にはつなが

ると思うんですけどそういった場合、地域

の住民の皆さんとの協力であったり、参道

であったりそういうこう説明とかそういう

ところの協力というのは今どういう状況に、

そこら辺も対応してもらえるのかちょっと

確認させてください。 

○委員長（中川敦司君） 

浅海理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海です。 

今議長おっしゃられたことにつきまして

はですね、くしくも昨年の町政懇談会の際

にもですね、なかなか、今おっしゃられた

ような特に初谷川のほうへ来られる方、そ

れから妙見ケーブルが廃止になったという

こともありまして、随分ちょっと来られる

方が少なくなったということで、自治会さ

んのほうからも、何かこう、活性化の計画

みたいなものができないかというような、

御要望いただいておりました。 

その中でですね、ちょうど我々もその取

組をこれから始めていこうということでも

ございましたし、当然ながら、地域の方に

もですね、スムーズにそういった御要望も

お伺いしながら、スムーズに地域に入って

いきながら、意思形成をとれていけたらな

というふうに考えているところでございま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

暫時休憩いたします。 

再開は 11時 20分にしましょうか。 

  （午前 11時９分  休憩） 

  （午前 11時 20分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

ちょっとすいません、確認の意味でちょ

っと私のほうからもちょっと聞かせていた

だきたいんですけども。 

この例の説明資料の 21 ページ、小事業の

３番目ですね、地域の魅力創出事業。この

中の文面、民間企業の社員を一定期間受入

れというのは先ほどからいろいろね質問と

かございましたけども、結局はこの令和６

年度は阪急に来ていただくべしが来ていた

だけなかったと。それでもなおかつ令和７

年度にこういう文言が入ってるのは、阪急

以外のどこか業者いうかな団体さんに来て

もらえるようにこれからまたしっかりと取

り組んでいきますというそういうふうなこ

とで受け取っといたらいいのか、その辺り

確認お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

中川委員長おっしゃるとおりです。 

民間企業の分に係る費用としましては 790

万の部分に係るものがそれに当たります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ありがとうざいます。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

才脇です。 

今のこの続きなんですけど、一体何を目

指そうとしてるんですか、このにぎわい事
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業。地域の魅力創出事業、これ何を目指そ

うとしてるんですか。 

妙見口の駅前で今もうにぎわってますや

ん。でももっとにぎわわなあかんですよね、 

あきませんよね。 

 でも、もっと何を具体的にやろうとして

るんですか。またこれコンサルに食われる

んですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

妙見口の駅前のにぎわいにつきましては

我々決してにぎわってるとは思っておりま

せん。これやっぱりケーブルであるとかリ

フトであるというのがなくなったというと

ころが大きいのかなというふうに思ってま

す。 

ただ初谷川に行かれる方っていうのは当

然ハイカーの方いらっしゃるので、ある程

度のその利用者はおられると思いますけど

も、やはり妙見口駅の乗降客数見ておりま

しても、それほど回復してるというんです

か増えてるっていうようなイメージを我々

持っておりませんでして、それで地域の方

もですね当然その妙見口の駅、乗降客とい

うのを維持していきたいという思いもお持

ちのようでございます。 

我々妙見口の地域の活性化、あの辺りの

地域の活性化をどう考えていくのかという

ところでございますけども、過去からいろ

んな取組をされておったかと思います。例

えばオイスカの建物ございますけども、あ

あいったところでも何か利用できないかな

ということで、今はオイスカさん入ってい

らっしゃいますので、当然オイスカさんが

入ってるいうところも踏まえて申し上げま

すけども、何かその利用できないかなとい

うことで、いろんな企業さんとかも、なか

なかいいロケーションにありますので、何

か利用できないかなということで企業さん

のほうも興味を持っていただいてるところ

もございました。 

ただそれは町として一体あの辺りをどう

いうふうに地域の活性化を考えていくのか

というところの整理をしていただかないと

我々企業、１企業だけがですねそこに来て

っていうのはなかなか難しいというところ

をおっしゃる企業さんもいらっしゃいまし

て、それであれば我々何とかあの辺の活性

化を全体でですね、初谷川とかオイスカと

かあの辺を含めてどういうふうに絵描いて

いくのかっていうところをですね、まずは

そこやっていかなあかんのかなというとこ

ろに立ちましてそれであればエイチ・ツ

ー・オーというところがそういうノウハウ

とかもお持ちの企業でございますので、そ

ういうところと一緒になって、民間の知恵

も借りながらやっていきたいという思いも

ございまして、こういう予算を上げさせて

いただいて、令和６年度から取組をさせて

いただいております。 

令和７年度についても引き続きですね、

そういう取組をさせていただいて先ほど申

し上げましたように、何らかの一定の成果、

計画なりつくってですねそれでもって、こ

ういう形でここは取り組んでいきますとい

うところを整理させていただきたいという

思いがございまして、予算を上げさせてい

ただいておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

電車ばっかり来られてませんよねあの辺。 

車でも来られて、駐車場は満杯ですわ。

駐車場の確保は難しいぐらいですよ。 

そしてですね、あそこの良さなんかわか

ってます。吉川小学校からの通学路、あの
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単線の線路。何とも言えんロケーションで

す。それもわかってます。 

そういうふう町の職員がわかってて私た

ちがわかってて何で今わかってるのに何で

にぎわいづくりができないのかなあと思う

んですよ、これだけのお金を使ってね。 

これが 10 万、20 万やったらわかりますけ

ど、こんだけのお金を使ったって何を目指

すのかって私は問うてるんです。 

そして、この前のＮＨＫでもＬｅｔｏｎ

ｔｏｎさんでしたかね。30 分ほどの時間を

かけてＮＨＫが放映してましたわ。地域の

野菜を使って手作りで健康にいい。 

そしてこれ東地区でしたら、もう本当に

予約がとれない店もあります。 

これだけの起業人、これ何制度。これを

人に払ろうてね、これだけのお金を使おう

ってすることですかと聞いてるんです。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高木副町長、 

○副町長（高木 仁君） 

先ほど申し上げましたように過去からで

すね、妙見口の駅の活性化については町の

内部でもいろいろ議論をしてまいりました。 

ただ町の職員でやることにつきましては、

いろいろ限りもございますので今回は民間

の方のですね知恵とかいろんな知見をお借

かりしながらやらしていただきたいという

ことでございまして、一定の費用を上げさ

せていただいております。 

我々とすればこういう費用無駄にならな

いようにですね、今回でしっかり方向性見

極めた上で活性化を図っていきたいという

思いもございましたので、よろしく御理解

賜りますようお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇議員。 

○委員（才脇明美君） 

それでこんなお金使うんやったらね職員

さんでね、職員さんにその経費でね、Ｌｅ

ｔｏｎｔｏｎさんとかいろんなとこ行かし

てあげて、それで情報発信、そのほうがい

いんじゃないですかと思うんです。この財

政上を鑑みてですよ。 

そしてそれか既存してるお店さんですよ

ね。その人たちにちょっと補助をして頑張

ってもらえるとか、そのほうが効率がいい

んじゃないかなと思います。 

もう何や言うたら、建築確認でこんなん

できへんあんなんできへんっていっぱい言

われて。何かあったら法の規制で縛りがあ

るのに、人の力を借りるのもいいですけど、

今のこの状態では、いかがなものかなと思

うんです。 

副町長もう一度お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

緩和のことおっしゃられましたのでちょ

っと、規制緩和のことをおっしゃいました

のでちょっと町の取組を述べさせていただ

きますと、今、国道４２３号沿いとかでい

ろんな規制緩和やらしていただいて開発に

関する提案基準緩和措置も設けておりまし

て、それは今も吉川の沿線でですねそうい

ういう緩和措置をやらしていただいており

まして、またさらに今も何かそういう規制

緩和っていうんですかね、開発許可を与え

るときに、こういうこともできますよとい

うことで提案基準のほうを整理していると

ころでございます。 

そういったことで何か、できへんできへ

んということじゃなくってですね、何かで

きるものにしていきたいという思いがござ

いますので今そういう取組もさせていただ

いております。 

繰り返しになりますけども、町の職員で

ということでございます。当然これは私も
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長い間職員でおりますけれども、以前から、

職員でやれというところで、厳しい御指摘

をちょうだいしてきたところでございます。 

ただ、この間、なかなかまちづくり、特

に今、妙見口のほうにつきましては、先ほ

どから繰り返しになりますけども、寂しい

町になっては困るという我々の思いもござ

いまして早急に何らかの手を打っていく必

要があるということもございましてですね、

職員で取り組むことにつきましてはこれ限

り限界がございます。 

そこんところを御理解いただいてですね、

民間の活力も使いながらやらしていただき

たいということでございまして、今回予算

を上げさせていただいております。 

御理解賜りますようお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

副町長お言葉を返すようですけど規制緩

和してる規制緩和をしてると言っておられ

ますけど、あの辺はもうレッドゾーンです

よね。 

だから何にもできないんじゃないですか、 

これ以上。 

○委員長（中川敦司君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

レッドゾーン、イエローゾーンございま

すけども全てがかかっているわけではござ

いませんので、その中でもできることにつ

いてやらせていただきたいということでご

ざいます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

今のところですが先ほどの説明ですと、

妙見口などエイチ・ツー・オー630 万。この

予算の使い方っつって計画書をつくられる

っておっしゃったかな。 

これはあの辺りをこういうふうにしたら

いいんじゃないかという計画書だと思うん

ですけど、それはいつ頃、できるというか

予定では。そこをお答え願います。 

○委員長（中川敦司君） 

浅海理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海でございます。 

計画の策定業務につきましてはですね、

７年度の予算ということで、予算をお認め

いただきましたら、そこから、どのような

形で契約するのかということがございます

が、実際に業務をやっていただいて、スタ

ートしましたら、年度内には計画を策定し

てもらうということに考えてございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

もう一つの 790 万円のふるさと寄附の開

発を業者でっていうことなんですけども、

町のことを知っているのはやっぱり住民じ

ゃないですか。 

でもすごい業者なんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

こちらの 790 万につきましては業者とお

話しさせていただいておりますのが、ふる

さと寄附に関してリピート率高いようなふ

るさと寄附であるとか返礼品であるとか、

あと飲食店とか生産者との食材のマッチン

グであったり、あとちょっとＰＲっていう

ところがちょっと弱いところがあると思っ

ておりますので、ホームページでの見せ方

とか、そういったところを業者のノウハウ

を使ってちょっと、やっていただきたいな

と考えております。 
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今この考えておる企業としましては、全

国で 11 団体の自治体に派遣されております

ので、ある程度この起業人制度の理解もさ

れてて取組をされている企業だと思ってお

ります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

去年 390 万赤字っていうんですか。違う

かったかな。 

この 790 万使うということが私にはちょ

っとびっくりしてるんですけど。やっぱり

ふるさと納税増えるっていうのは肉じゃな

いんですか。去年もこの場で、やっぱりお

肉があるところをみんな選んでくるじゃな

いですか、宮崎とかね。 

そんなすごい業者なんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

答弁いけます。 

はい、山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

今業者さんはちょっとここでまだ派遣が

決まっておりませんのでちょっとお答えで

きないんですけれども、一応私も知ってる、

皆さんも御存じのような業者さんと今打合

せをさせていただいておりますので、それ

なりの成果、成果というか、町ができない

ようなわからないようなところも指示指導

というか、取り組んでいただける事業者で

はないかなと考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

その関連でね、要は、来ていただける企

業、ちょっと今ありそうですみたいな話が

ありましたけども、それも結局また１年た

って、結局来てもらえませんでしたみたい

なことになりうる可能性もあるということ

ですか。 

その辺りどうですか。 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

その企業さんとお話しさせていただいて

いる、町のやってほしいこととか町が取り

組みたいことを説明させていただいて、う

ちの職員のほうで、その取組ができるので

あればというお答えをいただいている企業

にはなるんですけれども、一応企業としま

しては、大阪府の豊能町でこういった取組

をしてほしいというようなところで、職員

の派遣希望しているということを職員に周

知しまして、職員のほうが豊能町でそうい

う活動をしてみたいという職員を派遣する

というようなことをおっしゃってましたの

で、豊能町で活動したいという職員がもし

いなければ、派遣、その事業者との派遣は

ちょっとできないのかなと考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

その場合もし、今考えてる企業さんから、

豊能町はやっぱりちょっと派遣できないね

みたいなことになったらそんときはどない、

また別なとこ探すか何かするんですか。 

はい、山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

この企業については職員に周知する期間

であるとか、豊能町に派遣するまでの間に

半年ぐらいちょっと時間かかりますという

ことは聞いておりますので、予算を認めい

ただいたらまた事業所のほうとすぐ打合せ

をしまして、派遣に向けた取組していきた

いと考えておりますけれども、もし職員の

ほうがちょっと派遣難しいというような回

答があった場合は、ちょっとまた違う企業

であるとかで、ふるさと寄附に関しての取
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組ができるような企業を探していきたいと

考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

大変その企業に期待してるようですし、

逆に言うと全国で 11 団体とおっしゃった今。 

こちらのほうもどういった取組をしてる

か知りたいので、参考までに、特にこの企

業、企業というかな団体かな法人かわから

ないけどもが関わってうまくいってるとこ

ろ二三、後ほどでも今でも挙げられたら挙

げていただきたい。 

最終的にそこと契約できるかどうかわか

らないけども、可能性として勉強させてい

ただきたいのでお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

大阪府で申し上げますと千早赤阪村で、

あと近畿圏で申し上げますと和歌山市とか、

あと東香川市での取組もされております。 

あとは全国なので北海道であるとか鹿児

島のほうとか、あと島根のほうでそういう

取組されてる件数はちょっと多いというふ

うに伺っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

ちょっと別な話になるかもしれませんけ

ど、豊能町の観光協会との連携っていうの

は、そういうところでの活性化などで話な

んかはされたことはあるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

農林商工課のほうが観光協会の担当課に

なるんですけれども、ちょっとそういった

ところは特に打合せ等したことはございま

せんが、今後観光資源と農林商工課とか観

光協会とも一緒になって、地域の活性化に

何か取り組めるような、もしこの企業の方

来られるようであれば、そういったところ

も含めてやっていけたらと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

ぜひいろんな知恵を活かしてね、豊能町

にも、それこそまちづくりを考えたいとか、

そういうような方もいらっしゃるし、トヨ

ノノレポーターの方たちが頑張っておられ

ることもあるし、そういうようなところで

の知恵もお借りしながら、ぜひとも、お金

がかかるのはかかる、仕方がないんですけ

ども、プロでなくてもできることもあるか

もしれませんのでね。 

その辺の支援をお借りして、ぜひ進めて

いっていただきたいなと思います。 

これは要望になるんですけどね。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

農林と話してない、なくてこれ予算出て

るんですか。 

ちょっと信じられないことなんですけど、

こんなもんなんですか、この町は。この行

政は。観光協会と、こんなもん。 

農林はちょっと頭によぎらなかったんで

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

山内課長。 

総合政策課、山内です。 

○総合政策課長（山内 拓君） 
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この起業人制度の予算につきましてはふ

るさと寄附の関係で取組をしていきたいと

いうところで、総合政策課が中心となって

やっていく事業になっておりますので、こ

ちら予算認められましたらまたそちら、観

光協会であるとか商工会も多分入ってくる

かなと思いますので、農林商工課とも連携

しながらやっていきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

情報発信が苦手っていうのは豊能町はも

うすごいあるんですけど、もう過去からい

ろんなとこからまずホームページ自体が見

にくいというのはさんざん来てますよね。 

そこをそれも結構事業者の方にいろいろ

アドバイスを受けながらの話なんですけど

そこはしっかりしないと幾らその部分の

個々のふるさと寄附だけが見やすく何かあ

ったとしても、まずホームページ自体ちゃ

んと見やすいように情報発信を一元的に管

理してそこからしっかり豊能町の情報発信

する住宅の空き家のことも発信するその中

にふるさと寄附も発信するというような、

そういうような中でやらないと、何かそっ

ちを押さえないで、ふるさと寄附だけがっ

て言ってもなかなか難しいのかなというと

ころはあるんですよね。 

一応、こういったケースで、発信の仕方

で、どっちに課題を持っているかをちょっ

とお聞きしたいんですけど、例えば、いい

商品があるけども発信の仕方がわからない

から伝わっていないというのか、そもそも、

ふるさと寄附の内容がちょっとほかよりも

なんか目立ったものがないから、ふるさと

寄附が増えていかないのか、どっちが問題

だと考えておられるんですか。 

それを明確に示さないと事業者さんたち

の対応で変わってくると思うんですよね。 

問題点をどこを改善してほしいとこどこ

に持っていくかという、そこをまず確認さ

せてください。 

○委員長（中川敦司君） 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

両方あるかなと思っております。 

今、ふるさと寄附のホームページ見ても

項目だけが出てまして、実際にどんな商品

かっていうところが、豊能町のホームペー

ジではちょっと表示されてないところもあ

りますので、そういったところ写真である

とか、その写真もただ単に撮るだけではな

くて見せ方っていうのが多分あるかなと思

いますので、そういったところも企業さん

のノウハウを使って、改善できたらなと思

っております。 

あと地域の方の生産者というかふるさと

寄附がメニューが今、地域の方から上がっ

てくるようなもの、町のほうで待ってるよ

うな状態もございますので、町のほうから

まず企業さんのほう事業者さんのほうに、

ふるさと返礼品こういう取組一緒にやって

いただけませんかというようなところも同

時に進めていかないといけないかなと考え

ております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長、 

○議長（永並 啓君） 

返礼品に関しては、物さえ良かったらど

んなに見にくいとこでも来ますよ。得する

と思ったら。 

美味しいと思ったら、例えばラーメン屋

さんとかなら別にわかりにくくても行くし、

看板かかってなくても行ってみたいとこだ

ったら行くんですよ。 
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だからそういうもんなんで別にもっとそ

この中身を充実するのが重要かなと。それ

でいろんなところで、豊能町に素材として

は限界があるけど例えば体験できるのが今

これからどんどん増えてくると思うんです

よね。だから町長の部屋で一日体験できる

とか、いろんな体験の方法っていろいろあ

ると思うんですよ。行政体験ができるのも

そうだし、そういったその返礼品の中身っ

て、結構豊能町の中に議員だけじゃなくて、

住民さんもいっぱい住んでおられる方こん

なんしたらこんな魅力知らないよねとかあ

ると思うんですよね。 

そういったのを募集して返礼品を充実さ

せるとか、そこへ返礼品載せるなんて別に

ただですよね、こんなんに寄附してくださ

いみたいなのは。 

もっとそこら辺をできることっていうの

はたくさんあるのかなと。それで課題を整

理したあとに、もっとそれを見せ方をどう

したいのかっていうんであれば、そういう

事業者さんにお願いするとか。 

今のところ何か返礼品なんていうのは、

多分外から来た人だとなかなかすぐには出

てきませんよ。いろんな素材があって、こ

んな素材があるからでも発信がうまくでき

ないんだ、じゃそれを何とかしてください

プロの手を借りるってわかるんです。 

でも返礼品からっていうと、そこってい

うのはやはり急に来られた人よりも、やは

り地域におられる方皆さんであったり我々

であったり地域住民であったりっていう、

そういう返礼品っていうのを募集なりする

なり、そういうコンテストをするなりして

ちょっと集めてみるっていうのも一つの手

かと思うんですけど、ちょっとそれをして

からじゃないと、なかなか、人を呼んだと

しても難しいのかなっていう印象はちょっ

とあるんですけど。 

○委員長（中川敦司君） 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山口です。 

返礼品の内容につきましては、事業所の

ほうに頼っているところもありますので、

今、起業人制度でもし来ていただけるとい

うことになりましたらそこの企業さん、企

業で取り組んでいる返礼品の開発であると

か、こういったマッチングで事業者さんと

の返礼品を開発してますというようなとこ

ろも、事業者さんからもちょっと聞きまし

て、そういった取組をというのを豊能町ほ

うでも展開していけるような形で進めてい

きたいなと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

返礼品ですけどね、私の周りにもこれ、

返礼品出したらいいんじゃないかなってい

うのがあるので、ある面住民にも呼び掛け

てもいいかなと思います。そこは要望で終

わります。 

別な質問なんですけども、22 ページの移

住就職応援事業ってありますね。前年 360

万、今回 220 万ちょっとなんですけども。

これ、減った理由というのは何ですか。多

分新たにＵターンの部分が入ったのになぜ

予算が減ってんのかなっていうので内訳を

ちょっと教えてください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

こちら移住就職応援事業の内訳のほうに

なりますけれども、移住就職応援補助金の

ほうが 170 万円。それとあとは新規事業と
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しまして、Ｕターンの奨励金のほうが 50 万

円ということで、あとは事務費のほうを付

けております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

前回は移住の部分だけで 360 万でしたね。 

それ成果で今回ちょっと減らしたってい

う理解でよろしいですか。 

あんまり成果がそれともちょっとそこの

辺りお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

こちらのほうは移住就職応援補助金とで

すね今回の新規事業で上げておりますＵタ

ーン奨励金と合わせまして、あとまた別の

とこで結婚新生活の応援の補助金のほう新

規事業として上げておるんですけども、こ

ちらのほうを総合的に合わせましてちょっ

とはこの額になったという形になっており

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

続けてこのＵターンにより転入支援です

けど補助金は一人当たり５万円とおっしゃ

って、一人当たり５万、一世帯。 

確認です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課の黒田です。 

こちらは一人当たり５万円という形で想

定しております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいですか。 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

予算説明資料の 23 ページの１番目の地域

公共交通維持確保事業のこの内訳ですね、

交通事業者にどこに幾らっていうのの内訳

をお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課、黒田です。 

地域公共交通維持確保事業ですけれども、

こちらは予算額が 4,153 万 5,000 円の内訳

ですけれども、こちらは補助金としまして、

豊能西線のバス運行補助金のほうが 3,500

万円、あとはデマンドタクシー運行補助金

600 万円等を含めましてプラス、あと印刷製

本費、御利用ガイドとかもですね新規作成

とかの場合に対して等印刷製本費として 23

万 9,000円が主なものになっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

ここ、地域公共交通の意図・目的のとこ

ろに「高齢者にやさしいまちづくり」って

いうのを書いてあるんですけども、私の知

り合いの方とか高齢者の方がよく聞くのが

ちょっと不便になったっていうことはよく

聞いてましてね、これから地域公共交通計

画を立てていくということなんですけども、

今、ハニタスも実証実験してまして、これ

も、今後協議していくということですけど

も、これもうハニタスについてもですね例

えば阪急バスと京都タクシーが豊能町が４

台所有していいということで言ってるとい

うことをこの間ちょっと委員会で伺いまし

たけれども、そもそもですねこの国や大阪
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府の補助金、豊能町の財源を使って車両に

してもこれ交通事業者払ってないわけです。 

ですので、補助金を使っての事業とか、車

両も購入してますから、当然これ地方自治

体が所有してもいいと思いますし、私も近

江鉄道の事例こないだ、ちょっと話しまし

たけど一般質問で。こういう民営方式って

いって公、地方自治体が所有して、民間に

貸与して利用してもらうという取組を大分

県の中津市さんとかも他でもやってるとこ

いっぱいありますんでね、今後そのハニタ

スの所有とかこの高齢者にやさしいまちづ

くりというところで、東地域にもスポット

設置して、こちらは電話予約でもいいと思

うんですけども、平等に東西の交流とか、

平等に東地区の方も利用できる、西地区の

方も東に来れるような、当然子どもたちも

利用できると思いますし、さっき妙見口の

話出てましたけど、３月 22 日に妙見の子ど

もの学校とかイベントがあるようですけど、

そこも５歳以上で中学生以下の子どもたち

にハニタス乗って妙見口まで出掛けようと

かいう呼び掛けもしてますよね。 

こういうバスが町に走ってるっていうこ

ともこの町の魅力につながっていくと思い

ますし、町長もね普段カナートに買物行か

れてるっていう聞いてますけどね、やっぱ

り免許返納したときにね例えば町長の家の

近く法輪寺さんのところでも細かく設置で

きるわけですよ。 

そういう路線バスで網羅できないとこま

でできますので、その辺りの高齢者にやさ

しいまちづくりっていうとこも見据えたそ

の地域公共交通計画を立てていってほしい

と思います。 

○委員長（中川敦司君） 

要望ですか。質問をお願いしたかったん

ですけども。  

質問お願いします。 

才脇議員。 

○委員（才脇明美君） 

もう一度ちょっとゆっくり言ってもらえ

ます、数字。今引き続きね、この豊能西線

が 3,500 万、そして 600 万、これをもう一

度ゆっくり。 

早口でしたのでちょっと書き切れなかっ

た。もう一度お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。今議員おっしゃられた補助金ので

すね、内訳でございますが、豊能西線に対

するバス運行補助金が 3,500 万円。デマン

ドタクシーに対する運行補助金が 600 万円

で、合計補助金のほうが 4,100 万円という

形になっております。 

ほんで印刷が印刷費が 23 万 9,000 円で、

こちらが主なものになっております 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

デマンドタクシーは去年は東は何ぼ、西

は何ぼとか言うてくれはったんですけどそ

れわかります。それと東西。 

デマンドタクシーでも三つぐらい言うて

くれはったんですけどね。 

○委員長（中川敦司君） 

内訳、いけますか。 

山内課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

京都タクシーの補助金 600 万円につきま

しては、デマンドタクシーに対する補助金

になっておりまして、お支払いするときは

実際に運行した経費に対して払いますので
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そのときでないと線ごとの内訳っていうの

が出てこないので、今この予算させていた

だいておりますのは、京都タクシーに走る

補助金が 600 万円ということになっており

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

その下のコミュニティ・カーシェアリン

グの導入検討事業なんですが、５万 5,000

円って何かなあと。 

なんか検討委員会でもつくるのか、そう

じゃなくてね視察行ったところは住民説明

会のやってましたけど、具体的にちょっと

今年はどこまで進めると考えてるのかも併

せてお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

こちらコミュニティ・カーシェアリング

導入検討事業のほうですけれども、予算額

が５万 5,000 円ということで計上させてい

ただいております。こちらのほうの金額に

つきましては報償金で予算計上させていた

だいておりまして、一般社団法人コミュニ

ティカーシェアリング協会による研修会で

すね、のほうを開催させていただきまして、

こちらのほうが、職員向けの研修会と、あ

とは住民さん向けの地域のほうへの研修会

を実施を予定しております。 

こちらのほうで制度の検討とか地域のほ

うへ情報提供を行いまして、それが一応今

年度、平令和７年度に実施しようとする事

業になっております。 

もし導入を希望する地域等がありました

ら、次年度以降に向けてちょっと支援の検

討を行っていこうという形になっておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

研修会って聞いてびっくりしちゃってこ

んな安くできるんですか。ここの法人に。 

まず、最低２回ありそうなんで、２万円

ぐらいでやってくださるんですねっていう

こと。 

はい、お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課の黒田です。 

一応こちらのですねコミュニティカーシ

ェアリング協会に確認をしたところですね、

職員向け研修会のほうが一回２万 2,000 円

で行っていただけると。あとはちょっとオ

ンラインの場合もあるんですけれども、あ

とは住民向け研修会のほうが１万 1,000 円

で３回ということで、計５万 5,000 円とい

う形で計上させていただいております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

これはよろしいか。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

21 ページに戻りまして、協働による魅力

発信事業でトヨノノレポーター、トヨノノ

PORTAL なんですけれど、ホームページを見

ましても六個目にある、スクロールする、

小中一貫校の後やから六個目、最後にある

んですね。 

あそこまで、ホームページ開いて、ぱっ

と見て PORTAL ないから、もうスルーしてし

まうと思うのと、それからいつも、ときわ

さん、みほさん、ざわちゃん、それから事
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務局。それぐらいしか、発信されていない

し、季節ごと行事ごとにも同じ記事が載っ

ているミツマタが咲きましたよみたいな。 

それで、決算のときに、いっぱい質問し

ましたけど、減額をされて上げてきてある

んです。しかも随契なんでしょうかこれ。 

先にそれを伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課の黒田です。 

はい。こちら協働による魅力発信事業の

ほうで、予算としましては保守管理委託料、

こちらのほうがトヨノノ PORTAL の維持管理

の係る費用でございます。こちらのほうと、

こちらが一応 31 万 9,000 円、予算のほう計

上させていただいております。 

そしてもう一つのほうがレポーターの運

営支援ということで業務委託料で 79 万

4,000 円ということで、計上させていただい

ております。 

こちら決算のときも御説明をさせていた

だいたんですけれども、どちらも随契とい

うか、一社随契のほうでさせていただいて

おったんですけれども、PORTAL のサイトの

維持管理料のほうは、今年度はちょっと見

積合わせですることをちょっと実施をして

おります。 

レポーターの運営支援のほうはですねや

はり今までのノウハウとかですね、こちら

のほうですね精通している、今年度も契約

してる業者のほうと契約をできたらなとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

何度も投稿してはる人がそろそろやめよ

うかなとかって言ってはるのは御存じでし

ょうか。 

それで、私もＳＮＳやってるし、インス

タグラムも、中学生に教えてもらってフェ

イスブックも、ここに中川委員長、それか

ら永谷さんは毎日投稿していますし。それ

で私の所から写真をとった、とよのんフェ

イスブックかな、ハニタスのね。それでや

ってる人がわかってんけども、とよの大好

きっていうサイトウと同じ人やったってい

うことで、今やめられたみたいですけど会

計年度任用職員さん。 

毎日とよの大好きさんは、先、先の行事

を発信してはります。とよのんは報告も入

ってるし、それでもいけるんちゃうんかな

と思ってるんですね。 

だからこのトヨノノレポーターの何てい

うかな、教育って言ったら失礼だけども、

それももっと充実せなあかんのじゃないで

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課の黒田です。 

今議員おっしゃいますようにトヨノノレ

ポーターの教育といいますか、はい、また

記事を増やしていったりとかですね、そう

いうことも当然必要かとは思っております。 

こちらのほうはですね来年度に向けてで

すね今年度もそうなんですけれども、新し

いレポーターのほうを募集したりですね、

あと来年度予算お認めいただきましたら、

フェイスブックのアカウントを開設するで

すとか、あとは今のレポーターのモチベー

ションアップですとかですね、あとスキル

アップのために、外部講師を招いたですね

公開のちょっと勉強会といいますかそうい

うものもちょっと実施させていただいて、

記事のほうの投稿数もちょっと上げていく

ような取組を行っていきたいと思っており
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ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ホームページのこのスクロールする画面

に今ハニタスしか出てないんですけど、こ

れぱっと見て PORTAL はないわけです、ここ

に上がってるの。 

それどうにかできないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

答えられますか。 

はい、浅海理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海でございます。 

そこのバナーが複数ある中でですね、今

最初にこのホームページがアップした画面

が出てきたときには、今おっしゃってるよ

うにハニタスのバナーが出てるということ

なんですが、それをバナーですのでスクロ

ールしていくと、今現在ポータルが一番最

後のところにあるということかなとは思っ

てございますが、ここは、ここの順番をで

すね、替えるということは作業的には簡単

かなとは思いますが、こちらにつきまして

はそれぞれの所管してるところもございま

すので、調整しながら、応じてということ

になろうかなと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そのことを言ってるんじゃなくてぱっと

見て、トヨノノ PORTAL があってもいいじゃ

ないですか。 

前、一般質問しましたけど、上のところ

とここの横の四角のとこと同じ項目がある

ということを言ってるんで、ホームページ

を変えてください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

今本町のホームページのほうのレイアウ

トの御質問だと思います。 

以前からもお話させていただいてますよ

うに、今リニューアルに向けて準備をして

おります。早ければ来年度早々ぐらいには、

トップページのイメージと中のページのイ

メージが変わるのかなというところで今最

終の打合せをしてるとこでございますので、

今いただきました御意見、今後の参考にさ

せていただきまして、もう一度レイアウト

を考えさせていただきたいと思っておりま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

それでホームページの話ですけどね、こ

のホームページの契約ですけど、これは１

年間に何回か変更できるとか、そういうふ

うに前、聞いたんですけど、これを変えて

くださいって言ったら今は変えれませんと。

何か月に１回しか変えれません、それもお

金が必要ですって私確かに聞いたんです。 

だからこんだけホームページは変えれな

いのかと、その辺のこのシステム。 

そうであればね、全然面白くないホーム

ページでしょうね。 

どんどん情報がだからもう去年の３か月

も４か月も前のがまだ残っている、これを

変えてくださいって言ったら、期限がある

とか前おっしゃいましたよね確かに。おっ

しゃいましたよね。 

じゃ、もうそのシステム説明してくださ

い。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、福本課長補佐。 
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○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

広報職員課、福本です。 

業者にしていただく作業としましては、

５年契約をさせていただいているんですけ

ども、その中で１回、トップページのリニ

ューアル作業というのを業者にしていただ

くと。 

それ以外の内容につきましては日々職員

が更新をするというところですので、当然、

何回でもできますし、もう毎日更新するこ

とも可能です。 

内容のコンテンツについては職員が、ト

ップページについては業者にお願いしてい

るというそういう状況でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

私がそしたら耳がおかしかったんかな、 

そのとき聞いたときは。 

更新するのにお金がかかる、何か月に１

回しかできない、とか確かに私窓口で聞い

たんです。 

だからそういうもんなんかと。そのとき

に私言いました、私もホームページ持って

ます、民泊の。 

それでそういういつでも言うてください

よと言われてるのに、それも私話しました。 

今言ってることが違うじゃないですか。 

これはもうちょっと、こういうことでし

たでいいです。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですね。 

はい、ほかいいですか。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

高尾です。 

23 ページに戻るんですが、地域公共交通

維持確保事業なんです。 

このことについて、バスの西線と、それ

からデマンドタクシー、この補助金。これ

があるんですがデマンドタクシーはあるけ

れども、じゃあハニタスのどこが持ち主か

存在がわからないような状況でございます

が、ハニタスの運行というのはここには載

らないいうことは、やらないいうことなの

か。その辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

令和７年度の予算につきましてはＡＩオ

ンデマンドバス、ハニタスの予算のほうは

計上しておりませんので、今回の今実証実

験やっておる結果を踏まえてですね、はい、 

実証実験をですね検証して、必要であれば

また計上、予算要求をさせていただきたい

と思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

検証結果、確かに出さないといけないと

思うんですけど、その結果に如何にですね、

いつ頃判明することになるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

一応今のところはですね、夏頃をめどに

ですね検証結果を踏まえて次の形でちょっ

と結果を報告させていただきたいと思って

おります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

走らせるか実行するかどうかは、わから

ないいうことになるのかなと思いますが、

それは今明確には言われないと思いますけ
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れども、運行するかどうかわからないいう

ふうに捉えたらいいのかなと私は思います。 

ちょっと不安を感じますが、 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。先ほど御説明させていただきまし

たように実証実験の結果を踏まえてですね、

検証した結果で今後のＡＩオンデマンドバ

スをどうしていくかはちょっと検討してい

きたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

そうしましたら、お昼回りましたのでこ

こで休憩挟みたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

再開は１時で、１時から再開させてもら

います。 

  （午後０時 07分 休憩） 

  （午後１時 00分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

それでは休憩前に引き続き会議を再開い

たします。 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

すいません、見守りの事業について、こ

れスマートシティから続いている事業なん

ですけど今現在は総務のほうが管轄してま

すけどスマートシティが終わった場合これ

の主となるのは例えば教育委員会であった

り福祉かと思うんですけど、どういうふう

に管轄を持たれていくのか、ずっと総務の

ほうで引き受けていくような形になるのか

そこら辺だけをまず教えていただきたいの

と、何か先ほどの説明では otta のほうのル

ーターを増やすって言ってましたけど、町

外に出るようなタイミングでですよね、そ

れが例えばよくあるのはルーターってこう

接続するまでにタイムラグがあると思うん

ですよね。それが連れ去りとかだと豊能町

の場合、車で走って、連れ去りなり移動す

る場合、その速度で移動してもルーターの

ほうはつながってそこを通りましたってい

う反応があるのかどうか。それと対比して、

ミマモルメを学校で使ってますけど、あっ

ちのほうが何かこうセンサーなんで、そこ

さえ通れば反応しやすいのかなという感じ

もするんですけど、そこら辺の対比をされ

たのかっていうところと、あと高齢者への

配布が 21 個かな、何かさっきおっしゃって

ましたけどそれはどういうふうに選ばれた

のかっていうところをお聞かせいただけま

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、３点ですね。 

はい、入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

総務部、入江です。 

まずスマートシティの各事業を今後どう

いうような、どこが担当するのかという御

質問にお答えをいたします。 

今はですね当初はですねスマートシティ

推進事業、８事業ということで各部局また

がっておりまして、そういう総合調整もあ

りますので総務のほうで一応取りまとめを

して、分けれるものは議会の意見をお聞き

して幾らかの費目を分けて、予算計上させ

ていただいた経過もございます。 

この事業落ち着きました、デジタルを使

った諸費用というのは各事業ですね、いろ

いろございます。なので、この主の活用目

的に応じてそれぞれの費目あるいはそれぞ

れの所管でですね、本来は落ち着くとそこ

でもし事業を展開するんであればそれぞれ

の費目でそれぞれ所管事業は担うものと思

っておりますので、一定のその事業の進捗

状況にもよりますけど、各所管でそれぞれ

実施をしていきたいと思ってございます。 
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以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ほかの質問の答弁は。 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。先ほど議長おっしゃられました車

で連れ去られたときとかのことで車で連れ

去られたときも、検知ができるのかという

ことの御質問だとは思うんですけれども、

そちらは業者のほうに確認しますと、基本

的に時速 60 キロメートルぐらいまでは検知

が可能だということを聞いております。 

ちょっとミマモルメとのちょっと対比の

ほうはちょっとできてはおりません。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

こんにちは。生活福祉部、小森でござい

ます。 

３点目の高齢者の見守りの件で御質問い

ただきました。 

私どもといたしましては、特に必要とい

う、リスクが高いかなと思われる、認知症

の方にターゲットを充てるということを主

眼を置いてまして、今回の選ばしていただ

く方もですね、私どもの豊能町認知症高齢

者等ＳＯＳネットワーク事業というのを持

ってまして、そこは認知症の疑いのある方、

御家族の方が基本的に登録されることにな

ってますけれども、そこに登録していただ

きまして、本人の写真とか住所とか、連絡

先とかそれを登録していくことになってま

す。 

もし、これが家からですね帰られないと

いうことがあれば私ども連絡があって、必

要なところに関係機関につないでいくとい

う事業なんですけれども、基本的には対象

の方にですね、できれば持っていただきた

いという思いございまして、対象者の方に

ついては、その事業の登録されてる方にし

ております。 

今後のことにつきましても、基本的に

我々といたしましては、やはり、こういう

疑いのあるといいますか、今後考えられる

方につきましては、私どもＰＲはしていか

なあかんとは思ってるんですけども登録し

ていただくことを考えてます。 

登録していただければ自動的にこれも、

お渡ししてですね、併せて展開していくと

いうことを考えてございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

まず一つずつですよね。やはり所管のと

ころで管理していただかないと、やっぱり

こう真剣度じゃないですけど、違うのかな

あと思うんで、やはり早急にもうスマート

シティ事業としては終わっていくわけです

から早急にその専属の部署を決めてしてい

ただきたい。 

やはりそれでやはりまだ保護者の方に、

豊能町における危険性っていうものがあん

まり伝わってないのかなあと、利用の割合

が伸びないのは。やはり先ほど黒田課長補

佐がおっしゃられましたように、豊能町の

場合はこういうリスクがあるんですよと。

こういう何か中を歩いてる分にはそんなリ

スクはないですけど、例えば連れ去りとか

車で運ばれたときに、町外に行った場合は

すごいそこにはリスクがあるからそういう

のを持ってくださいみたいな具体的なリス

クを書いて、やはりそういうふうに保護者

のほうに配布する。そういうところをしな

いとなかなか、増えていかないのかなと思

うんでそういったＰＲの方法も考えていた

だけたらと思います。 
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ＳＯＳネットワーク高齢者への配布の件

ですね。やはりこれこういうのは自分も母

親がそうなんですけど、登録してないから

案内は来てないんですよ。僕、これだった

らしようかなと思ってたんで、そういうの

はいろんな、こっちに登録しないとこれっ

ていうのはＳＯＳを知らない人は、わから

ないってことになっちゃうじゃないですか。 

でもこういうのもありますよってこうい

う見守り体制も複数示していろんなところ

でこういうのもあるんだったらやってみよ

うというふうに家族は思うケースもあるん

で、そういうのは広報とかいろんなところ

で発信はしていただきたいなというふうに

は思います。僕も、持たせたいなと思って

る一人なんで。でも案内は来てないいう状

況になってるんで。実際ＳＯＳのほうは登

録しようかなというふうに考えてます。 

以上です。すいません、ありがとうござ

います。 

○委員長（中川敦司君） 

そしたら。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

管野です。 

33 ページの連絡メール配信連携事業です。 

安まちアプリ、安まちメールをたんぽぽ

メールに連携するということですけれど、

私も入れてるんですけれど、私は安まちア

プリを入れてるんでいつもたんぽぽメール

入れないのかっていうことを言いに行った

んでこれはいいなと思うんですけれど。 

この設定が大阪府内全域やったらものす

ごい来るんで、私は、豊能、池田、箕面を

入れてるんですけど、どの範囲ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

広報職員課、福本です。 

今現在では豊能署管内の安まちメールの

転送を想定しております。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。はい。 

ほかは。才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

24 ページの広域連携事業なんですけど、

これは２市２町の広域連携ですね。 

これのちょっと簡単に、ちょっと説明願

えますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課の黒田です。 

こちら広域連携事業の中の２市２町とい

うことですので共同センターの事務に係る

負担金ということになるかと思いますけれ

ども、こちらが予算のほうで 1,583 万 4831

円ということでこれが一律額なんですけど

も、こちらは池田市、箕面市、豊能町、能

勢町でですね共同で事務をちょっと行って

いるもものがありまして、分野で申し上げ

ますと児童福祉ですとか、まちづくり、土

地利用規制とか公害規制とか障害福祉とか、

その辺りの事務を２市２町で共同処理を行

っておる事務になります。 

こちらのほうは基本的に、箕面市さんで

あったり池田市さんであったり２市のほう

に処理をしていただいてる関係もあります

ので、その分の事務の負担金を毎年度、豊

能町のほうから負担金をお支払いしている

という形になっております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

今のとこなんですけども、年々、33 万、

36万とちょっとずつ上がってんですね。 
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これって人件費ですか、新たに権限移譲

分が増えてしまったのか、広くなってしま

ったのか。 

その理由をちょっと僅かな金額ですが、

説明お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課の黒田です。 

こちらですね増額になっておる理由です

けれども、令和６年度から令和７年度に関

しまして、増額になっている理由としまし

ては、まず人件費の増、人事院勧告、人勧

等で人件費が上がったというのが１点と、

あとは障害者手帳等の交付の関係で、これ

箕面市のほうで事務をしていただいてるん

ですけれども、こちらのほうでシステムの

ほうをちょっと導入すると。手帳の交付の

事務の事務についてシステムを導入するこ

とになりまして、導入経費の部分で増額に

なっているという形になっております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

26 ページの余野地区商業施設開設事業の

467 万円、これは今後毎年ずっとかかってく

るんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。余野地区商業施設開設事業の予算

ですね、こちらが 467 万 7,000 円という形

になりますけども、こちらは債務負担行為

で地権者への支払いのため、設定をしてお

りまして、令和６年度から令和 27 年度まで

の債務負担行為を設定しておりますので、

令和 27 年度まで支払いのほうが続くという

形になります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

次に、予算説明資料の８ページ、予算書

52 ページの財政調整基金繰入金について質

問します。 

これは今回約８億円取り崩してますけれ

ども、例年の５億円より取崩しが多い理由

について伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

江崎課長補佐。 

○行財政課課長補佐（江崎純史君） 

行財政課、江崎です。 

例年よりも財政調整基金の繰入金が多い

理由なんですけれども、今年度につきまし

ては、学校再編に係る引っ越しですとか、

あと、国の補助金が未確定である電算関係

の標準化対応経費など、特定財源のない経

費が増加していることで取崩し額が去年よ

りも多くなっております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

学校再編の引っ越しと国のシステム関係

というのことで、ちょっと増えてるという

ことなんですけども、来年令和８年に東西

それぞれ小中一貫校が開校して、豊能町の

これまで６校から２校になります。 

今まで学校関係の歳出 10 億円ぐらいあっ

たと思うんですけども、これの財政負担が

減ってくると思われますが、財政調整基金

のこの中長期的な取崩しの見通しですね、

例えば来年も同じくらい８億円取り崩すの

かとかそういうことについて伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、江崎課長補佐。 
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○行財政課課長補佐（江崎純史君） 

はい。行財政課、江崎です。 

財政調整基金の中長期的な見通しという

ことなんですけれども、ただいま財政推計

として積算中でございまして、詳細につい

ては３月 25 日の全員協議会のほうでお示し

させていただくことになります。 

ただ委員おっしゃるとおり、学校再編等

で効果額が出て、負担が減るということも

ありますし、そのほか、実際予算としては

この額を組んでおりますけれども、歳出、

実際の歳出では歳出額が下がることであり

ますとか、例年、前年度の実質収支の黒字

額が出た場合は 12 月に補正をして積立てを

するという作業を行っておりますので、予

算どおりの額にはならないかなというふう

には思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

決算のときに余剰金が出るので確かに予

算どおりにはならないと思うんですけども、

大阪府のこの財政シミュレーションでも、

令和 12 年に財政調整基金が枯渇するってい

うことが出てますので、毎年５億円の取崩

し、財政調整基金の取崩しを具体的に４月

以降からどのように中長期的に取り組んで

いくのかっていうことを伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

いけますか。 

はい、江崎課長補佐。 

○行財政課課長補佐（江崎純史君） 

行財政課、江崎です。 

具体的にどのように取り組んでいくこと

で財政調整基金の取崩しの額を減らして、

さらに、その枯渇がしないように運営をし

ていくかということになると思うんですけ

れども。そちらにつきましてもですね３月

25 日の決算見込みに基づく基金残高の推計

と併せて、行財政改革に係る骨子としてお

示しをする予定です。 

その中でお示しをさせていただきたいな

と思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

詳しくは３月 25 日でよろしいですか、は

い。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

先ほどのホームページの関係で、私の聞

き違いというか、ちゃんと私に教えてもら

ってたのは確かのようで、解釈の違いで、

ちょっときつい言葉で失礼いたしました。 

ホームページに戻ります、でも。31 ペー

ジかな 31。ホームページの運営管理、これ

は団体で幾らですかね。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

広報職員課、福本です。 

ホームページに係る経費でございますが、

令和４年から８年までの５年間の債務負担

行為をお願いしてる分になりますが、総額

といたしましては 355 万 8,500 円。令和７

年度につきましてはそのうちの 71 万 2,000

円を計上させていただいております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

71万。維持管理費用が 71万。 

だから変更してもこれは変わらない。こ

れ一々変わるんですね。大きな変更すると

か。それをね、ちょっと詳しく言っとって

もらったら私たちも、いやこれ、ここちょ

っと悪いんちゃうかなっていったとき言え

るじゃないですか。 

そのときに変えれる、そういうちょっと
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情報共有がお願いしたいんですけど。大ま

かでいいです、大体何か月のスパンでホー

ムページの更新ができるのか。 

そして幾らかかるのか、１回更新するに

当たり。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

もう一度ちょっと最初からお話をさせて

いただきますと、これ５年間の契約をさせ

ていただいております。 

内容といたしましては日々のシステムの

使用料とシステムの不具合が起こったとき

の保守なんですけども。複数年契約をする

ということで１回だけ無料でトップページ

のリニューアルをする、そういうオプショ

ンが付いています。 

１回無料のオプションですので、この期

間中であれば１度だけは無料でトップペー

ジの更新ができる。ただ、作業といたしま

しては半年ほど業者にいろいろと直してい

ただく時間が必要ですので、こちらがホー

ムページのリニューアルをしたいと言って

から半年ほどはかかるかなというふうに思

っております。 

それ以上にですね、２回、３回とトップ

ページのリニューアルをしたいということ

であれば、この経費以外の部分で費用が発

生してくるだろうというふうには考えてお

りますが、これまではこの無料のオプショ

ンの更新のみで、ここまでやってきており

ます。 

経費としては以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

47 ページの総合行政ネットワークの１の

ネットワークのＬＧＷＡＮの関係なんです

が、これ過去振り返ってみたら、令和５年

が 3,333 万で、６年のあと倍以上上がって

8,480 万円で、また今回 9,481 万で、この上

がってる理由は何ですか。まず１点。 

この中身っていうのは、使用料なのか何

なのかってのが２点目です。 

それと、下の第５次ＬＧＷＡＮなんだけ

ど、第４次がいつだったかちょっとわかん

ないので、何年ごとの年度年度の乖離があ

るのか。３点お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

すいません、３点質問いただいておりま

すけれども、先にちょっと３番目の何年ご

とに更新をしているのかという質問につい

てお答えさせていただきます。 

基本的には債務負担を５年組んでおりま

して、５年ごとに更新するんですけれども、

機器の入替の時期が大阪府と合わしてる関

係で、延長を多少しまして６年、７年にな

ることもございます。基本的には５年と考

えていただけたらと思います。 

あと、５年、６年、７年とＬＧＷＡＮの

費用が増加しているという件につきまして

なんですけれども、基本的に６年と７年で

言いますと物件使用料でライセンスの価格

の改定がございました。こちらのほうにつ

いてはソフトの使用をさせていただくとき

に契約をするんですけれども、その金額の

改定がありました関係で増加しております。 

質問については以上になります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

６年から７年の今回の分の上がったのは

わかりました。ライセンスの関係ですね。 

ちょっとその前に、これ前の年度の予算
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委員会ときちょっと聞き漏らしていたので、

何で 500 万ぐらい上がったのかちょっとわ

かんなかったんですけども。余りにもちょ

っと経費がこういうところにかかり過ぎる

んでお尋ねします。 

このＬＧＷＡＮというのは町のほうは今

大阪府と何か一緒とおっしゃったね。そう

いったことは業者ってのは変えられない。 

よそのこう見比べてみてここに決めたと

か、どういう決め方になってるのか。 

何かあくまでも相手側の言い値で上がっ

ていくような感じがしますので、この辺り

のことを、どういうふうな形でなっていく

のか御説明お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

ＬＧＷＡＮの導入の方法なんですけれど

も、大阪府のほうで、大阪府内全部の市町

村について、機器の導入についてを業者の

選定をしていただいてます。 

そこで決まりました業者と市町村で契約

をすることになりますので、市町村でどこ

かの業者と変えるというのは難しいという

ことになります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

これ、大阪府から何がしの補助みたいの

は、ここには期待できないけど、別途ある

のかな。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

大阪府からの補助についてはございませ

ん。あくまでも大阪府のほうで一括で入札

をしていただきまして、数の規模で金額が

下がるという形になります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

48 ページの防災対策事業なんですが、防

災行政無線のメンテナンスの費用は業務委

託料で幾らかかっているのか。１番の項目

に入ってると思いますが、ここにいつも書

かれていないんでお答えいただけますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

総務課の井上です。 

防災無線の費用につきましては、今回保

守管理委託料という形で、令和７年度の予

算は 907万 1,000円になっております。 

こちらのほうにつきましては、今まで子

局のほうを２年に１回メンテナンス、保守

管理していただいてたんですけれども、７

年度からは３年に１回という形で、回数を

減らしていることと、あと導入から８年た

ちましたので、バッテリー交換っていうの

が必要になってきます。こちらのほうも、

本来ですと７年度に一括で換えないといけ

ないんですけれども、ちょっと一度には難

しいということで３年に１回という形でバ

ッテリー交換のほう入れておりますので、

６年度に比較して少し増えておりますが、

バッテリー交換を抜きますと、金額のほう

は下がっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

予算書の 71 ページのどの部分ですか、防

災行政無線のメンテナンスは。 

○委員長（中川敦司君） 
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はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

申し訳ありません。予算書で言いますと

72 ページ、72 ページの保守管理委託料、12

番、保守管理委託料 907 万 1,000 円になり

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

その下の３番目の戸別受信機を設置なん

ですが、何台分を予算化されていますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

戸別受信機の台数については 25 台を予定

しております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

レッドゾーンはもとよりイエローゾーン

や、一人暮らしの高齢者のところに行き渡

っているんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。全世帯に行き渡っているのかとい

う意味では、まだまだ認知不足は認識をし

ておりますが、今現在のところ、世帯で 280

から 300 世帯について配布をしております。 

今年度につきましても 20 台追加で設置さ

せていただきましたので、今後もホームペ

ージですとか広報誌によって周知していっ

て台数を増やしていきたいなと考えており

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

スマートシティ事業で、テレビプッシュ

があるお家に、この戸別受信機を付けに行

きはって、じゃあテレビプッシュ要らない

でしょうって言って、使ってはれへんから

抜いて小森さんに渡したというのがあるん

ですけど、その辺の連携はできているんで

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

テレビプッシュと戸別受信機の重なって

る世帯につきましては 10 世帯、今ございま

す。そちらのほうの連携については今まで

ちょっと行えてなかったので今後検討して

いきたいと思います。 

10 名の方についても今後どうするかって

いうのは、総合政策課含めて検討したいな

と考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

何度もすいません。４番目の自主防災避

難活動環境整備事業なんですけれど、自主

防災があるところから、こういうものが欲

しいという、要望をすれば、この機材なん

かいただけるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

要綱で必要なものは決めさしていただい

てまして、例えば非常用発電機ですとか、

そういうものにつきましては条件さえ合え

ば４分の３の補助をさせていただいて、支

給さしていただくんですけれども、年度年

度で上限はございますのでその範囲内でさ
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せていただいております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今 100 万円の予算なんですけど、早いも

ん勝ちなんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

こちらのほうは、実際に令和５年度の話

をちょっとさせていただきますと、金額的

に足らなかったので、流用させていただい

て支給したという実績がございますので、

まずは募集をかけまして、その中で金額が

超えた場合には補正予算するなり流用する

なりして対応するような予定をしておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

すいません、いいですか私のほうから。 

これって毎年予算計上していただいてま

して、どこらかの地域からこんなん買いた

いからちょっとお願いしますみたいな形の

申請出ると思うんですけどもね。それって、

毎年同じ地域から申請出てもそれ使わして

いただけるのか、それともいやいやもうお

たくはもう１回もう去年使ったからもう駄

目よとかそんなふうになるのか、その辺り

どうなんでしょう。 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

同じ地区から何度も申請というのはでき

ない形になっておりまして、５年間でトー

タル幾らまでというような上限があります

ので、それを超えると、そこの団体につい

ては例えば上限超える１万円までしか今年

は支給できませんという形になりますので、

どこかの地区だけがいっぱい補助ができる

っていうわけではございません。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいですか。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

ページ戻りまして 28 ページ。職員の研修

事業なんですけど、これ、150 万ほどなんで

すけど、これ何か具体的にもう決めておら

れるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

はい。研修事業の予算でございますけど

も、一応業務委託料としまして 119 万 3,000

円、その他の研修へ参加する負担金として

18 万円ほどです。はい、参加負担金で 18 万

ほど。合計で 130 万円ほどの予算を計上さ

せていただいております。 

研修の内容についてでございますけども、

例年、年度当初にですねその年１年間の研

修計画というのを策定させていただきます。 

町でやる研修と、あと外部へ派遣して受

けていただく研修というものを想定してで

すね、職員の資質向上に努めているという

ような状況でございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

32ページの広聴相談事業ですわね。 

この相談事業、法律無料相談とか生活相

談とかどのことをしているのかお尋ねしま

す。 

○委員長（中川敦司君） 
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はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

広報職員課のほうで所管をさせていただ

いておりますのは無料の法律相談の事業に

なっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

弁護士さん来ていろいろ相談乗ってくだ

さる事業ですね。 

あれってかなり混んでません。もし、こ

のぐらいの予算で行くならもう１回、１回

分なのか月１回分なのかちょっとわかんな

いけどそれは無理ですか、相手の弁護士さ

んには。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

広報職員課、福本です。 

はい。一応枠といたしましては年間で 144

コマ分ございます。 

令和５年度の実績としましては 114 コマ

で 79.2％の利用率でございました。同じく

令和６年度ですね、あと１回、今月残って

はいるんですけども。失礼いたしました、

今年度あと１回残ってるんですけども、現

時点での実績といたしまして、110 コマ、

76.4％の利用率となっております。 

これ以上コマを増やすことができないか

ということですけども、当然費用が発生し

てくるものになりますので、そこをクリア

できれば増やすことは可能ではあるとは思

うんですが、来年度ですね７年度からはで

すね今のところ司法書士相談というのを実

施したいと考えております。 

こちら大阪司法書士相談会さんの協力を

いただきまして、実質無料、町の負担がな

くですね、人件費は向こうの会が負担をし

ていただくと。町としましては場所の提供

と予約の受付等をさせていただくというよ

うなことで、年に４回だけなんですけども、

はい、司法書士相談会というのをこの３月

はちょっと試しで１回させていただきまし

て、来年度から本格的に年４回の無料の司

法書士相談を追加でさせていただこうと考

えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

司法書士といったら空き家か何かのとき

にも、ちょっといろいろ出て活躍してくだ

さる方かな。 

豊能町の今後のためにもね、やはり、い

い取組だなと思います。 

これは、たしかそうだったなと思って、

希望というか評価です。 

○委員長（中川敦司君） 

福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

はい。司法書士の先生ですので、基本的

には登記関係、それから相続関係ですね、

そういった関係の御相談を受けるという形

になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

防災関連でイエローゾーンって実際何世

帯あるんですかね、今。そのうちの 200 幾

つで、それによって普及率が変わりますよ

ね。 

というのは、僕はもっと行政のほうには

啓蒙活動本当に真剣にやっていただきたい。 

実際、大雨とかの避難所を開設するぐらい
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のレベルになってもほとんど避難される方

いないんですよね。でもイエローゾーンと

いうのはそういうリスクがあるわけですか

ら本当は避難のほうを考えていただきたい

んですけど、まだそこら辺の周知が足りて

いないんで、やはりもうちょっと行政のほ

うには積極的に啓蒙活動をしていただいて、

避難所の運営とかそちらのほうは地域のほ

うでもっと積極的に実際に活用するところ

はしていただくっていうもうちょっとすみ

分けをしっかりしていただいた啓蒙を続け

ていただきたいなというふうに思うんでそ

こだけちょっと教えてください。 

それとあと、防災関連でＡＥＤあります

よね。ＡＥＤ、どのくらい使用されました。

使わないにこしたことはないんですけど、

定期的にパッドを交換しなければいけない

のもわかるんですが、それも利用しやすい

ような発信というのはやっぱりしていかな

いといけないのかなと。ここにありますよ

というだけじゃなくて、やはりなかなか男

性が女性の方に使うというのもハードルは

高いと。でも本当は使ってもらいたいけど

そこのハードルを下げるような案内である

とか、そういう講習もやはり設置して終わ

りではなくて、設置したら利用してもらう

ということが非常に重要だと思うんでそう

いう講習はどう考えておられるのかなとい

うところですね。 

それとあと防災関連で衛星電話。これ 10

年前も僕いたとき要るのかなと思ってどの

くらい定期的に、要るんでしょうけどどの

くらい使われました。 

はい、お聞かせください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課、井上です。 

私のほうからちょっと２点回答させてい

ただきたいなと思います。 

まずはイエローゾーンの世帯数なんです

けれども、すいません、申し訳ないですけ

ども、今ちょっと、手持ちの資料で持って

おりませんので、あとでお答えさせていた

だきたいと思います。 

２点目が、衛星電話についての御質問な

んですけれども、今、衛星電話のほうは、

こちらのほうでは持っておりませんで、通

常の携帯電話を５台持ってましてそちらを

使っております。 

以上になります。 

○委員長（中川敦司君） 

田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

はい。総務課、田村でございます。 

ＡＥＤの御質問をいただきましたけども、

昨年度より各自治会対象に、豊能消防署の

協力によりまして、普通救命講習を実施さ

せていただいておりますので、そのような

形で、今後も引き続き継続して、豊能消防

署の協力を得まして、救急講習、実施して

いきまして、周知していきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

今のＡＥＤの件でございますけども、職

員に対しましても利用の適正ということで、

普通救命講習を令和５年度、６年度と実施

をさせていただいております。 

今後も箕面消防さんの協力を得ながらで

すね、利用をできるような環境づくり等に

努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

今、ＡＥＤの話ありましたけど、パット

交換に２年ごとにというふうな話でしたけ
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ども、これＡＥＤ、全部のやつのパット交

換なのかちょっとその中の一部何台かの交

換なのかその辺りどうなんでしょうかね。 

はい、玉川課長補佐。 

○行財政課課長補佐（玉川 徹君） 

すいません。ＡＥＤのパッドの交換の件

なんですけども、当初予算説明資料の 60 ペ

ージのほうにも掲載させていただいておる

んですけども、７年度にはですね、町内の

24 施設が交換の対象になっておりましてこ

の 24 か所分につきまして、令和７年度で予

算計上させていただいております。 

あと吉保とかふたばにつきましてはちょ

っとこの一括導入と、サイクルとちょっと

別になっておりまして、今回 24 台に含まれ

ていない施設につきましては、それぞれ各

施設が交換年度の対象年度ごとに、更新を

される予定になっております。 

○委員長（中川敦司君） 

あとＡＥＤ関係で、前回９月の決算かな。 

決算のときだったと思うけど女性の対応の

ために、白布の設置いうのは、どないやみ

たいな、そういうのがありましたけども、

その後何か進展とかしてるんですかね。 

もともと箕面消防の対応に関わってくる

ことかなみたいなことだったと思います。 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課、田村でございます。 

この間御質問いただいたときにですね、

豊能消防署のほうにちょっと確認させてい

ただいたら、今のところ、箕面市ではその

ような取扱いはしていないということだっ

たのですが、町としての三角巾をＡＥＤの

中に入れたらいかがかというお話でしたの

で、豊能町の対応に合わせて、今後箕面市

さんがもし講習を行うときに、そのような

指導をしていくならば、三角巾をですね、

ＡＥＤの中に設置しても構わない、そのよ

うなように講習もしていくというようなお

答えをちょうだいしております。 

○委員長（中川敦司君） 

それはやっぱ箕面消防の講習に中に白布

の使い方みたいなそういうのがない限り、

ＡＥＤの中には設置できないというそうい

うふうな考え方なのか、それとも箕面消防

関係なく、これはもう設置しておいたほう

がいいのではないかというふうな感じもす

るんやけど、そういう意味ではないんです

か。 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課の田村でございます。 

この間議員御指摘いただきましたので、

今後、豊能消防署、箕面市消防本部のほう

に、そのような三角巾をＡＥＤの中に設置

したような内容で講習をしていただくよう

にちょっとお願いのほうしていきたいなと

思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

すいません、ＡＥＤなんですけどこれか

ら増やす予定とかはないんですかね。やは

り町の設施設っていうと、集中してあるっ

ていうところがあるんで、ないところが空

白ゾーンというのが結構あるのかなあとい

うのと、最近だと、個人事業主さんも増え

てきてるんでそういった方に働きかけて設

置してもらうとか、何かそういうＡＥＤが

あるとないで、蘇生率って全然違いますか

ら、そういった店舗の方に御案内を出すと

か、そういった形で増やしていく計画とか

はあるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

玉川課長補佐。 

○行財政課課長補佐（玉川 徹君） 
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はい。行財政課、玉川でございます。 

現在ですね町の公共施設につきましては、

学校初め公民館ですとか、永寿荘、豊寿荘、

ふれあい広場、スポーツ広場 24 か所あるん

ですけども、公共施設につきましては完備

をしておる次第でございます。 

民間の施設につきましては今のところは

予定のほうはございません。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

やはりこう高齢化している町だし、民間

の施設で結構公共施設と離れたところにも

あるんでそういうＡＥＤを設置するにはい

いところなのかなと。 

いや本当はそういう距離を見ていろんな

バランスよく置いたらいいんですけど、外

に置くようなことになったらなかなか難し

いのかなというのもあるんですけど、そう

いった意味で民間の事業者さんというのは

声を掛けるっていう価値はあるのかなと。 

ちなみに、デイサービスを運営されてい

るところには設置はされてるんですか。 

それだけお聞かせください。 

○委員長（中川敦司君） 

玉川課長補佐。 

○行財政課課長補佐（玉川 徹君） 

行財政課、玉川です。 

生き生きふれあいホールにつきましては、

導入、設置のほうしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

特にデイサービスってね、もう明らかに

高齢者の方が来られるようなところなんで、

やはりそういったところに全額とまではい

かなくても一定割合で負担してもらうって

いうのも一つかなあと思いますし、そうい

った施設って本当にちょっとこう、町の施

設とはちょっと離れたところにもあるし、

高齢者が集まって、高齢者に何かしてもら

う楽しんでもらう施設であるんで、そこら

辺の普及の促進というものは重要になって

くるかなと思うんでそこら辺もいろいろ調

整しながら考えていっていただけたらと思

います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

高尾です。 

説明書の 44 ページ。１番の指定管理者選

定事業なんですが、これは選定委員会の運

営いうことで、メンバー構成はどのように

なっているのか、お聞きします。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

メンバーについてなんですけれども、ま

ずは学識経験者の方を１名選定しまして、

あとは委員会のほうは関係部長になります。 

あとは部会のほうで、所属原課の課長と

関係する課長、こちらのほうで要綱とかを

定めまして、委員会で決定していくような

形になります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

大体、豊能町の関係の方が選ばれる感じ

ですね。学識経験者はどういう方が選ばれ

ることになるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 
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前回の例で言いますと、大学の教授の方

ですとか、あと、高山コミセンの場合でし

たら農業の経験されている町内の方を選ん

だことがあるんですけれども、基本的には

その業務について精通した方になります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

運営の開催の頻度も聞きたいんですが、

ここに事業内容が書いてありますが、運用

に関する重要な事項について、会議をね開

くようなことが書いてありますが、重要な

事項っていうのはどういうようなときのこ

とを指すのか。聞きます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

指定管理３施設あるんですけれども、そ

れぞれ３回予定しております。 

重要な事項っていうのは、こちらのほう

でいうと、実際にどういう業務をしていた

だくか、あと自主事業でどういう業務をお

任せできるのかっていうのをその中で決定

することになりますので、その辺を決める

会議になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

３施設の中ではそれぞれスポーツ施設だ

の福祉関係もあると思うんですけど、そう

いうところでの重要な案件、自主事業を決

めるときに集まって会議を開くと、そうい

うことでよろしいんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

こちらのほうは、募集要項ですとか選定

についてここで討論する場になっておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今の関連なんですけれど、シートス、前

４年の契約だったと思うんですけど３年に

なりましたよね、今のところが。 

そういうこともみんなこの会議で決める

んですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

こちらの期間についてもこの委員会の中

で決めていきます。 

基本的にはおおむね５年というふうに考

えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

関連ですけども、となるとこの 11 万

3,000 円という予算ってのは人件費なのかな、 

学識者の。 

 もしそうであるならば、何回ぐらい会議

に出てきてもらおうとしているのかお尋ね

します。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

指定管理者選定事業のおおむねの費用に

つきましては、非常勤の報酬。こちらのほ

うが学識経験者の方が一回 7,000 円。それ

を一施設３回来ていただく予定で３施設で

すので６万 3,000円。 

あと、こちらの学識経験者の方の旅費と
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しまして４万 5,000 円。あとその他消耗品

としまして 5,000円を計上しております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

これは豊能町の公共施設内で指定管理を

されているわけですよね。 

シートスの場合は何か、施設の中で改修

しないといけないときには、２分の１なり

利益を伴っているところでは半分補助は出

していただくとか、そういうようなことも、

これはこの場合もあるんですか。 

そういうことを決めるような場も、一切

ないのがあるのか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。そちらの費用分担につきましては、

幾ら以上についてはそこの取りました指定

業者が支払うですとか、幾ら以上のおっき

な工事については町が持つというようなこ

とも、こちらの中の仕様書の中で定めてい

く形になります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

23 ページの運転免許証自主返納者移動支

援事業なんですけれど、これで免許証返納

してくれはるかなっていうのもあるんです

けど、頑張ったということですか。 

ほんでどのように広報されますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、浅海理事。 

○総務部理事（浅海 毅君） 

総務部、浅海でございます。 

こちらの広報ですけれども、広報のほう

は広報とよのそれからホームページ等で周

知を図っていきたいと思っております。 

それから年間の返納者が大体豊能町でし

たら、90件ぐらい例年あるようです。 

その中で一定ですね、どれぐらい申請来

られるかちょっとわかりませんけれども、

申請に来られた方に対して先ほど申し上げ

ましたグラウンドパスとそれから hanica カ

ードのそれぞれ助成に係る一部の金額を助

成するというふうに考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

41 ページです。前年に比べて 500 万円ア

ップしてるんですが、この説明は郵便代が

上がったという、ちがったかな。 

余りにもちょっと高過ぎるんで、それだ

けですかみたいな質問がまず１個です。 

それともしそれが 500 万が全部郵便代だ

としたら、余りにも町の負担大きいので、

今後こういうことに対して何か施策なり何

かあるんだったらお聞かせください。 

まずはこの 500 万の内訳は全部郵便代で

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

先ほど言われた 480 万円については全て

郵便代になっております。 

基本的には 10 月１日に改正された郵便代

84 円とか 94 円が 110 円に変わっております

ので、その分の金額が上がった形になりま

す。 

その上がったことに対して何かできない

のかということにおきますと、郵便代です

のでちょっとそこに補助があるとか、何か

削減できる、努力はするんですけれども、

なかなか難しいところはございます。 

以上です。 
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○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

改めて郵便代だけで 480 万になってびっ

くりしたんだけど、そうすると郵便代だけ

でこん中幾ら入ってんですか予算として。 

この真ん中ですね。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

郵便代だけで、通信運搬費としまして

1,997 万 3,000 円。令和７年度予算ですけれ

ども上げております。 

ちなみにですけれども、令和６年度予算

額は 1,509万円になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

それ変な話だけど、それ郵便で送らざる

を得ないようなものなんやね。 

郵便以外で何かやることによってこの価

格を抑えるとかそんなんできへんのでね、

そうやな。 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

保険証とかの発送ですと簡易郵便とかで

送らないといけないことがあるんですけれ

ども、今後速達で送っているものについて

送らないようにするとか、そういう努力は

今後、努めていきたいなと考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

それ速達で送らなあかんのはもう急がな

あかん、当然急がなあかんけどそれは何か

作業が遅れたから速達で送らなあかんとか

いうそういうふうなこと、それとももうそ

れはもう速達で送らざるを得ない代物って

いうそういう位置づけなんですか。 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

はい。総務課、井上です。 

住民さんに早く届けないといけないもの

について速達しているものもございますが、

それぞれの担当によって速達っていうのを

選んでいるところがございますので、その

辺できるだけ普通郵便で対応できるように、

今後周知していきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

54 ページの消防広域化事業でちょっと何

ていうかな、情けない質問かもしれません

けども。まずこの括弧の中にある、消防団

に関する事務並びに消防施設の設置、維持

及び管理に関する事務を除く、って書いて

ますよね。これにかかったもしかかった場

合で別途はどこにあるのかなというのが１

点です。 

それと、箕面市に委託してるのは私は人

件費というふうな理解を持ってたんですけ

ども、人件費にしては余りにも今回高過ぎ

るので、どういう内容なのかをちょっと申

し訳ない。基本的な質問で申し訳ないんで

すけどお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課の田村でございます。 

消防団に関する事務並びに消防施設の設

置、維持及び管理に関する事務を除くとい

うことですけども、例えばですね、消火栓

や消防団に関する事務を除いたことになり

ますので、救急業務、消防業務、全般にな

ります。 

２点目ですけども、人件費だけではあり
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ませんでして、庁舎の補修や、消防車の購

入更新、運営維持管理等に係る経費も含ま

れております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

たしか庁舎のなんやらかんやら、箕面の

ほうで建てるときも豊能町が負担するよう

にちょっと認識してたんですけども。 

そうなるとですね、この間ちょっと気に

なったんですけど富士通から戻ってきまし

たね。あのときに、あの部分は豊能町の財

産なんだなあと。だけども豊能は貼っても

らえないわ。何がどこで、豊能町の財産と

いうものはどこで、一体その財産に対する

予算はどこに上がったのかなという、そう

いう流れの質問なんですね。 

お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課の田村でございます。 

豊能の名前とか貼っていただかないとい

うことで、ちょっと箕面さんのほうと御協

議させていただきまして、現在のところ、

救急車、消防車に豊能の名前が入っており

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

今のね、消防署は箕面のほうと豊能、ち

ょっと折半したり割合でやるんだけども、

今豊能町に建っている建物ありますよね、

豊能町の財産で建物。 

あれは豊能町のものですか。それとも箕

面にもうやってしまっちゃったもんなのか

な。 

お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課の田村でございます。 

無償貸与という形でお貸ししている形に

なりますので、財産的には豊能町なります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

先ほど５億円がどうのこうの話出たけど、

いかにして豊能町のね、これから楽にして

いくかってことを考えて、無償貸与という

とこが一歩抜け出すことができるかどうか。 

それは直接ちょっと向かって言っちゃいけ

ないけども。 

 町長とかね副町長とか担当者のほうでよ

ろしく、そのまま無償対応でいいかどうか

も含めて、話を進めていってください。 

お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇議員。 

○委員（才脇明美君） 

Ｕターンのね、22ページです。 

４番、移住就職応援事業なんですけど、

これＵターンの支援なんですけど、この補

助金が先ほど１人５万円。 

これはどういうふうな発信をされるつも

りですか。 

一般質問でもね、ＳＮＳで発信してほし

いって言ってたんですけど。経費がかかる

とか言うてはったんですけど、そんなどっ

かに入ってます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課の黒田です。 

こちらＵターン奨励金の周知についてで
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すけれども、こちらは広報とよのですとか

町ホームページはもちろん実施をさせてい

ただきまして、あとはですね親元を今一旦

離れて町外に転出されてる方にも情報を届

けれるような形でですね、何かちょっと自

治会を通じてですとかそういう形で何かこ

う、幅広くちょっと周知をできるようにち

ょっと取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

ＳＮＳの発信はまだ動いてないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

すいません。まだちょっと今のところ動

きとしてはできてないんですけれども、そ

の辺りも含めてちょっと検討してまいりた

いと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

大変忙しいかと思いますので、今後とも

考えていただけるようによろしくお願いい

たします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今のＵターンなんですけど、出生から 18

歳までいた子が対象ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課の黒田です。 

一応出生から 18 歳までに豊能町に住民登

録があった方というところで想定をしてお

りますので、出生から 18 年までずっととい

うわけではなくて住民登録あった方という

ことを対象にしようと想定をしております。 

はい。以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

それはその中の１年でもいいんですか。

うちの子は３歳から来てるんですけどもう

出て行ったんですけど。 

もし戻ってきたら対象ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。一応今の想定としましては、出生

から 18 歳までに豊能町の住民登録があった

方及びその中で満 18 歳以上 50 歳未満とか

ですね、年齢の要件を付けて、あと町外へ

転出して２年以上経過した方という、この

ような方を対象に支給のほうをしようと想

定をしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

そしたら、たった１年間だけその 18 歳ま

での間いてても対象になるということやね。 

その辺り大丈夫なのかな。 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。今の想定としてそういう形で考え

ているんですけどもちょっとほかの市町の

ちょっと状況も、制度を見ながらちょっと

はい、話は詰めていきたいと思っておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 
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はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

予算説明資料 21 ページのこの家財道具の

処分とかの補助とかですね今回新婚世帯に

対して住宅取得とかリフォーム費用などの

支援ということで、増額になってるという

ことなんですけど。家財道具の処分とかっ

ていうと以外と何か住民の方でも、知らな

いというか、何ていうんですかね、町報を

そんな細かく見てないし、これをこの予算

に何かＰＲとか、何かもっと広くＰＲする

ようなものが入ってるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課の黒田です。 

はい。今家財道具処分のことでというこ

とでＰＲのことでおっしゃっていただいた

んですけれども、予算の中ではですね印刷

製本費ということでチラシを作成するため

の印刷製本費のほうを計上しておりますの

で、こういうものを使いながらですね、も

ちろん広報やホームページも使いながらな

んですけども、ちょっと今、情報の周知が

ちょっとできない部分もあるかと思います

ので、こういうとこは積極的に努めてまい

りたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

チラシも作成するということで、これは

どこには張る予定なんでしょうか。 

何か人の目につくところには当然張った

ほうがいいと思うんですけど。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課の黒田です。 

この住宅流通多様化促進事業の中にはで

すね家財道具の処分のほかにも空き家のリ

フォームですとか、今年度７年度から実施

する結婚新生活の補助金なんかも含まれて

おりますので、こういうものをですねもち

ろん町内の方もちろんなんですけれども、

町外イベントに行ったときとかですねそう

いうものも含めて周知を図ってまいりたい

と思います。 

またＳＮＳ、とよのんのフェイスブック

とかですねそういうものを通じて、ちょっ

とＰＲができるものについてはＰＲを進め

ていきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

関連やけど、よろしいか。 

このね、住宅流通多様化促進事業、先ほ

どからもねおっしゃってますけども、家財

道具の処分とか空き家のリフォーム、それ

で今回新婚世帯というね、そういう対象に

した事業になってますけども。 

それぞれ、どれぐらい、目標やないけど

も、考えておられる。例えば家財道具の処

分何件とか、新婚世帯何世帯とか、そんな

何か一つの目標みたいな何かあるんでしょ

うか。 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

はい。総合政策課、黒田です。 

予算としましては空き家の家財道具の処

分につきましては５件分を計上しておりま

す。 

空き家のリフォームに関しましては３件

分を計上しております。 

結婚新生活の補助金に関しましては、一

応 29 歳以下と 39 歳以下で補助の金額は違

うんですけれども、29 歳以下のほうは２件。

39 歳以下のほうは２件ということで予算を

計上しております。 
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以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

予算説明資料の 10 ページの町債の小中一

貫校施設整備事業債って、今回かなり大き

な町債が学校関係で上がってるんですけど

も、今後の公債費ってどれぐらい増えてい

くんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

江崎課長補佐。 

○行財政課課長補佐（江崎純史君） 

はい。行財政課、江崎です。 

公債費がどれだけ増えるのかということ

ですけれども、今後の例えばこの小中一貫

校の事業債ですと、すぐに支払いが始まる

わけではなくて先に利子を払って償還金を

払っていくということで負担額が出てくる

わけですけれども、こちらが先ほど申し上

げたように財政推計として、今後積み上げ

ていく数字というふうになります。 

ただ公債費自体は増えるんですけれども、

ちょうど御覧いただいてます説明資料のと

ころに交付税措置というふうに書かれてお

ります。こちらが元利償還金に対して、普

通交付税として措置されるものということ

になりますので、例えば今年度の町債の予

算額全体は 13 億程度なんですけれども、こ

のうち８億 8,000 万程度が交付税措置とい

うことになりますので、４億 2,000 万程度

が実質的な町負担額というふうになる予定

です。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

学校関係のこの公債費っていうのは何年

スパンぐらいになるんでしょうか。 

何十年とか、償還するスパン。 

○委員長（中川敦司君） 

江崎課長補佐 

○行財政課課長補佐（江崎純史君） 

はい。行財政課、江崎です。 

予算書のですね 22 ページを御覧いただき

たいんですけれども、こちらに小中一貫校

施設整備事業債の償還期間と措置期間とい

うふうに書かれています。 

措置期間というのが利子だけを払う期間

になりまして３年間、償還期間自身は 25 年

間というふうになっております。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

ほかは、ありますか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

万博に戻ったらあかんのですけど、高校

生はどうやって連絡をとるんですか。 

これ定期代も含めてなんですけど。 

何かあてがあるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、黒田課長補佐。 

○総合政策課課長補佐（黒田朋弘君） 

総合政策課、黒田です。 

はい。高校生の方に対して周知というこ

となんですけれども、こちら町で申し上げ

ますと広報とかホームページで実施してお

りますのと、また大阪府のほうですね高校

生、府立高校生なんかもいらっしゃいます

ので、府政だよりですとか府立高校を通じ

てとかですねそういう形で府からのＰＲも

実施していただいてるかと思いますので、

そちらも併せてＰＲをしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

すいません、教育委員会が帰ってしまっ

たんですけど人件費についてお尋ねをした
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いんですけれど、町費で賄う、先生などい

らっしゃいますか。 

もし、今答えられなかったらまた教育の

ところで伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

いけますか。 

福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

はい。町費で任用させていただきます会

計年度任用職員の講師の先生でございます

けども、来年度ですね、東能勢中学校と小

学校のほうで、技術科の先生と家庭科の先

生と支援担当の先生を予定しております。 

金額で申し上げますと、教科を担任して

いただくお二人が約 220 万円、支援学級を

担当していただく先生が時間が長いという

ことで約 620 万円、合計 840 万円を計上し

ております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そしたら、もし加配でもらえる先生がい

らっしゃったら、その人を充てるっていう

ことを、もったいないですよ週 10 時間非常

勤講師はもったいないですけどそういう考

えはないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

小規模校ですのでなかなか加配だけでは

担任が不足するという事情があるために町

費で雇用するというふうに聞いております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

さっき私、54 ページの勘違いしてたかな

と。この括弧の中の消防団に関する、以下

全部消防団のことですね。 

まずそれを確認したいのと、今回の４億

6,941万の、何でこの金額になるのか。 

２点お尋ねします。54ページです。 

○委員長（中川敦司君） 

田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

はい。総務課、田村でございます。 

消防団に関する事務及び消防施設の設置、

維持管理は各市町村の事務となっておりま

す。 

それ以外の消防業務に対しまして、事務

委託をしているというところでございます。 

７年度の予算の内訳としまして人件費が

２億 4,749 万 1,000 円。対象物件費のほう

が 4,187 万 7,000 円。消防庁舎の補修につ

きまして 132 万 2,000 円。消防通信、臨時

の費用としまして 152 万 3,000 円。デジタ

ル無線の更新につきまして１億 5,093 万

9,000 円。車両の更新につきまして 2,611 万

2,000円となっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

さっきの括弧の中の消防団に関する事務

がここでは消防団なのかなと思ったんです。 

あとは、そのあとじゃなくて全部一括消

防団関係ですね、この括弧の中は。ってい

うのがまず１点確認したいんです。 

それとですね、今回の 8,000 万多分アッ

プになってると思うんだけども、計算する

と。これ何かなあというのが２点目です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 
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総務課、田村でございます。 

町の消防の事務としまして、消防団に関

する事務とですね、消防水利等の設置とか

維持管理につきましては、各市町村で対応

する事務となっておりますので、消防団と

はまた別のお話になってまいります。 

あと予算が昨年度より上がっているとい

う主な理由につきましては、先ほども御説

明させていただきましたとおり、デジタル

無線の更新事業に１億 5,093 万 9,000 円を

計上しておるための増額となっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

確認します。人件費、物件やらデジタル

の更新、車両も含めて、これ全部豊能町の

人口と広さ、これを基礎に箕面市とこう分

け合ってるっていうかな、委託料になって

るっていう理解でよろしいですか。 

何か１個でも違うものがあったらお尋ね

したい、例えば折半するとか。 

お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

はい。総務課、田村でございます。 

議員がおっしゃるとおりでございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ちなみにその箕面と豊能の案分割合とい

うかそんなん、何％何％と決まってました

よね。 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

はい。総務課の田村でございます。 

案分率でございますが、箕面市０.856、

豊能町が０.144、案分率になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

約 15％と 85％いうことやね、ざっと。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

この中の物件 4,108 万かな約。どんな物

件かわからないけども、例えば豊能町のあ

る今無償貸与してる、あの建物を例えば塗

り替えるとか何かの整備が入ったときは、

その分は箕面にお願いできないですよね。 

経費出してちょうだいってわけにいかな

いものかな、無償貸与してる以上。 

そういったところでも、出だしのところ

契約でうたわれているのかどうかだけお尋

ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

はい。総務課の田村でございます。 

案分率にのっとった額を請求されます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

先ほど私が質問したね広域連携事業、２

市２町のこことは関係ないんですね。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課の田村でございます。 

先ほどの議員の質問とは関係ございませ

ん。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかなければ、私からやりましょうか。 

よろしいか。 

説明資料 40ページをお願いします。 

この小事業名ですね令和７年経済センサ

ス活動調査準備事っていうふうな項目があ
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って、１万 4,000 円計上されてまして、ど

んな準備をすれば１万 4,000 円でいけるの

か。 

その辺りどういうことなのか、ちょっと

説明お願いしたいと思います。 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

この令和７年経済センサス活動調査準備

事業でございますが、実際、これ地図を購

入するだけでございます。はい。 

実際の経済センサス自体は、本調査自体

はまだ先になってます。 

今年はですね７年度につきましてはあく

までも活動調査の準備をするというだけで

すので、それに向けて最新の地図を購入す

る、それだけの予算を計上させていただい

ております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

その地図って何か特殊な地図なんですか。 

どこでもあるような地図。 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい。広報職員課、福本です。 

はい。普通の一般的な住宅地図を購入す

る予定にしております。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうですか。 

なければまたほかにやりましょうか。 

ほか、よろしいですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

61 ページの普通財産管理事業なんですが、

①の普通財産の町有地の草刈り、剪定なん

ですけどこの中に戸知山も入ってるんです

か。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、玉川課長補佐。 

○行財政課課長補佐（玉川 徹君） 

行財政課、玉川です。 

入っております。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかはよろしいか。 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

予算説明資料 49 ページ。ここの防犯等事

務事業の予算がついてましてね、防犯意識

の向上っていうことなんですけど、ちょっ

と最近希望ケ丘でもちょっと個人情報なの

で詳しく言えませんけども、ちょっと何か

危険な在宅中にちょっと不審者が何か襲わ

れ、襲われるというかそういう方がちょっ

といているという危険な話をちょっと聞い

てますので、ちょっとこの防犯意識の向上

ってのは高齢者が多い町なので、非常に怖

がってる住民、その話を聞いた住民の方が

いろいろものすごい毎日怖い思い、そうい

う人が今いつ来るかわからへんから怖いっ

てよく聞くんですけど、この防犯意識の向

上っていうのはどういうふうな取組になり

ますか。 

○委員長（中川敦司君） 

いけますか。 

はい、井上課長補佐。 

○総務課課長補佐（井上和也君） 

総務課、井上です。 

防犯意識の向上ということで、豊能警察

のほうから安まちメールというのが来まし

て、その情報をもとに防災無線を流したり

ですとか、たんぽぽメールで周知を図るよ

うな形で、未然に犯罪を防ぐようなことの

取組をしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 
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先ほどの管野議員の関連なんですが、こ

の戸知山の草刈りは幾ら予算取ってるのか

な。 

○委員長（中川敦司君） 

  玉川課長補佐。 

○行財政課課長補佐（玉川 徹君） 

 行財政課、玉川です。 

 すいません。大まかな概算になってしま

うんですけれども、主に草刈りで 100 万程

度。年によって台風とか、大雨があったと

きとかによっても増減あるんですけれども、

その際側溝の管理に約 50 万か 70 万、トー

タルで 150 から 170 万程度の費用を計上し

ております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

これはやらないとまずいですか。ってい

うか地域との約束があるとか、ほっとくと

また道路が崩れるとか、あんまりもかけ過

ぎてる。だって、447 万 5,000 円のうち 150

万は戸知山でしょこれ。 

あんまりだなあというふうに思うんで、

５億円のとこをいかにひねり出すかも含め

てね。考えられないですか。 

○委員長（中川敦司君） 

玉川課長補佐。 

○行財政課課長補佐（玉川 徹君） 

行財政課、玉川です。 

そうですね議員御指摘のとおりほってお

くと草がすごいことになってしまったりと

か、大雨とかになると大規模な２次災害と

かにも発生する可能性があるので、できる

だけおっしゃられるように費用のほうはか

けないような方向で、ちょっとまた見直し

等も含めて検討してまいりたいと思います。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

草刈り、どこの草刈ってんです、道路の

左右。あんだけ広いところ、草いっぱいあ

るわね。 

中のほうなんか別に草ほっといたって構

わないじゃないかと思うので、どこの草刈

ってんのかな、100万もかけて。 

○委員長（中川敦司君） 

玉川課長補佐。 

○行財政課課長補佐（玉川 徹君） 

御指摘のとおりですね、中はほぼほぼ、

廃地的な状況になっておるんですけども。 

真ん中の辺に桜とか、池田前町長が植え

られようとしたとことかがありまして、主

にその辺の周辺が多くなっております。 

すいません。これぐらいしか答えられま

せん。申し訳ございません。 

○委員長（中川敦司君） 

ほか何かちょっと私のほうからよろしい

ですか。 

55 ページお願いします。説明資料の 55 ペ

ージ。これ消防関係かな。 

小事業名三つ目なんですけども、中継用

資機材整備事業ということで 33 万円計上さ

れておって、何かね消防器具かなんかその

機材を購入するってありますけども、これ

って、すいません、どれぐらいの数これ購

入されるのか。 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

はい。総務課の田村でございます。 

令和７年度につきましては、五つ購入予

定となって、５個の購入予定となってます。 

どうしても消防団、分団の数がですね、

九つある関係から、単年度では無理で２年

度で計画しております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 
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ということは、今回５台で残りはまたそ

の次の年度で買いはんのかな。 

はい、田村課長。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課の田村でございます。 

議員おっしゃるとおりです。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

これちょっと事業概要のところを読んで

てもちょっとわかりにくいんやけども、ど

んな器具なのか、それは説明できます。 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

はい。総務課、田村でございます。 

小型ポンプの圧力、中継という方法があ

るんですけども、山火事とかで、１台の消

防車で、遠くの山火事を消すには、相当な

ホースの延長が必要でございますので、そ

こに小型ポンプを随時、５本ホース伸ばし

たところで、次に小型ポンプを設置してと

いう、ポンプをだんだんと何個か設置して

いきます。その中でですね、大きなポンプ

から小さなポンプに圧力をかけるとポンプ

が潰れてしまいます。それを水圧を逃がす

ための道具を今回、購入させていただきま

して、小型ポンプの破損を防ぐための目的

としております。 

小型ポンプ、大変高うございますので、

それを保護するための道具です。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

何か水圧を逃がすことは圧がそこへ下が

るから逆に水を送りにくくなるように今思

ったんやけど、それは大丈夫なんですね。 

はい、田村課長補佐。 

○総務課課長補佐（田村 豊君） 

総務課の田村でございます。 

そこら辺は大丈夫です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいですか。 

はい、いいですか。 

34 ページをお願いします。34 ページです

ね、小事業名がＮＰＯ等支援事業ってあり

まして、これが前年度 134 万 3,000 円で今

回 110 万円、減額かな。１割から２割程度

減額になってますけども、この辺の内容を

お伺いします。 

はい、福本課長補佐。 

○広報職員課課長補佐（福本洋久君） 

はい、広報職員課、福本です。 

この内訳なんですけども、豊能町の特定

非営利活動法人支援補助金という名目で予

算化させていただいています負担金、失礼

しました補助金なんですけども、その原資

がですね、それぞれのＮＰＯさんに対して、

ふるさと寄附でいただいたお金がこれ原資

になっております。 

昨年度と今年度減っているのはですね、

令和５年中にヴィエントさんがその補助金

の申請をしたために、もともと、基金に積

んできてた、そこのＮＰＯを支援するため

の寄附金が減ったということで、今年度の

当初予算額が減っているというものになっ

てます。 

ですから町の単費ではなくてですね、ふ

るさと寄附が原資になっていますので、使

えば補助金を支出すればまた減ると、また

寄附をいただくと増えると、そうですねそ

ういう仕組みになってございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ほかいいですか。 

もう、すっきりできましたか。 

聞くべきところは聞いておいてください

ね。 

ないようやったら、入替えタイムになり

ますけど、よろしいか。 

   （「はい」の声あり） 
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○委員長（中川敦司君） 

そうしましたら、次の部門に移りたいと

思いますので、次は 67 ページから 117 ペー

ジかな、生活福祉部関連になるんかな。 

一旦休憩したほうがいいね。 

はい、一旦暫時休憩させていただきます。 

再開は 45分といたします。 

  （午後２時 33分 休憩） 

  （午後２時 45分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続いて会議を再開いたしま

す。 

ページ数ですけども、67 ページから 117

ページのですね、生活福祉部が所管する事

業予算について説明をお願いをいたします。 

はい、清水支援室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

はい。福祉課福祉相談支援室、清水でご

ざいます。 

第 20 号議案、令和７年度豊能町一般会計

予算の主なものにつきまして御説明申し上

げます。 

着座にて失礼いたします。 

まず、予算書 95 ページ、予算説明資料 71

ページを御覧ください。児童手当支給事業

でございます。 

令和６年 10 月から児童福祉法の改正によ

りまして、児童手当の拡充により２億 1,993

万 3,000円を計上しております。 

児童手当の主な拡充内容につきましては、

所得制限の撤廃、支給期間をこれまで中学

生終了までとしていたものを高校生年代ま

で延長、第３子以降の支給額を３万円に引

き上げるなどでございます。 

次に、予算書 86 ページ、予算説明資料 74

ページを御覧ください。障害者自立支援事

業でございます。 

障害者自立支援事業は、障害者の障害福

祉サービス利用等に係る予算で、４億 5,000

万飛んで 28 万 3,000 円を計上しております。 

主な理由としましては、令和６年度に町

内にグループホームが新たに新設されて、

そのグループホームへの入居、その他他市

のグループホームへの入居者数が増加した

こと、それと重度障害者に対する重度訪問

介護の利用者数の増加となっております。 

次に、４、障害者システム改修事業でご

ざいます。 

令和６年度報酬改定に伴うシステム改修

及び障害者、精神障害者に対する旅客鉄道

株式会社等の旅客運賃の割引に係るマイナ

ンバー情報連携に伴うシステム改修に係る

費用として、1,139 万 6,000 円を計上してお

ります。 

福祉課からは以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

住民人権課の西田でございます。 

住民人権課の所管業務のうち、主な業務

について御説明いたします。 

それでは着座にて説明させていただきま

す。 

では予算説明資料 80 ページ、予算書 76

ページを御覧ください。戸籍事務等窓口業

務事業でございます。 

こちらは戸籍や住民票、印鑑登録等に関

連する事務を行うための経費でございます。 

小事業１の戸籍事務等窓口業務事業は経

常事業でございます。 

主なものでは、システムの保守の経費で

339 万 1,000 円、システムの機器の使用料

1,101 万 2,000 円など、戸籍や住民票、印鑑

登録など、日常の窓口業務に関連する経費

でございます。 

予算額は前年に比べ約 160 万円の増額と

なっておりますが、これは基幹系システム

の標準化によるコンビニ交付システムの保
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守経費の増額でございます。 

小事業２の戸籍振り仮名記載法制化対応

事業でございます。 

こちらは戸籍法の改正により、戸籍に振

り仮名を記載することが義務づけられまし

たので、それに対応するものでございます。 

こちらにつきましては、令和６年度には

主に法改正に対応するための戸籍情報シス

テムの改修費用を要求しておりましたが、

令和７年度は、振り仮名を本人に確認する

ために要する通知書の印刷代及び郵便代な

どを要求してございます。 

予算額は 264 万 2,000 円。主な内訳は、

通知書の印刷代 149 万 2,000 円、郵便代 110

万円となっております。 

この経費に対しましては、財源が措置さ

れておりまして、全額が国庫補助でござい

ます。 

予算書の 42 ページ、国庫支出金、国庫補

助金、総務費国庫補助金、戸籍住民基本台

帳費国庫補助金の社会保障・税番号制度シ

ステム整備費国庫補助金において同額を計

上しているところでございます。 

次に小事業３の戸籍システム標準化対応

事業は、戸籍情報システムを国に標準化基

準に適合したシステムとするため、必要と

なる環境設定・整備を実施するものでござ

います。 

見積額 7,894 万 8,000 円で、内訳は戸籍

情報システムの保守管理委託料が 266 万

3,000 円、標準化対応への業務委託料が

7,628万 5,000円となってございます。 

次に小事業４のコンビニ交付標準化対応

事業でございます。 

こちらは住民記録システムの標準化に伴

い、コンビニ交付システムを標準化後の住

民記録システムとの連携が必要となるため、

新たに環境設定・整備を実施するものでご

ざいます。 

見積額 1,006 万 5,000 円で、主な経費は

コンビニ交付システムの標準化対応業務委

託料で 1,002 万 6,000 円となってございま

す。 

住民人権課の説明は以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山です。 

健康増進課の事業のうち、主なものを御

説明いたします。着座にて説明させていた

だきます。 

予算書の 97 ページ、予算説明資料 112 ペ

ージをお開きください。まず、食育推進計

画策定事業でございます。 

この事業は、平成 31 年３月に策定いたし

ました豊能町食育推進計画について、達成

度の評価及び住民の食に関する意識や実態

を把握するためのアンケート調査を実施し、

課題解決に向けた取組を推進するための計

画策定に係ります業務委託料でございます。 

次に、予算書はそのまま 97 ページ、予算

説明資料も同じくそのまま 112 ページを御

覧ください。こちらはがん患者のためのア

ピアランスケア助成事業でございます。 

抗がん剤治療や外科的治療のために、外

見の変化を受けられた方に対しまして、補

装具、医療用ウイッグや乳房補装具の購入

費用の一部を助成する補助金でございます。 

次に、予算書 99 ページ、予算説明資料

114 ページをお開きください。帯状疱疹ワク

チン定期接種化事業でございます。 

この事業は令和７年４月１日より、予防

接種法第５条の規定によります定期の予防

接種を行う対象疾病に帯状疱疹が追加され

ることに伴いまして、新たに定期接種実施

に係る費用でございます。 

内訳としましては、印刷製本に係る費用

16 万円、通信運搬に係る費用２万 4,000 円
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と接種に係る業務委託料が 183 万 6,000 円

と、他市等で接種された分の負担金として

７万 1,000 円と、他府県等で打たれた部分

の助成金、償還払いする分の助成金１万

4,000円でございます。 

次に、予算書 100 ページ、予算説明資料

の 115 ページをお開きください。多胎妊婦

に対する妊婦健康診査費助成事業でござい

ます。 

この事業は、多胎児を妊娠した妊婦は単

体の妊娠の場合よりも頻回の妊婦健診、妊

婦健康診査の受診が推奨されておりまして、

標準の 14 回を超える場合は、経済的な負担

が大きくなります。 

多胎妊娠の場合でも、安心して出産でき

る環境を整えるため、15 回目以降の妊婦健

康診査に係る費用の一部を助成するための

事業費でございます。 

次に、予算書 100 ページと予算説明資料

115 ページをお開きください。こちらは、５

歳児健康診査事業でございます。 

この事業は、言語の理解能力や社会性が

高まる時期である５歳児に対して、健康診

査を実施することにより、心身の発育・発

達状況や生活習慣、社会性など子どもの特

性を診査し、特性に合わせた適切な支援や

指導を行い、乳幼児への切れ目のない健康

診査の実施体制を整備するための費用でご

ざいます。 

次に、予算書 100 ページ、予算説明資料

115 ページをお開きください。妊産婦タクシ

ー費用助成事業でございます。 

この事業は、妊産婦が通院等のためにタ

クシーを利用した際の費用の一部を助成し、

妊産婦の移動の支援及び経済的負担の軽減

を図り、健やかな出産を支援するための費

用でございます。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき、御決定いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、それではこれより質疑を行います。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

114 ページの帯状疱疹ワクチン定期接種化

事業、具体的にどのように進められるのか

お聞かせください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

具体的に、 

○委員長（中川敦司君） 

もう一度質問。 

はい、管野委員、 

○委員（管野英美子君） 

誰でもそうやって、接種できるのかとい

うことです。 

何歳かというのと。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

申し訳ございません。理解不足です。 

対象年齢が 65 歳以上の方で５歳刻みの方

を対象としております。 

ワクチンが２種類ありまして、生ワクチ

ンが１回で、組換えワクチンが２回打って

いただくことになります。 

接種の費用が生ワクチンは 4,500 円、自

己負担いただくという形になります。組換

えワクチンのほうは、１回につき１万 1,000

円、ご負担いただく形となります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ちょっといいですか。その今 65 歳以上の

方対象というふうなことで、例えばもう大

分昔に 65 歳になってた人のような方は、こ
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の５歳刻みに合わないと駄目なのか、それ

とも大分昔に 65 歳やった人もすぐ受けさせ

てもらえるのか、その辺りはどうなんでし

ょうか。 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課、秋山でございます。 

５歳刻みのこの年齢を対象とさせていた

だいてます。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかないですか。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

才脇です。 

妊産婦タクシーの費用助成金なんですけ

ど、これ具体的にどのようにされますか。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

１回の妊娠、お一人妊婦さんお一人１回

限りなんですけども、妊婦の健診でありま

すとか、妊婦の歯科検診でありますとか、

あと出産時ですね、あるいは出産終わった

後の退院時なんかで、一般的に言われてお

りますタクシーの利用された方を、後から

お返しするっていう形になる、申請いただ

いて決定してお返しするという形になるん

ですけども、一回当たり２万円を上限とさ

せていただいております。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

１回だけしか利用できない。１回だけ。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

 はい。健康増進課の秋山でございます。 

１回の妊娠につき１回という形で、はい、 

させていただきます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

いや、よその自治体のことを言って申し

訳ない、秋山さん。よその自治体のこと言

うて申し訳ないですけどね、大体チケット

制で、上限２万円のタクシーチケットを 500

円刻みでね、配られたりするんだけども。  

１回２万円。おかしい私聞いてるの。 

 上限２万円、上限２万円で１回。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課の岡本です。 

１回といいますのは、想定してる申請回

数を１回で申請していただこうというふう

に今ちょっと申請を想定してまして、対象

となるのは、今、秋山のほうが申し上げた

とおり、妊婦健診、妊婦歯科検診から始ま

って、お子さんの生まれた後の産婦健診で

すとか、乳児一般健診辺りまでを対象にし

て、それぞれで使っていただいたタクシー

代の領収書と、あとその日に受診をされた

というような何か証明書を添付していただ

いて、全部終わった後にまとめて１回申請

していただくということで、例えば、妊婦

健診に１回乗られて、入退院のときにそれ

ぞれ、入院で１回、退院で１回、例えば３

回利用されていたら、３回利用された領収

書を合わせて１回で申請していただくと。 

そういうことを想定しております。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

よくわかりました。ありがとうございま

す。それだけです。 

○委員長（中川敦司君） 

これにちょっと関連しますけども、令和
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４年の一般質問で私、この伴走型相談支援

の一般質問させていただいた中で、大阪府

の松原市でこういう妊産婦の方がタクシー

チケットをいただいて何か利用できるみた

いなそういう事例があるよみたいなことを

言わせてもらってたんですけども、今回そ

の伴走型支援とまた別枠でこれ事業として

されるということなんですか。 

その辺りお伺いします。 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

こちらのほうは別枠といいますか、もう

単費での実施ということで位置づけており

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいですか。 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

112 ページの食育推進計画策定事業なんで

すけども、前の計画は平成 31 年３月、書い

てますよね。 

この７年間開いてんですけども、その中

でこの問題解決に向けて取り組む、推進す

るための計画策定を行うってなったんです

が、もう一つ具体的にどのようなことか、

どのようなアンケートをされようとしてる

のか、お尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

  当時の計画のほうで一応目標設定という

部分で、幾つか挙げられている部分を、実

際に数値目標で揚げられているものがあり

まして、食育に関するもの、食育の言葉を

知っているとか関心を持っているとかある

いは共食、結構個食が多いみたいな感じな

んで、共食誰かと一緒に食べるという行為

でありましたり、朝食を抜くとかいうのが

ありまして、あと、地産地消等の取組とい

うのは目標で掲げられているんですけども、

そういった部分、できているかどうかって

いうのも含めまして、現在また年が大分た

ってますので、今置かれている課題もどん

なものがあるのかなあというところでアン

ケートを実施したいなあというところでご

ざいます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

これ必要なものかなっていうところは疑

問なんですね、申し訳ないけども。 

ある程度学校教育とかそういうとこで対

応できるでしょうと思うし、個食、こども

食堂とかね、そういった形でもできる、地

産地消つったら全然違った分野に思えるの

で、この必要性っていうのかな。何か国が

どうしてもやりなさいとかそういうふうな

何かあれがあんのかな指導っていうのかな。 

どうしてもこの時点じゃないと駄目なも

んですか。だから７年間待ったのかどうか

ということも含めて、ちょっと必要なんだ

っていうふうな熱意です。 

お答え願います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

おっしゃっていただいてるとおりってい

うのは何なんですが、実際取組的にはさせ

てもらってるという部分がありますし、学

校のほうでもいろいろ取り組んでいただい

てると思うんですけども、先ほど申し上げ

ましたように当初の計画で立てた数値目標

といいますか目標的な部分が、どう活かさ

れてんのかなっていう確認作業は、ある一
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定必要かなあというところもありますし、

あと、今、国、府から、強く指導とまでは

いかないですが、できてるかなあというと

ころで調査等々問合せがかなり来ておりま

して、また近隣の市町村といいますか、府

内でも、ほぼほぼ計画策定しているってい

う部分がありますので、豊能町のほうでも、

食育に向けて取り組んでいるよっていう部

分を、持っといたほうが持ちたいなあとい

うところでございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課、岡本です。 

この食育の計画といいますのは、基本理

念としまして、食を通して健康な心身を育

み、家族や地域がつながるということを目

指すものでございます。 

年代に応じまして、乳幼児期、学齢期、

あと青年期、壮年期、高齢期とそれぞれの

ライフステージごとの行動目標を設定する

というような計画になっております。 

現在、特に、いろんな年代で、当然栄養

の関係とても重要なんですけれども、幼い

頃からずっとそういう食育にということに

親しんでいただいて、最終的にやはり高齢

期になったときに、特に今、介護予防の中

でも、口腔衛生ですとか栄養の面っていう

のはとても重要視されておりますので、最

終的にそこにつながっていくというものだ

と思って、重要な計画であるというふうに

思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

これすみません、何か先ほどからのお話

聞いてたら子ども対象みたいな感じだけど

そうじゃないんやね、年齢関係ない。 

例えばこのアンケートなんかは子どもだ

けじゃなくて結構、年齢いった方も対象に

してアンケートをされるというそういうふ

うな位置づけなんですか。 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

はい。先ほど課長申し上げましたように

ライフステージっていいますかね、年代ご

とに分かれて、目標設定、今までもしてき

ましたしこれからも乳幼児に向けて、母子

に向けてもそうですし、子どもさん、学校

もありますけども、健康増進課のほうで親

子でクッキングに取り組んでもらうとか、

あと、高齢者の部分につきましては介護予

防っていう部分なんかも絡んできたりしま

すので、全世代に向けた形でアンケートを

実施して、現状把握したいなというところ

でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

このアンケートの数ってどれぐらいされ

る、何人分とか考えておられますか。 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

まだ、最終的には確定してはいないんで

すが、一応今のところ 2,000 ぐらいを予定

しております。 

○委員長（中川敦司君） 

その 2,000 はさっき言ったその年代別に

うまいこと分散させて、何か抽出してされ

るいうことですか。どっかに偏らないよう

な形でそういうふうに考えてるんですね。 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

はい。そのように偏らないように分散し

た形で、アンケートを実施したい、実施す

る予定でおります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 
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○委員（秋元美智子君） 

ていうことは、アンケートの質問内容と

かそういうのはどっかに委託するのかな。

行政の担当者の中でするのか、郵便代も上

がってますし、この辺りの経費、逆に言っ

たら 2,000 件集めるのに、この金額では少

ないんじゃないかなというふうに思ったり

するので、行政の中で、質問事項は作った

りするのかな、あと集計も。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

アンケート調査の内容につきましては、

事務局といいますかこちらのほうで考えさ

してもらって受託者と相談しながらってい

う部分もあるんですけども、あとの調査票

の作成でありますとか、郵送費用でありま

すとかは、委託業者、業者に委託してって

いう形で考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そのアンケートは郵送なんですか。 

何かほかの審議会でメールでできるとか

いうのも伺ったんですが。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

  そうですね今まで郵送が主にだったかと

思うんですけども、今おっしゃられてるよ

うに、インターネットを通じたっていう形

が増えてるようですので、そこら辺も踏ま

えてまた検討して進めていきたいなと思っ

ております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうですか。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

83 ページのふれあい文化センター運営事

業なんですけど、これはちょっとね、減っ

ておりますが、講師の方は何人おられます

か。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。お答えいたします。住民人権課の

西田でございます。 

才脇委員御指摘の件なんですけれども、

恐らく 85 ページの地域交流促進事業に係る

ところかなというように思います。 

地域交流促進事業、講師の数をお問い合

わせいただいてるんですけども、現在のと

ころは講師の方は二人でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

83ページと 84ページどう違うんですか。 

わかりやすくちょっと具体的に言ってく

ださい。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい、お答えいたします。 

両事業の違いということでございますけ

れども、ふれあい文化センター運営事業の

こちらのほうにつきましては、ふれあい文

化センターの運営に係る経費ということに

なっておりまして、例えば運営委員会の委

員さんに払う報酬ですとか、あるいはその

他各種の負担金等を計上させていただいて

いるところでございます。 

こっちの地域交流促進事業のほう、こち

らのほうは、いわゆる地域交流促進事業に

係るところの経費ということになっており



69 

まして、ふれあい文化センターで各種教室

やってございますけれどもそちらに関する

経費を計上させていただいてるところでご

ざいます。 

失礼いたしました。管理のほうなんです

けれども、こちらはふれあい文化センター

の施設の維持費ということになっておりま

して電気代等を計上させていただいている

ところでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

83 ページも 84 ページも 85 ページも、こ

のページの概要の事業内容のところを見て

もらったら、おおよそのことわかりますよ

いうことやね。 

はい、西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

すいません。住民人権課の西田でござい

ます。 

今委員長のおっしゃるとおりでございま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

はいほかどうです。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今のところなんですけど、いつも言うよ

うに、公民館とどう違うねんということで、

フェードアウトをしていこうとしていませ

んか。 

昨年は 74 万だということと、前は絵画教

室とか、あと、華道もあったと思うんです

けど、だんだんなくしていくおつもりなん

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

住民人権課の西田でございます。 

管野委員おっしゃるとおり以前よりいろ

いろ指摘を賜っておりました。 

こちらのほうにつきましては、従来いた

だきました指摘等々を分析いたしまして、

例えば参加者数が少ないですとか、あるい

は実績が余りないというところにつきまし

ては、今年度の予算におきまして減額をさ

せていただいたところでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

それで、以前も新光風台から生徒さんが

来てるっていうことも答弁にいただきまし

たけれど、この講師料が 36 万円ですね。違

う報償費が 36 万円、消耗品が２万 5,000 円、

材料費１万 7,000 円と、ここへ行ったらお

月謝も要らないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  はい、萩原課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

はい、住民人権課の萩原です。 

月謝といいますかまず教室については今、

令和７年度は茶道教室と健康体操教室、こ

れを考えているんですが、体操については

無料で参加していただけますし、茶道教室

についてはお茶っ葉代がいるので、それを

参加費として少しばかりはいただくという

形になります。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

先ほど委員長おっしゃった事業内容やっ

たら反対じゃないですか。違いますのん。 

事業内容、83 ページ、これが講師のんじ

ゃないんですか。事業の企画及び運営じゃ

ないですか。 

○委員長（中川敦司君） 

85 ページを見ていただいて、そこのペー

ジの事業内容を見ると、教室であって茶道

とか健康体操。 

○委員（才脇明美君） 

失礼しました、はい。そしたら、この 83
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ページですね。83 ページ、83 ページ、運営。 

運営委員会の開催、こういうことをして

るんですね。 

ちょっと休憩、整理します。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

高尾です。 

ふれあい文化センターの件で、83 ページ

の今おっしゃっているところですが、文化

センター運営事業で、この事業概要が何か

不自然な文章だなと思ってるんですね。 

不自然というか、どういうことなのかお

聞きしたいと思いまして、尊重される社会

の実現に資するための運営を行うこれは当

然のことだし、人権を守ることに、人権尊

重されるべきものでありますので。 

ただ、人権問題の早期解決を図るという

問題の根拠ということをちょっとお聞きし

たいんですよ。 

人権問題っていうことがどういうことが

起こっているのかなと、そういうことをお

聞きいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。人権問題の早期解決を図るという

ところ、一体何を企図しているのかという

御質問だったと思います。 

こちらのほうなんですけれども、一般に

広く人権問題、何といいますかね、例えば

ですけども、生活相談も含めまして、幅広

く相談事業ということでとっているところ

でございます。 

一応、予防的な相談というところを含め

まして、幅広く行っておるところでござい

まして、なかなか一言で言うのは難しいん

ですけれども、最近の例えばあったとして

なんですけれども、そうですね男女差別の

ことですとか、家庭問題のことも含めまし

て、ここのほうでは幅広く相談に乗ってお

るというところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員、続けて。 

○委員（高尾靖子君） 

人権相談っていうのは、こちらの啓発の

82 ページで行われるんじゃないですか。相

談事業が入ってますのでね。 

この相談事業ですが、従来から私もずっ

とお伝えしておりますように、人権に関す

る啓発、人権まちづくり協会への助成、生

活人権相談事業、人権問題審議会開催、こ

の４項目があって、人権相談事業、これも

今、質問したような中身が入ってるのかな

というふうに思うんですが、 

○委員長（中川敦司君） 

それは 82ページやね。 

○委員（高尾靖子君） 

ちょうど今はね、今はね。 

さっき質問したのは、問題が根強くある

のか人権問題の早期解決っていうふうに書

いてあるので、その問題がどんな問題なの

か。それから人権相談の中でそういうもの

が発生しているのか。生活のこともおっし

ゃってましたのでね。 

その辺がそんなに地域としての問題が浮

上してるものなのかというふうに思うわけ

なんですけど、そんなことはないですよね

やっぱりこれ、豊能町全体のことだと思う

んですけれども、その点どうですか。お聞

きします。 

ここの地域に限って人権相談だけ問題が

あるということではありませんよね。 

はい、そこ確認します。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 
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住民人権課の西田でございます。 

その指摘につきましては、高尾委員御指

摘のとおりでして、特に当該地域のみとい

うことではなくて、人権擁護につきまして

は町全体で取り組むべきものでありまして、

町全体の問題であるというように認識をし

ております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

いいですか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ふれあい文化センターの役目なんですけ

どね。人権問題の早期の解決を図ると言っ

ても、文化センターそのものはしてるわけ

じゃない。事業としてね。 

だから、これ公共施設の再編の対象には

なってないんだけども、 

  （「なってる」の声あり） 

○委員（秋元美智子君） 

なってないでしょ。なってたこれ。だっ

たらいいわ。私対象になってないと思って、

なってんですね。じゃあもう間近。 

わかりました。 

ついでの質問で申し訳ない。 

隣の人権啓発の推進事業で約 150 万、い

やいや 140万かな、減ってるかな。 

この理由は、説明いただいたかな。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。お答えいたします。 

主な経費の増減というところでは先生御

指摘のとおり増えておりません。中身なん

ですけれども、今まで生活相談の人権相談

を外部に委託をしておったんですけれども、

それを来年度からは廃止するという形で予

算を計上しております。 

そのための減額でございます。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

委託をしないかな。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

相談事業を外部委託しないでという説明

だった今。いつも問題になってるあれね。 

わかりました。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。補足でございます。外部委託はや

めるというようにお答えをさせていただき

ましたけれども、相談そのものをやめると

いうことではございません。こちらのほう

につきましては相談、外部に委託するとい

うことは廃止いたしますけれども、その代

わりですね、いわゆる非常勤の職員さんに

対応していただくということになっており

まして、この方が管理人も兼ねてやってい

ただくということになっております。 

そのために経費が減額されているという

ところでございまして、あと回数も週１回

に減じております。そのため予算が減額に

なっているものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

相談事業ってのは、わかりました。どう

かなと思うけど。 

次、全く全然違ったページなんですけど

も、87 ページ、同じ相談事業だったと思う

んですけど、この消費生活事務事業ってあ

りますね。消費生活に関する情報収集や啓

発。これ前、消費者生活相談という形で、

豊能町なんか取り組んでたと思うんですけ

れども、もうそれはほとんどもう無理なん

ですかね。 
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そういう人材を探してくること自体が無

理なのか、経費の問題なのか。それともこ

ういう相談そのものが少なくなってんのか、

どれなのかお尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

住民人権課、西田でございます。 

ちょっと相談件数につきましてなんです

けれども、直接本町に持ち込まれる相談は、

年間数件程度というところで推移しており

ます。ただ、大阪府の消費生活センターと

いうところがありまして、そこに直接かけ

ておられるというパターンもございます。 

うちのほうにつきましては、なかなかで

すね、町の窓口に持ってこられた場合、専

門知識を有している職員がなかなかいない

ということもありまして、なかなか恐らく

満足な対応ができていないのかなというと

ころもございます。 

こちらのほうにつきまして来年度なんで

すけれども、会計年度任用職員１名、こち

らに来ていただく予定となっておりまして、

窓口の対応あるいは相談の対応をしていた

だく予定となっております。 

私からの回答は以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

この前専門職が、専門の方がいらっしゃ

ると思うんすけど、今回来年度の会計年度

職員の方はある程度専門知識を持ってるっ

ていう理解でよろしいですか。 

もしそうだったとても前向きな進め方だ

なと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。消費生活センターですね、専門的

な知識を持っておられる方が来ていただけ

ると聞いておりますので、その意味では、

秋元議員御指摘のとおりと思います。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

今の相談は、西公民館で今までやってた

と思うんですが、継続してそこの場所でさ

れるのかどうか、お伺いします。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

確認でございますけれど、今高尾議員が

おっしゃった相談というのは人権の相談っ

てことでよろしいですね。 

    （「はい」の声あり） 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。来年度西公民館のほうなんですけ

れども、使用実績が僅少であったというこ

とでございまして、来年度からは西公民館

で行う予定はございません。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

では、どこで利用できるいうことになる

んですか。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

お答えいたします。 

来年度からはふれあい文化センターのほ

うで、先ほど申しました週１回の相談で対

応することを考えております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 
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84 ページのふれあい文化センター管理事

業のところなんですが、事業概要の中で、

文章がちょっと、生活拠点及び地域住民に

とって拠り所として適正かつ効率的に維持

管理を行う。この地域住民ということをね

強調されているんですが、文化センターは

その地域の方のみいうようなイメージがこ

れね、ちょっと強く出てるように思うんで

すが、地域に密着した福祉文化センター、

福祉センターとして誰もが気軽にいうとこ

ろは誰もがいうのは、町全体で利用できる

いう意味もあるのかもしれませんが、何か

いろいろ交錯してる文書だなと思ってるん

ですが、この点は広い範囲で考えたらいい

んですね。 

おっしゃってください。 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

住民人権課、西田でございます。 

ちょっと当課からの文章が非常にわかり

づらくて申し訳ございません。 

今、高尾議員がおっしゃったとおりでご

ざいまして、広義に捉えていただければと

思っております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

107 ページの永寿荘と 108 ページの豊寿荘

なんですが、豊寿荘のほうが大きいんです

けど予算が少ない、何か工事とか入るんで

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

健康増進課の秋山でございます。 

永寿荘、おっしゃられるように、永寿荘

のほうが小さいというところでございます

が、永寿荘のほうに、送迎用の運転手の人

件費が入っておりますので、多くなってお

ります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

豊寿荘も、新光風台迎えに来てもらえて

るんですけど、その回数が違うということ

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

回数と申しますよりも、もともと、人の

予算上のはり付けが永寿荘についていると

いうことでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

106 ページの老人クラブ連合会の支援事業

なんですが、町老連に入っていなくても、

個別にっていうか、単位老人クラブという

のはあると思うんですけど、補助金は一緒

なんですか出ないんですか、町老連に入っ

ていないと。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

はい。補助金っていう部分につきまして

は町の連合会に対しての補助金という形に

なっておりますので、個別の老人会に対し

ては補助しておりません。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そしたら今五つの新興住宅地、五つです

ね、町老連に入っているのは。そこだけし

かこの支援はしていただけないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 
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秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

健康増進課の秋山でございます。 

はい。おっしゃってられたように、今、

老連に加盟している５団体分っていうこと

になります。 

○委員長（中川敦司君） 

はいどうぞ。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

関連でね、カラオケ大会も個別に出てい

らっしゃる方もいらっしゃるんですけど、

町老連に入ってないと駄目なんですか。 

カラオケ大会に来てはる人が何人かいる

んですけど、旧村の中で。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課、岡本です。 

町老連の活動としまして、単位クラブも

町老連に属しているところを対象に補助等

としていると。理事会等の参加も含めて、

登録されている単位クラブを対象に活動し

ております。 

ただ、地域によってなかなか、その単位

クラブの維持が難しいという問題もござい

ますので、なるべくいろいろお声掛けをし

て、登録していただけるような形にしたい

なというふうに思ってるんですけれども、

なかなかそれが現実的には難しいですので、

活動そのものにつきましては、全ての活動

ということではないんですけれども、登録

されている単位クラブ以外の地域からも、

個別に参加できる事業というのを、その事

業ごとに設定するなどして、なるべく多く

の方に参加していただけるようにというふ

うに、対応しております。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そしたら、永寿荘は地域ごとに分かれて

いるのか。豊寿荘は、例えば水曜日は新光

風台とか老人会で勝手に決めてはるんです

けどもね。本当に個人で豊寿荘使えない、

使いにくいと思うんです。個人とか自分た

ちのグループだけで行こうと思ったら。み

んな、麻雀とかカラオケとか、老人会が若

干仕切ってるいうたら失礼ですけども。貸

館でもないし無料で使える。あふれた人は

西公民館で麻雀してる人もいるし。 

今後、公共施設再編になったときに、こ

このところをちゃんと整理していただけま

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課、岡本です。 

豊寿荘、永寿荘の利用の仕方につきまし

ては、町のほうとしては、必ずこの曜日は

どこの地区というふうな指定をしているわ

けではないんですけれども、どうしても実

際の動きとして、そういう形になってしま

っているというふうには認識しております。 

今後施設再編等も含めまして、よりどん

な形で多くの方に使っていただけるのかっ

ていうのは、配慮しながら検討を進めてま

いりたいと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

もとに戻ってごめんなさいね。さっきの

ふれあい文化センターの件なんですけど 83

ページに戻ってください。 

これ 18 万 4,000 円で、この人権問題の解

決を図るとなってますけど、これどういっ

たことをするつもりなんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、西田課長補佐。 
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○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。住民人権課の西田でございます。 

こちらのほうの人権問題の早期解決を図

る、ちょっとこちらも当課の文書の書き方

が拙くて申し訳ございません。 

ここに書いてありますのはあくまでも運

営事業という位置づけでございまして、広

くですね、どのような事業を企画運営して

いくのかというところを、例えばですけれ

ども開催したとすればですね、運営委員会

等でお諮りいただきまして、そこでこんな

事業やりますということを決定するという

ところで、人権問題の早期解決を図るとい

う書きぶりになっております。 

実際一つ一つの事業そのものにつきまし

ては、才脇先生からもありましたけれども

地域交流促進事業でこちらのほう、地域交

流促進事業ですとか、あるいは生活人権相

談等を回していくと。その大本事務の企画

を行うというのがこのふれあい運営事業の

中で行う予算の位置づけでございまして、

その意味でいきますと館全体のですね、企

画運営、そちらのほうも含めて人権問題の

早期解決を図るということで書かせていた

だいたものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

本当難しい書き方で。言うときます、先

生違うからね私たちは。難しい書き方で、

ちょっと見にくい。ごめんなさい、私もち

ょっととんちんかんなこと言ってたかもわ

かりませんけど。 

はい、わかりました。ありがとうござい

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今のところの 83 ページかな、人権相談な

んですけど、これから公民館でもなくなる

ということなんですが、支所でやっている

人権擁護委員がやってる相談につなげてい

っていただけますか。 

確認です。 

○委員長（中川敦司君） 

  西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。お答えいたします。住民人権課の

西田でございます。 

もちろん今管野議員御指摘のとおりでご

ざいまして、案件によっては、人権擁護委

員さんの相談のほうにつなぐということに

なってまいります。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

予算説明資料の 116 ページの育児訪問見

守りギフト事業って、こういう事業、子育

て世代の方にいいと思うんですけども、こ

れどれぐらいの方が何人ぐらい利用された

んでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

ちょっと時間かかりそうですか。 

そしたらほか何か先、質問しときますか。 

ありますか。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

78 ページ、説明資料の 78 ページをお願い

します。ここでは１番の障害児通所支援等

事業なんですけどね。 

これは重要なことが書いてあるわけなん

ですけども。放課後等デイサービスに通所

することで、障害児の放課後等の居場所・

生活訓練の場を提供することが可能となる

というふうに、いい方向にあると思うんで
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すが、これはどこ、デイサービスはどこを

指すんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

放課後等デイサービスは、子どもの療育

を図るための事業所でありまして、大阪府

のほうの指定を受けた、専門職のいる療育

施設ということになります。 

豊能町内では今１か所、近隣川西市、豊

能町の方が通所されているので多いところ

は川西市が多く所在しています。あと池田

市とかもうちょっと専門的に内容、療育の

内容を選ぶようでしたら、箕面市、池田市

のほうにも通所されてる方もいらっしゃい

ます。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

これ、すんません。このね今のこの 78 ペ

ージの障害児通所支援等事業、これ、前年

度令和６年度と比べて約１割ぐらい減額に

なってますけど、その辺り何か理由があっ

たらお聞かせください。 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

支給決定をする際に、御利用日数の御希

望はあるんですけれどもできるだけたくさ

ん行けるように、お一人当たり一月毎日、

月曜日から金曜日まで御利用いただけるよ

うに月当たり 23 日の支給決定をしているん

ですけれども、はい。ただ、実際の御利用

がやっぱり毎日そこに行くとなったら子ど

もさんも負担があって実情、やっぱり週２

回とか多くても３回御利用の方が多いとい

うような実情でして、実際に御利用いただ

いている回数に見合った形で一回計算し直

したというような状態で少し減額させてい

ただいています。 

○委員長（中川敦司君） 

ということは令和６年度のときはそれ目

いっぱい、金額はじいてましたということ

なのかな。 

清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

はいすいません。福祉課、清水でござい

ます。 

はい。委員長おっしゃるとおりでござい

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

今ちょっとその減額のことでお聞きしよ

うと思ってたんですが、減額のことが今わ

かりました。お聞きしようと思っておりま

した。 

あとはこのデイサービスに通所は、お迎

えがあるいうことでよろしいんですか。 

こちらから出掛けることになるのか。そ

の点。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

はい。福祉課福祉相談支援室、清水でご

ざいます。 

豊能町内の事業所は送迎をしていただい

ています。川西市の１か所は西地区に限り

送迎していただいていると伺ってるんです

が、最近やっぱり川西市内、近隣の御利用

の子どもさんも多いと聞いてまして、川西

市内の事業所さんの送迎がお約束が確実で

はないということを聞いてます。 

それ以外の事業所さんはやっぱり送迎の

範囲というのを決めておられまして、豊能

町内まで送迎をしていただくことができな
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くって、親御さんが送迎、学校が終わって

から連れて行かれる。それとか土曜日とか

日曜日開所しているところに、行かれると

いうのが実情になっています。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

いい取組になっているなと思います。 

今はお一人ぐらいの御利用ということで、

豊能町には今後はそういう豊能町でのデイ

サービスということはなかなか難しいとい

うことなのでしょうかね。 

それはいかがでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

今年度まで２か所、町内に放課後等デイ

サービスがあったんですけれども、１か所

が人員配置等のちょっとなかなか人手がと

いうことで今休止中で、今後できるだけと

いうことで努力をということを伺ってるん

ですけれども、今のところ１か所だけが運

営していただいてて１か所休止中というこ

とで、今後必要と思ってはいるんですけれ

どもなかなかちょっと事業所さんの見込み

っていうのが、難しい状況にはなっていま

す。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

さっきの副委員長の質問のね、答えかな

と思うんで。 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

先ほどの質問の確認で申し訳ございませ

んが、116 ページの２番の関係でよろしかっ

たですね。はい。 

直近で言いますと 47 件が、対象数になる

かと見込んでおります。 

○委員長（中川敦司君） 

寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

これ周知とかっていうのはどういう形で

してるんでしょうか。 

何か子育て世代にすごい支援してますっ

ていうアピールもしていったほうがいいと

思うんですけど。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

妊娠届を出された方で出産の届けが出さ

れたっていう部分で、歩いて把握できるか

と思いますのでそこの部分で出産後の訪問、

家庭訪問のときに、こういったものが利用

できますよっていうことで御案内を差し上

げるような形をとっております。 

○委員長（中川敦司君） 

寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

ということは、個別に対応されてるって

いう感じなんですかね。 

あと、ここにいろいろ子育て世代とか妊

婦さんとかねそういう支援の事業がありま

すので、いろんな形でね、周知をどんどん

していってほしいと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

要望ですか。 

    （「はい」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇議員。 

○委員（才脇明美君） 

79 ページの児童虐待防止対策事業。これ

69 万 5,000 円ほど減額しているんですけど、 

なぜでしょうか。 
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○委員長（中川敦司君） 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

はい。福祉課福祉相談支援室、清水でご

ざいます。 

今までこの児童虐待防止対策事業として、

健康増進課のほうで相談事業を実施をして

おったんですが、もちろん虐待防止も含め

て、いろんな子育て相談っていうこともご

ざいましたので、来年度から健康増進課の

ほうで事業を実施していただくということ

で、事業をやめたわけではなくって、主管

課が変わったということで減額となってお

ります。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

すいません、ちょっと情報が多すぎて何

言われたかわからないんですけど、ちょっ

ともうちょっとわかりやすくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

はい。福祉課福祉相談支援室、清水でご

ざいます。 

児童虐待防止の観点で、親御さんちょっ

と子育てに困り事のある親御さんに対しま

して、この事業で相談事業を実施を健康増

進課で実施をしてたんですが、予算の枠組

みがこの児童虐待防止の枠組みで、健康増

進課で事業していただいていたところが、

相談の内容が虐待防止だけではなく子育て

支援も含めた総合的な相談になってますの

で、健康増進課の子育て支援の枠組みでの

相談事業として、健康増進課で行っていた

だくということになります。 

○委員長（中川敦司君） 

結構今までは二つあった事業のうち、二

つじゃないわ、ほんでその一部がもうこの

健康増進課に移りましたよという、ただそ

れだけの話やね。 

だから向こうのほうに金額が計上されて

いるということやね。 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

はい。委員長おっしゃるとおりで一つの

事業、この相談事業が健康増進課に移った

という、はい、形になります。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

先ほどの子ども家庭相談事業ですかね、

相談の事業経費につきましては、健康増進

課の 116 ページの１番の中の 412 万 1,000

円のうちの 77 万 2,000 円が福祉課から移管

といいますか、された分になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

116ページいうのは予算書かな。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君）という  

  説明資料です。申し訳ございません。 

予算説明資料の 116 ページになります。

１番です。 

○委員長（中川敦司君） 

 １番ね。この 412 万 1,000 円の中に、先

ほどの清水室長の話があった分野がここに

入ってますいうことやね。 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

99 ページの国保診療所の繰出金について、

前回で 2,000 万ぐらいあったになってんで

すが、これは診療時間が増えたとか、人が

看護師さん増えたとか、どんな理由の 2,000

万アップでしょうか。 
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○委員長（中川敦司君） 

千歳課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課の千歳でございます。 

先ほど、委員の質問でございますが、

2,000 万ほど繰出金のほうは増えておるんで

すけれども、こちらのほうに関しましては、

人件費っていうところと、あと医薬材料費

の高騰というところが大きな理由になって

おります。 

人件費につきましては、人員が増えたと

か、そういうわけではございませんで、中

で働いてらっしゃる方の勤務形態によりま

して、社会保険ですね、社会保険のほうに

加入することになって共済費のほうが増え

たりとか、そういったところで人件費自体

が少し膨らんでるというような内容になっ

ております。 

詳しくは診療所の特別会計のほうで御説

明のほうさせていただきます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかありますか。 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

すいません、今児童虐待の相談窓口を子

育て世代のほうに移したということですけ

どこちらの説明のほうには、児童虐待のこ

とは入ってないんですよね、ここの説明の

中には。 

やはり児童虐待ってなると、そこを本当

に深刻な人たちはそこがあるから行くって

いうふうにはならないですか。それを表に

出しておかないと、虐待の窓口はここです

よみたいな形にしておかないと、全体的な

んだったらその相談をしていいのかどうか

っていうところで二の足を踏むということ

は考えられないですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

虐待の窓口という、よくポスターに張っ

てます 186 の電話から、失礼しました 189

の電話から、子ども家庭センターに通報が

あって役所に来たりとかまた所属、その子

どもさんの所属のところであったりとか、

いろんな地域住民からの通報があったりは

するんですけれども、相談というのは、私

虐待してますっていう本当に苦しくてされ

る方もいらっしゃるとは思うんですけれど

も、やっぱり一般相談から来ることが多く、

子育ての悩みで虐待のリスクがあるなって

いうところもあってそこに相談員が寄り添

っていくんですけれども。虐待という看板

ではなくやはり入りやすい相談窓口という

のもすごく重要でないかなと思ってまして、

相談に関しましてはもしちょっとリスクが

あるなというのを、健康増進課も専門職で

相談を受けてますし、そこでキャッチをし

た場合は必ず福祉課の要対協の事務局と連

携を図りまして対応しているという形にな

りますので、できるだけ相談がどの形であ

ったとしてもキャッチをしてつないでいく

ということは、庁内で連携するように心掛

けておりますので、大きな看板といえば相

談っていうか対応するところは福祉課には

なりますけれども、相談窓口は広く浅く広

く深く、たくさんキャッチできるような取

組は心掛けるようには今しております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

何か岡本課長も手挙げてはったかな。 

岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課、岡本です。 

先ほど清水のほうからも申し上げました
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けれども、相談というまず通報に関しまし

ては、もう豊能町役場どこでも、もう連絡

を受けたらどこかにつながるようにってい

うようにはなると思います。 

ここの相談といいますのは、継続的に関

わっていきながら、どんなふうに、やって

いけばいいかというようなそういった相談

も含めて対応してまいりますので、必ずし

もその虐待の相談はここですっていうこと

だけではなく、もう出生時からずっと保健

師等が関わりを持ってますので、どちらか

というと御様子から、ちょっと注意が必要

かなとかリスクが高いかなっていうところ

を把握して対応しているというのが現状で

ございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

虐待してる意識がないっていうところか

ら大分早い段階からキャッチをしていくた

めにはそういうほうがいいという判断なの

かな。 

そうするとこの予算のここの 116 ページ

のところにそういったのも組替えしてるん

ですよね、相談のところ。児童虐待であっ

た相談をこちらのほうで相談を引き受けま

すみたいな何か一言あると、減額されてる

のはこっちに来てますというのわかりやす

いかなと思うんでよろしくお願いします。 

あと似たようなところで、成年後見のと

ころが従来令和４年、５年ずっと同じ金額

80 何万だったのが今年度の 50 何万に減額し

てるんですけど、この理由だけお願いしま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

令和元年度に町長申立てで、成年後見、

後見人さんを付けていただいた方が、その

方がちょっと、経済的に最初はやはり、生

活保護基準に当たるとかっていう要件が町

長申立てをした方の、そういう経済的な要

件のある方に、報酬、弁護士さんなり、後

見人さんへの報酬を町が負担するという規

定にはなってたんですけれども、その方が

ある一定ちょっと収入を得る形がめどが立

ちましたので、その収入から、報酬を支払

うことができるようになりましたので、そ

の方の豊能町の負担分を減額したという形

になります。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

どうですか。 

寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

予算説明資料の 116 ページの３番目の子

育て世帯訪問支援事業なんですけど、ここ

ヤングケアラー等がいる家庭の御自宅に訪

問するっていうことなんですけど、このヤ

ングケアラーってもう、ものすごいほかの

他市町村でも難しい問題として捉えられて

いるんですけども、どういうふうに取り組

まれていくのかっていう、ちょっと伺って

よいでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課、岡本です。 

この子育て世帯訪問支援事業に関しまし

ては、保健師の訪問や健診の際の相談を通

じて、必要と思われる方にお声掛けしてい

くというような形を想定しております。 

ヤングケアラーに限らずですね、家事、

育児に対して不安や負担を抱える子育て家



81 

庭ということで、広く、そういった方を対

象に見ていきたいというふうに思っており

ます。 

この事業の目的はやはりこういった負担

の大きい状況から、虐待につながってしま

うということを防止していくということを

目的にしておりますので、専門職としっか

り関わりを持ちながら進めていきたいとい

うふうに思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

ほかないですか。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

説明資料の 71 ページをお願いしたいと思

います。 

ここの２番に、令和７年度児童手当番号

制度対応に伴うシステム改修事業ですが、

児童手当システム番号制度レイアウト改版

対応に伴いシステム改修を実施するという

ところですが、363 万 8,000 円になっており

ます。 

これがマイナンバー対応でないと、この

支給、拒否されたらですね拒否されたら支

給が受けられないいう状況になるのかどう

かその辺の対応どうなるのか、聞かせてく

ださい。 

○委員長（中川敦司君） 

いけますか。 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

マイナンバーに関しては特にこちらが拒

否をするとかっていうことはありませんの

で、はい。この仕様に関してもシステム仕

様に国のシステム変更に伴って市町村がシ

ステムを変更しないといけないということ

になりますので、はい。特にマイナンバー

で拒否があるとかではなくって、全体的な

国全体のちょっとシステム変更の部分で、

市町村も変更しなければならないというも

のの改修になります。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

私児童虐待防止対策事業のことがちょっ

と気になってならないんですけど、ここ最

近豊能町では虐待がちょっと増えてるんじ

ゃないかというのを仄聞しているんですが、

これは訪問支援等を行うということをもう

してますよね。 

今のこの現状、現状というか、どうなっ

てます。今の現状。この虐待のね、この豊

能町において。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

はい。福祉課福祉相談支援室、清水でご

ざいます。 

今、年度中なので、具体的な対応件数っ

ていうのがまだ出てはいないんですけれど

も、昨年度の実績としたら、相談実件数と

しては 60 件以上の相談はありまして、今年

度もそれよりさらにすごく手厚く相談をし

ておりますので、相談件数が伸びていくの

が伸びていっているとは思います。 

その辺り本当に、町、子どもさんの所属

の機関であったりとか、所属がなければ健

康増進課であったりとかっていうのと密に

連携を図りながら、大事にならないように

見守り指導という形、行ってます。 

それで先ほど委員が多分おっしゃってい

ただいてるのは子育て世帯訪問支援事業の

ことだと思うんですけれども、訪問で、家

庭の中に入って、家庭の中の状況、家事援

助とかで少し家族のストレスが下がるとい
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うことを目的とした家事援助であったりと

か、あと専門職による訪問支援、訪問でい

ろいろ困り事を伺うことで少しでもリスク

を下げるとか、そういう形で直接的ないろ

んな職種がその人たちに適応した形で支援

を入ることで、虐待のリスクを下げていく。

どうしても通報があれば虐待という観点で

私たちも介入するんですけれども、それ以

上ひどくならないようにまた再発しないよ

うな形をとっていくということになってい

ます。 

また、母子保健のほうでも、虐待に至ら

ないように予防的にポピュレーションアプ

ローチという形での支援も併せて行ってい

くというのが現状行っている状態でありま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

60 件以上というのは通報ではないんです

ね。通報ではない、自分で言うてくるんで

すか。ちょっと虐待してますので、してる

かもわからないとか言うて。 

○委員長（中川敦司君） 

清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水です。 

御本人からっていうのはまず、御本人、

家族から私虐待してますというので相談が

あるのはほとんどまれで、やはり所属から、

学校であったり幼稚園、保育所であったり

から、ちょっとこの子どもさんがとか、そ

ういう形。 

相談は直接という形での相談はほぼ少な

いです。 

すいません。失礼しました。学校から相

談という形で、まずは一報入ってきまして、

はい。場合によったら、通報に変わるとい

う、状況によってはこれを通報に変えてい

くということに内容によっては変えていく

という対応をしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

今、あちこちの自治体でもそういうこの

ような問題があるいうことで、ちょっと驚

いておりますが、60 件いうの豊能町にした

らすごく多いなと思うんですけどね、これ

が本格的な虐待かどうかはわかりませんけ

れども、しかし、これだけの対応をされて

いることはもう大変なことでありまして、

このことが、前年度としては引きずってる

部分もあるかもしれませんけども、改善さ

れてきてるっていうようなことも、あるの

かどうか、その辺でちょっと気になります

ので。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

はい。60 件の実績が対応件数があるんで

すけれども、その中で一定、要対協で終結

という形でも、特に改善したという判断で

終結しているケースもありますしまた新規

で上がっていくと。 

今現在進行形で激しい虐待が行われてい

るというケースをほぼないんですけれども、

実際それがなかなか改善するのにはまだま

だ見守りが必要だということでの対応が続

いている事例のほうが多いと思っています。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 
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秋元です。 

児童虐待の中には例を挙げちゃいけない

けど、夫が妻を殴り、子どもを殴りという

家庭内暴力的なものもここには入ってるっ

ての 60件ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

面前ＤＶ、夫から妻、妻から夫にしても

夫婦げんかで子どもの前で、ＤＶ、暴力行

為であったりとか暴力がなくても暴言であ

ったりとかっていうのは子どもの前である

と心理的虐待として、それがもう決められ

てますので、そういう過程の中で面前ＤＶ

による虐待という対応をしている事例もご

ざいます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

特に夫から妻への暴力、逃げるというか

な、避難先として南のほうにあったかな。 

それは一時期財政難で閉鎖するかどうか

でまた大丈夫になったんだけども。豊能町

はそういったときは、どこかそういう避難

場所とかそういったところまできちっと準

備ができていての今までなのか。 

っていうか、大変一件一件ケースが違う

んでね。職員で、もう人材的に、ただ足り

てるのかなって正直。かなり大変な部分も

あるんで、かなり公のところのフォローも

ないと、これ無理じゃないかなと思います

ので、その辺りのところを教えてください。 

○委員長（中川敦司君） 

清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

ＤＶがあった場合は、やはり私たちも専

門的な知識っていうのが非常に乏しい部分

がありますので、大阪府の女性相談センタ

ーに協力をいただきまして、もし避難が必

要であったとすれば、そこを介して、避難

していただくということはあります。最近

はちょっとそういう事例がないんですけれ

ども。 

ただ町を介さずに警察に通報して、警察

から女性相談センターのほうを通しての避

難というのがもしかしてあるかもしれませ

んけれども、そこのところ私たちはなかな

か把握ができない状況ではあります。 

ですので委員がおっしゃられるように専

門、人材的にも専門的知識っていうのが非

常に乏しいのでやはり大阪府機関、専門機

関に協力を求めて対応しているっていうの

が現状です。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

ありませんか。 

私のほうからさせてもらってよろしいか。 

説明資料 71ページをお願いします。 

小事業名が児童手当支給事業いうことで、

先ほど前年度に比べて大きく増額している

理由と説明ございましたが、所得制限のね、

撤廃みたいな説明ございましたけども。 

結局そしたらこれ、対象者というふうな

形でいくと、どれぐらいの人数になるとい

うふうに考えておいたらいいですか。 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

令和６年度と７年度の比較という形にな

りますが、年間で延べ件数で御報告させて

いただきますと、ちょっとね、令和６年度

は中学生の終了までということと、下半期

は高校生世代というのもあったんですけれ
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ども、まずは６年度で見込みを出していま

したが全体で１万 4,600 件ほどを、約１万

4,600 件を見込んでおりまして、今年度令和

７年度に関しては１万 6,800 件を見込んで

おります。 

ですので、大体 2,000 件、年間で 2,000

件ほどの人数、受給者数の増加となってま

す。ただその中に、第三子さんの金額が上

がったとか、所得制限がなくなったとか、

第三子さんの計算がちょっと変わったとか

っていうところがありますので、必ずその

人数イコール幾らというわけではないんで

すけれども、内訳としては人数がそれくら

いの増加を見込んでおります。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかありますか。 

なければ、私のほうからまたさせてもら

ってよろしいか。 

そしたら、112ページをお願いします。 

112 ページで新しい事業ですねこれ。小事

業名、がん患者のためのアピアランスケア

助成事業ですね。令和７年 20 万円というこ

とでありますが、これは幾ら、そして何人

の方、想定しているのかその辺りお伺いし

たいと思います。 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

上限額を２万円で 10 名を想定しておりま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

これについてはすいません、さっきの何

か別のやつあったけど年齢制限とかそんな

関係ないんですね、これは。 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。特に年齢制限は設けておりません。 

○委員長（中川敦司君） 

何かありますか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

参考までに。113 ページの３番ですね、子

宮頸がんの検診。 

これ新しいやり方。ＨＰＶ検査単独法の

導入に向けて必要な体制を整えるって書い

あって、前年がゼロだから、これ新しく何

か導入されたのかどうかお尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課、岡本です。 

この子宮頸がん検診への、新しい検診方

法の導入ということなんですが、今回の予

算につきましては、この検査手法を導入し

た場合に、データの連携等のためにシステ

ム改修が必要になりますので、そのための

経費でございます。 

この新しい方法としましてＨＰＶ検査単

独法というのがあるんですけれども、こち

らのほうはまだ、先にちょっと結論申しま

すと、来年度導入ということにはまだ結論

は出ておりません。 

この検査につきましては、従来の細胞診

検診、細胞取って検診する分ですね。こち

らのほうは、２年に１回実施して経過を見

ていく。新しいこのＨＰＶ検査単独法とい

うのは、検査としては５年に１回というよ

うな形なんですけれども、これは検査結果

で陽性が出ても、すぐにその段階で病変が

出ているというわけではない場合でも陽性

が出るということで、割と比較的早期発見

につながるという検査ではございます。た

だ、まだその陽性が出ただけで、その後の

病変の変化というのがまだつかめない状態

というケースが多いので、この陽性が出た

場合には５年間の間、次の検査までの５年

間の間に、いろいろこう対応方法が細かく
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必要な対応がございまして、その辺りの精

度管理っていうその検診を適切に行ってい

く体制づくりというのがちょっと難しい検

診内容になっております。 

これは体制が整う場合に限り実施しなさ

いというようなことで推奨されておりまし

て、まだ近隣でも、それほど始めておられ

るところはないことでもありますし、また

始めるに当たっては、その体制づくりのほ

かに、近隣の医師会単位での調整とかも必

要になってくるかなというふうに思ってお

りますので、少しちょっとその体制に向け

て体制づくりをしてからということにはな

ると思います。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

新しい検査方法を導入しようかという準

備段階ってのはわかりました。 

この実際 78 万 3,000 円ってのは、機器で

はない、場所。それとも交渉するための何

か委員会とか、どういうふうに使われるの

か。 

システム、なんか買うんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課、岡本です。 

こういう検診をした場合には、対象者が

誰かという抽出するところから、あと御案

内して検査を受けていただいてその結果を

取り込んで管理するというところまでが必

要になってきますので、それを実施するた

めのシステム改修が必要になります。 

今回はその必要経費を計上しております

けれども、これは来年度、令和７年度に関

しては、このシステム改修に関して交付金

が国から交付金が出るということがありま

すので、来年度実施、システム改修のほう

は先に体制づくりの一環として実施する予

定というところでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

じゃあ単純に今あるシステムの改修費と

思ったらいいですね、この金額丸々。 

わかりました。 

○委員長（中川敦司君） 

いいですか。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

説明資料の 107ページです。 

１番の永寿荘管理事業なんですが、119 万

3,000 円ほどの増になっているんですが、こ

の要因について、教養の向上を図るという

ことを書いてあるんですがどのようなこと

なんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

さっき同じような質問があって、運転手、

バスの運転手がどうのこうのね、送迎の何

かそんな話してなかった。 

○委員（高尾靖子君） 

それでいいんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

健康増進課の秋山でございます。 

先ほどの部分は豊寿荘と永寿荘を比べて

っていう話だったかと思うんですけども。 

永寿荘の今年度増えてるっていいますの

は、主なものとしましては、需用費ですね

光熱費、光熱水料費の部分でありますとか、

あと委託に係る費用、業務委託費、人件費

を含んだ業務委託費、なんかになっており

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 
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○委員（高尾靖子君） 

すいません、先ほど御説明いただいたよ

うですけど頭に入っておりませんで、運転

手の方の分も入ってるんでしょうか。 

これは永寿荘でなくて豊寿荘のほうの運

転の方いうことなのか、ちょっとお願いし

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

はい。健康増進課、岡本です。 

この永寿荘の管理事業、まず、昨年度か

らの増額につきましては先ほど秋山が申し

上げたとおりでございます。 

委託料の増額、委託料もその増額の一部

になっていてこれが割と大きな幅になって

るんですけれども、これはそうですね、ド

ライバー、運転手さん、永寿荘と豊寿荘と

両方送迎をしております運転手の方は、永

寿荘のほうに配属されているという形にし

ておりまして、その方を含めた、人件費が

どうしても上がっておりますので、その部

分が業務委託料にはね返っているというと

ころでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうですか。 

なければ私のほうから質問させてもらい

ます。 

114ページをお願いします。 

これは予防接種関連のページですね、こ

の小事業名１、予防接種推進事業なんです

が、令和６年と比べたら 1.7 倍ぐらいに金

額がはね上がってるんですけれども、この

辺りの要因を御説明お願いいたします。 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

こちらのほうは、令和６年中に補正を承

認していただきまして実施しましたコロナ

のワクチン接種の費用の分が増えてるとい

う形で捉えていただいたらいいかと思いま

す。 

約、2,300人分の予定で組んでおります。 

○委員長（中川敦司君） 

結局増額になったのがコロナね、結局自

分でお金払わなあかんというねそういうの

が出てきてるのがあるし。それ結局コロナ

の予防接種というのはどうなんですか、結

構予算あれですか、やっておられるような

んですか。 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

当初思ったほどはいってないのかなあと

いうところでは個人的には感じておるんで

すが。 

実績としましては、今年度 10 月から 12

月まで実施したんですけども、町内で接種

された方が 1,800 名、あと他市で接種され

たのが約 300 名程度いらっしゃるというと

ころでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかはどうですか。 

そしたらまた私のほうからいいですか。 

ほかないの本当に。もうないの。 

すいません、ちょっと今ページが出てこ

ないんですけどもね、内容的に妊婦さん関

係のやつや、116ページですね。 

116 ページの説明資料 116 ページで、小事

業名４、妊婦のための支援給付金事業とい

うことで、妊娠したら５万円、それから子

どもの数掛ける５万円という、そういう給

付金の事業がありますが、これ今回 510 万

飛び 6,000 円というふうな金額になってま

すが、これどれぐらいの人数を考えておら

れるのか。 

まずそっからお伺いしたいと思います。 

はい、秋山課長補佐。 
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○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

直接、給付に係る分につきましては、妊

娠届出時ですね妊娠支援給付金になります。 

こちらは妊娠時の届出時に 50 人で、同じ

く出産してからも 50 名という形で予定して

おります。 

あとの部分につきましては広報用の消耗

品類等々になっております。はい。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ありがとうございます。 

さらにちょっと突っ込んでお伺いします

が、前も先ほども言いましたけど令和４年

の 12 月のときの一般質問で伴走型相談支援

の話をねさしていただいて、そのときにも

妊娠して５万円、それから生まれたら５万

円の何かそれなりのね、経済的な支援をし

ていきますしょうみたいなそういう流れで

あって、当初は何かクーポン券か何かだっ

たんかちょっとはっきりとしたあれ覚えて

ませんが。 

その辺りが今現金に変わった、現金給付

というふうなことになったということなん

ですか。 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

健康増進課の秋山でございます。 

国の示した案でありましたり、近隣なん

かクーポンで実施してるとこもあったよう

ですが、本町は、当初から現金の給付で行

っております。 

○委員長（中川敦司君） 

その次も同じ内容でお伺いしますが、あ

れ毎年やっていくっていうふうなことだっ

たかと思いますが、令和６年がゼロ円って

いうのは何か意味があるんですか。あった

んですか。 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

交付金といいますか助成金の出どころが、

変わりまして、事業名を変えたっていうと

ころで、従前のおっしゃっていただいてい

る伴走型相談支援及び出産子育て応援交付

金の一体的事業から事業名称を変更して実

施するという形になっております。 

はい。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

113 ページの成人健康増進事業についてお

尋ねします。 

ちょっとこれ見ててわからないんですが、

各種がん検診、ばらばらですわね。私なん

かもう何年も乳がん検査してないし。 

これどう見たらいいのかな。これらを全

部平等に一つ一つやるとして何人分なのか

って聞いたらいいのか、一つ一つが対象人

数違うのか、ちょっとそこをまずお尋ねし

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

はい。がん検診につきましては年齢を設

定している部分とかあったりする部分で一

律に何名というのは、ちょっと今手元には

用意しておりません。 

○委員長（中川敦司君） 

時間かかりそうですか。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

しばしお時間いただいてよろしいでしょ

うか。 

○委員長（中川敦司君） 

そしたら別な項目で何か質問あれば、な

いですか。 

そしたらまた私のほうからしてもよろし

いですか。 
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すいません、77 ページをお願いします、

説明資料。77 ページですね、の小事業名で

すけども、自殺対策事業ということで８万

円今回予算計上していただいておりますが、

この中に、説明ね、事業概要の中に、人材

養成っていうふうな、人材養成を行うって

ありますけども、これはどういうふうなこ

となのかちょっと説明お願いしたいと思い

ます。 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉課福祉相談支援室、清水でございま

す。 

自殺対策、自殺に至る方というのは、や

はりどこにもつながっていないという方が

多くて、いろんな複合的な条件がいっぱい

合わさり持って自殺に至るということが、

いろんなところで調査でわかってきてる部

分なんですが、地域でいろんな人と出会っ

たときに、私ちょっとこんなことで困って

るんやって言わはった、相談を受けた場合

に、ゲートキーパーという役割の方がいら

したら、そしたらちょっとしんどいんやっ

たら、ここに相談に行こうよということで、

一緒にちょっとこう寄り添っていただくよ

うなゲートキーパーの養成を来年度検討し

ております。 

今までも、町内のいろいろ介護とかのサ

ービスの事業所の職員であったりとか民生

委員さんであったりとかってゲートキーパ

ー養成研修を実施していたところなんです

けども、コロナ禍以降、そういう集まって

ということをやっておりませんでしたので、

来年度やはり関係機関の地域でいろいろ相

談を受けられる方に対してゲートキーパー

養成研修を行っていきたいなということで、

予算計上しております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

研修いうことでわかりまして。こういう

ことに携わっていただける方何人ぐらい、

つくっていこうとかいうそんなんもあるん

ですか。 

はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

福祉相談支援室、清水でございます。 

数までのちょっと目標を今のところまだ

具体的に定めていない状況ではあるので、

どういう方を対象にまず入り口、より多く

の方に来ていただきたいなとか、まずは相

談を受ける方に来ていただきたいなという

ことでまだそこまで具体的に構想練ってる

わけではないんですけれども、数も町内で

何人というところまでの、まだ、そこまで

の検討が至ってない状況であります。 

今後検討していかないといけないことで

はあると思っております。 

失礼します。以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

大変な作業してたらちょっと申し訳ない

ので、なぜこう聞いてるかだけです。 

がん検診と一言言っってる、実際ここに

は乳がんだの胃がんだの大腸がんだのいろ

いろやってるんですけども、例えば前立腺

がんとか、そういったもう幅広く、ある程

度自己負担があれば出してくださるという

ことを言ってるのかなあとか思ったり、そ

うじゃなくて、住民健診だったら一通り項

目ありますけど、あの部分だけを言ってる

のか、ちょっとこの見方がわからないんで

すね。 

一体全体的これ何人対象としているのか。 

これ国保の関係かな。そうじゃない住民

全体、も併せてお答え願います。 

住民の 80％とかね、そういう意味で。 

○委員長（中川敦司君） 
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岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ） 

健康増進課、岡本です。 

がん検診等の予算につきましては、おお

むね、直近の直近といいますかここ数年の

受診の状況を見ながら、それぞれの検診に

ついて、ある程度何人ぐらい受けておられ

るかなっていうことを予想しまして、その

人数で予算計上をしております。 

ちょっとこの直結はしないんですけれど

も、例えば令和５年度でしたら、実績とし

まして、胃がん検診が 516 人、肝炎検査が

９人、大腸がん検診 903 人、骨粗鬆症検査

285 人、子宮がん検診 556 人、結核検診が

3,366 人、乳がん検診が 560 人、成人歯科検

診が 183 人、肺がん検診が 709 人、住民基

本健診が 30 人という形で、数字はこれが令

和５年度の実績なんですけれども。 

こういった実績をもとに、翌年度どのぐ

らい受けていただけるか、常にがん検診は

できるだけ受診率アップを目指しておりま

すので、それで増えてほしい、人数とかも

含めてですね、予算計上をしております。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

この前の例えば今回だったら、令和５年

のこういったデータをもとに予算を立てて

いるということで、理解していいかしら。 

はい、わかりました。 

それでですね、私はどうも乳がんだの子

宮がんだの飛ばすんですね、っていうのは、

保健センターの回数が、何回もあんまりな

いよね、気がついた時にはもう終わってた

っていう感じなんだけども。 

これ一般の医者のほうから、手続行く方

法ありますか。例えば違う、そういうふう

な方法とってましたかしら。 

お尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

近隣で開業医をしておられる個人医院で、

がん検診されているところ、池田市とあと

箕面市の医院が、あとすいません大阪市内

にある医院も協力いただいてますが、約９

医療機関、あと池田市の市立池田病院なん

かも、委託契約という形で、協力をいただ

いてます。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

すいません、また大分戻って 86ページ。 

これ社会援護事務事業、これ何て読むん

ですか。 

これ旅先で亡くなった。 

これ国内ですか。海外、どこでも。日本

国内。例えばね、何か外国で亡くなったら

ものすごいお金かかるって聞いたんですけ

ど、それはもう持ってくれるということで

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

住民人権課、西田でございます。 

お問合せの件なんですけれども、まず読

み方ではございますけれども、これはこう

りょしぼうにんあるいはこうりょびょうに

んと呼ばれる方が発生したときのための予

算措置ということになります。 

基本的にですね、イメージとしましては、

町内で行き倒れた方に対する援護というよ

うにイメージをしていただければわかりや

すいかと思います。 

ですので、場所につきましては基本町内

いうことで限定されているというところで

ございます。 
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以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

勉強不足ですいません。例えばどういう

ことですか。 

○委員長（中川敦司君） 

西田課長補佐。 

○住民人権課課長補佐（西田純夫君） 

はい。住民人権課の西田でございます。 

小出しの回答になって申し訳ないんです

けれども。まずですね、当然町内で行き倒

れた方ということになります。 

何でもかんでも町が援護するのかという

ことではございませんでして、基本引取り

手がない、あるいはわからないという方に

対しての援護ということになります。 

ですので、基本、町内で倒れて、いわゆ

る身寄りがなく遺体の引取り手がないと。

あるいは病院のほうも何て言いますかね介

護する方が全くいない、あるいはわからな

いと。 

こういう方に対しまして援護をするとい

うことになっております。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

ないですか。 

そうしましたらまた私のほうから。 

92 ページ説明資料の 92 ページをお願いし

ます。障害者医療費助成事業っていうペー

ジですね。 

ここで小事業名一個しかないんですけど

も、障害者医療費助成事業。これの金額、

令和７年が令和６年度と比較して１割ほど

下ってんのかな。 

下がっている要因があれば説明お願いい

たします。 

古田課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田です。お答えいたします。 

障害者医療助成事業の金額でございます

けれども、ここ数年のですね実績、実際に

給付した金額の推移を見てますと、年ごと

に波を打ちながら推移をしていると、上が

ったり下がったりというような傾向示して

まして、対象者数としてもですね、ほぼ横

ばいのような状況にあります。 

令和５年度の実績を見ますと少し下がり

ましたけれども、令和６年度はまだちょっ

とはっきりとした最終の金額が当然出てお

りませんが、今現時点の状況で見てみます

とちょっと５年度よりも上がってるような

状況であります。 

とは言いつつもですね、令和６年度の予

算額と比べますと、ちょっとまだ余裕があ

るような、そういうな状況でしたので、今

回７年度の予算額としましてはですね、少

し下げさせていただいているというような

状況でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

説明資料の 69 ページです。１番、障害者

自立支援事業です。 

単独事業と書いてありますが、前年度よ

り 100 万円減になっているんですが、この

要因はどういうことなのか。 

お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  はい、清水室長。 

○福祉課主幹（清水珠実君） 

はい。福祉課福祉相談支援室、清水でご

ざいます。 

指定管理料としまして、1,500 万円を指定

管理業者のほうにお支払いしてまして、大

きな修繕があったときのために 100 万円を

準備をしておったんですけれども、来年度

に関しましてはその 100 万円、特に大きな
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修繕も見込みがないというところで、今回

はちょっと予算計上しませんでした。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうですか。 

なければ、この福祉関係、終わってよろ

しいですか。 

そうしましたら、福祉関係の皆さんあり

がとうございました。 

ちょっと暫時休憩させていただきます。 

   （午後４時 43分 休憩） 

   （午後４時 46分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

はい、田中課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課の田中です。 

先ほど、総務課の防災事業の項目のとこ

ろでの永並議長のほうからイエローゾーン

の世帯数、何世帯かという御質問につきま

してちょっと確認のほうができましたので、

お答えのほう、改めてお答えをさせていた

だきます。 

イエローゾーンの世帯数なんですけども、

1,825 戸。レッドゾーンのほうが 262 戸であ

りました。これ合計しますと 2,087 戸とい

うことでございました。 

参考までにこちらのデータにつきまして

は地域防災計画の中でですね、資料として

掲載のほうさせていただいております。 

以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

そうしましたら、以上で健康増進課かな、

説明資料の 117 ページまでは終わりました。 

ここでお諮りいたします。 

本日の会議は以上で終了し、延会したい

と思いますが、御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  はい、異議なしと認めます。 

よって、本日はこれにて延会をすること

に決定いたしました。 

次回は、明日３月の 13 日午前９時 30 分

より会議を開きます。 

明日は、このまま一般会計の引き続きで、

建設課かな、部門から説明を始めたいと思

いますのでよろしくお願いをいたします。 

どうもお疲れさまでございました。 

 

   午後４時 48分 延会 
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